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『伊平屋島の念頭平松』が国指定天然記念物に認定

　伊平屋村は、伊平屋島・野甫島の二島からなる沖縄県最北端に位置する有人離島です。島は
6割が森林に覆われて、200メートル級の山々が連なる、松やイタジイ等の照葉樹林が広がる
緑豊かな自然に恵まれた島です。
　念頭平松は伊平屋島北部「念頭平松公園」内にあるリュウキュウマツの巨木で、幹回りは 4
メートルを超え、樹形は傘を広げたような美しい枝振りが特徴の名木です。伝承によると第
13代琉球国王の時代（1735 年頃）に植えられたものとされ、その樹形の美しさは村に伝わ
る古歌に土地の女性の美しさに譬えられ、永く村民に親しまれてきました。
　昭和 35年には沖縄県天然記念物に指定、今年度、国指定天然記念物に認定され、沖縄県の
県木であるリュウキュウマツが伊平屋村の国指定文化財第 1号となり、本村の美しい自然とも
ども「伊平屋島の念頭平松」の保護・活用をさらに推進する大変良い契機となりました。

表紙写真・文　＜ 伊平屋村役場 総務課＞
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リレーエッセイ

　伊平屋村は沖縄県最北端の有人島で、東

経 127 度 58 分、北緯 27 度 2 分にあり、

県都那覇市から北方 117 ｋｍ、今帰仁村

運天港から 41.1 ｋｍに位置する離島村で

す。伊平屋島 2,059 ㎢と野甫島 1.06 ㎢、

面積として 21.65 ㎢ロの二つの島より構成

され、5つの集落からなる人口 1,288 人、

世帯数 511 世帯の村です。本村の産業は、

第 1次産業のサトウキビ、水稲、タマネギ、

モズク、アオサ、陸上養殖のヤイトハタか

ら構成され、自然環境と風光明媚な手付か

ずの自然が残る癒しの里です。近年、村お

こしイベントとしてムーンライトマラソン

（月夜のマラソン）、ヴィレッジトレイルな

どを実施しています。また、健康いへや

21 を作成して 5年目を迎えました。福祉

と健康の村づくりを住民課の保健師と担当

者とを筆頭に、毎週健康教室を開催してい

ます。村民一人ひとりが主体的となった、

健康づくりに取り組む環境、啓蒙活動、行

政、地域、職場、学校などが支援し、「健

やかな村民生活の向上」と「長寿いへやの

実現」を目指すことで、生活習慣病対策に

つなげていきたいと願うところでです。本

村の人材育成につきましては、「チーム黒

糖」から「東大塾」へとつなげ、夢、希望と、

さらにふるさとに誇りの持てる「人づくり、

物づくり、村づくり」を積極的に推進して

います。また観光、交流の島である伊平屋

村の将来像に「生きる幸せが、実感できる

島」という基本理念を掲げています。

　未来に向かって、祖先から引き継いだ島

の原風景を後世に引き継ぐとともに、この

原風景を活かし観光、交流を活発化させ、

島の活力を生み出し、村民の目線で島の方

向性を描いていきたい、そして開拓者精神

をもって人口減少の歯止めにしたいと願う

ばかりです。

フロンティアスピリットな村をめざして

伊平屋村長　　　　　

　　　　　　　　　　　　 　伊
い

　礼
れい

　幸
ゆき

　雄
お
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この人に聞く

帰村叶わず

−喜屋武さんは、北中城村長を務められ

ましたが、先ずは生い立ちからお聞か

せ願いますか。

　喜屋武　昭和 17 年 8 月生まれで今年

74歳になります。大正 10年生まれで、教

員をしていた父と専業主婦の母の間に男 4

人女 3人兄弟の長男として旧中城村で生ま

れました。その頃は、戦争前夜で戦争の危

険が忍び寄っている時代でした。父は沖縄

県立師範学校を卒業したばかりで、大宜味

村の喜如嘉小学校に赴任したそうです。芭

蕉布織りで現在、人間国宝となられておら

れる平良敏子さんの実家にお世話になりま

した。福地廣昭さん（沖縄教職員組合書記

長）、平良清安さん（元那覇市助役）は、

父の喜如嘉での教え子です。戦争が始まる

と、喜如嘉の山に逃げ回って命からがら生

きのびましたが、艦砲ぬ喰ぇーぬくさー（戦

場での生き残りの意）の状態で、やせ細っ

て骨と皮で死を待つぐらいに栄養失調でし

たが、夜中に山中から里に下りてきて芋を

掘って食べ何とか生きのびたようです。当

時私は 3歳で、父は 25歳でした。

−戦後も喜如嘉で過ごされたのですか。

　喜屋武　喜如嘉で、米軍の救急車に乗っ

ていた看護婦が同郷の人と出会い、その方

から父の両親が宜野座村の福山の収容所に

いることを知らされ、そこに行ったのです。

その後昭和 21 年に帰村命令が出されたの

ですが、元住んでいた島袋 ( しまぶく )、

現在のイオンライカム辺りですが、そこに

は米軍の通信施設が建設されていたため帰

村できず、現在の沖縄市の久保田に、居住

が指定されたのです。ですから、久保田に

は戦後旧中城村の方々が住んでおりました

し、現在も住んでいる方も沢山います。喜

屋武眞栄さん（元沖教組委員長・元参議員）

こ の 人 に 聞 く 87
　昭和 17年 8月 6日生まれ。

　昭和 42 年沖縄教職員会、沖縄県高等学校職員組

合、昭和 43 年琉球政府法務局、昭和 47 年那覇地方

法務局、昭和 49 年沖縄県庁を経て、昭和 49 年北中

城村役場に就職した。平成4年北中城村長に当選以来、

平成 16 年までの間、3期 12 年の永い期間にわたり

在職しながら、中城村北中城村清掃事務組合管理者、

中城村北中城村消防組合管理者も務めた。また、北

中城村社会福祉協議会会長、北中城村体育協会会長

を歴任し、北中城村の教育、文化、福祉の向上に多

大なる貢献をした。

沖縄市町村今昔

前北中城村長

喜
き ゃ ん

屋武　馨
かおる
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この人に聞く

の出身地の比嘉集落は、最後まで

集落をつくることができず、泡瀬

ゴルフ場に「ここに比嘉部落が

あった」との碑文だけを置いて、

ついに帰ることはなかったので

す。

−島袋 ( しまぶく ) の住民は、

最初から福山の収容所に収容

されたのですか。

　喜屋武　当時の村議会で北部へ

の避難が決まったようですが、島

袋の議員さんが、「どうせ死ぬの

であれば、祖先が眠る墓で死んだ

方がいい」ということで、墓の中に避難し

たようです。そこで、島袋で育ち米兵となっ

た日系二世の比嘉武二郎さん、比嘉太郎さ

んという方の呼びかけがあったので、墓か

ら出て北谷、泡瀬、美里から集められた約

一万三千人位の住民と一緒に現在のライカ

ム辺りに収容されたのです。その後四ヶ月

後、昭和 21年 7月トラックに乗せられて、

宜野座の収容所に移されたのです。しかし、

年が明けると、帰村命令が出されましたが、

島袋の人たちは故里が米軍施設になってい

たため、沖縄市の久保田に住むことを余儀

なくされました。

戦後復興・学校作り

−久保田での住民の生活は、いかがだっ

たのでしょうか。

　喜屋武　教員を中心に、学校を作ろうと

いう動きが広がり、学校建設がスタートし

ました。米軍の資材担当をしていた日系二

世（ジョージ紫の父）が積極的に資材を提

供したようです。その学校が現在の沖縄市

にある島袋初等中等学校です。本校の前身

であります島袋初等中等学校は、終戦間も

ない昭和 21 年 6 月 25 日、教育復興に情

熱を注いだ比嘉、島袋の住民、教員によっ

て築かれ、その後米軍支配下の法令の変遷

により当時コザ市の教育行政に移管され、

実に 32 年間にわたって、島袋地域の子弟

の教育が他自治体に委託されるという変則

的な状態に置かれていました。このような

ことから、本村の教育行政の戦後に終止符

を打つべく、沖縄市当局のご理解とご協力

を得て、平成元年 4月 5 日、母体校であ

る沖縄市立から分離開校しました。

−同名の島袋小学校にすることについ

て、問題は起きなかったですか。

　喜屋武　北中城村側の学校関係者の中に

は、沖縄市にある校名を変えるべきとの主

張をしましたが、沖縄市側は同校の卒業生

が難色を示しているとの理由で譲りません

でした。同姓同名のような校名は不都合で

はありますが、今では両校とも順調に歩ん

でおります。

−教員を中心に学校作りの話が出たとい

うことですが、当時の地元の先生方と

いうことですか。
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この人に聞く

　喜屋武　当時は地元の先生方が、地元の

子ども達を教えるというのが一般的で、子

ども達に寄り添った家庭の延長にあるよう

な教育ができたのです。私は、戦後の復興

には、学校作りと配給所が果たした役割は

大きなものがあると思います。

−喜屋武さんのお父様は教員でしたが、

教員を目指そうとはお考えにならな

かったのですか。

　喜屋武　弟である三男、四男、四男の奥

さんも小学校の校長まで務め、次女も教員、

次男も教育に関わっていますが、私は教員

になろうとは思いませんでした。それは父

が他人の子には丁寧に教えるのに、わが子

に対してはとても厳しかったからです。時

には、食事の前に成績がよくないとぶん殴

られることもあり、父が怒ると食事も喉を

通らなかった苦い記憶があります。スパル

タ精神の旺盛な人でした。

配給所の役割

−先ほど沖縄の復興に、配給所が果たし

た役割が大きかったということでした

が、どのようなことでしょう。

　喜屋武　終戦直後は無料配給制でした

が、後に有償配給に変わりました。最初は、

何歳児はカロリーがいくらというふうに計

算して、配給所で配っていたのです。配給

所の売り上げが税収になっていたのです。

そこで働く者はもちろん公務員ではありま

せんが、配給所は役場の機能をもっていた

のです。当時沖縄には数百の配給所ができ

て、北中城にも 3カ所ほどありました。し

かし、沖縄全体で米が調達できずに困って

いました。そこで活躍したのが那覇中央倉

庫長であった竹内和三郎さん、後に沖縄食

料の初代社長です。

褒美は褒め言葉

−喜屋武さん、小学校時代の思い出に

残っていることがありますか。

喜屋武 馨氏（中央）と、聞き手の仲地先生（右）、前津先生（左）



5

この人に聞く

　喜屋武　「小指の痛みは全身の痛み」の

名言を残し、後に沖縄の祖国復帰運動の中

心人物であった喜屋武眞栄先生が、健康体

操と言って空手を教えてくれましたし、ま

た、ネズミのしっぽや畑に行って農作物を

荒らすカタツムリを集めて害虫駆除の手伝

いなどをした思い出が懐かしい。そうする

と「喜屋武君は、ネズミのしっぽを何本、

カタツムリを何個持ってきてくれた」と先

生からお褒めの言葉を頂けたのです。また

通りすがる米兵に「ギブミー、ギブミー」

と言ってチョコレートなどをねだったりし

ていました。彼らはわざと田圃にチョコ

レートを投げ入れるわけです。泥んこにな

りながら拾っていましたが、当時は屈辱感

というのは感じなかったですね。学校をサ

ボって近くの山桃の産地である山内に出か

け桃も食べていました。自分は木に登って

上の方にある赤く熟れたものを食べて、ま

だ青いやつは木の下にいる女の子に食べさ

せました。このことが、今でも話題になり

ます。遊んでいるのか、勉強しているのか

よく分からなかった時代でした。とにかく

何事にも大らかでした。

−ネズミのしっぽやカタツムリを集める

と、先生から何かご褒美があったので

すか。

　喜屋武　何も褒美はありません。先生か

ら褒められることだけが褒美でした。カタ

ツムリを集めるのは簡単ですが、ネズミは

友達と追い詰めてヤーマ（捕獲器）のよう

なもので捕まえしっぽを切り取りました。

捕まえる方も大変でしたが、ネズミの方が

むしろ大変だったでしょうね。

大らかな先生方

−当時の先生方の様子は、いかがでした

か。

　喜屋武　子ども達を自分の畑に連れて

行って手伝わせたり、解答が間違っていて

も百点をあげたり、宿直の先生が、子ども

達に任せて飲みに行ったり、今でしたらお

叱りを受けるようなことですが、とても大

らかでした。

−教員の給料が安くて、教員を辞めて、

軍作業員になった話しもありますが、

本当にそのような方がいたのでしょう

か。

　喜屋武　ラッキーストライクという煙草

一個分の給料しかないという時代でしたの

で、教員を辞めて待遇の良かった軍作業員

になった方も実際いました。世相を色濃く

反映する時代でしたから、生活を守るため

にはやむを得なかったと思います。それぞ

れが「ナーアガチアガチ（独立独歩）」の

生き方で、不自由ではあるけれど自由な空

気がただよう時代でした。時代が移り、そ

の後は、お金が比重を占める時代になって、

次第にコミュニケーションが希薄になっ

て、気づいてみたら都市化が進行していま

した。都市化がコミュニケーションを寸断

したというのが私の実感です。

高校越境入学

−どこの高校に進学されたのですか。

　喜屋武　普天間高校です。旧農事試験場

跡地に建設された高校です。土地があって

も基地に取られ、高校と小学校がグランド

を共有するような場所に建設せざるをえな

かったのが、沖縄の現実だったのです。で

すから早い時期から学校移転の話が出てい

ました。糸満の平和祈念公園内にある平和

記念堂に安置されている ｢平和祈念像 ｣を

制作した有名な彫刻家・山田真山さんのア
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この人に聞く

トリエが教室のそばにありました。

−当時の住まいからすると、普天間高校

への進学区域でしたか。

　喜屋武　区域からするとコザ高校です

が、コザ高校までの間には黒人街があり怖

かったし、またバスの便は悪かったので、

普天間高校を希望したのです。ところが校

区外ですから、北中城村に住んでおられた

恩師に頼み込んで名義を貸してもらいまし

た。今で言う越境入学です。早めに島袋に

移り住んだ人は普天間高校、僕のように帰

村が遅れた人の子はコザ高校区域だったの

です。

−当時の普天間高校は、いかがでしたか。

　喜屋武　校長は教育界の重鎮であられた

比嘉博さん（戦前の県視学、国際大学長）

でした。同期には、琉大教授で沖縄高専初

代校長になった糸村昌祐君、神経科の医者

比嘉秀正君、心臓外科の安里浩亮君、東大

に進んだ前原潤君は銀行マンで、後に中城

村議長の與那覇朝輝君等、秀才たちがおり

ました。特に東京の進学校から転校してき

た糸村君をみて、歴然とした学力の差を感

じました。

安里積千代さんに憧れ大学進学

−大学は、どちらに進学されたのですか。

　喜屋武　日本大学に進学しました。パス

ポートを持って船で大勢の人にテープで見

送られ鹿児島まで渡り、日豊線で東京まで

行きました。そして先に東京の名門校で学

んでいた友人に道案内されて、沖映寮に入

りました。

−沖映寮での思い出に残っているエピ

ソードがありますか。

　喜屋武　有銘しずさんという男勝りの寮

監がいまして、寝ている学生の布団を次々

と剥ぎ取って起こすわけです。そこで反撃

してやろうということで、全員が丸裸で寝

て、翌朝先生は悲鳴を上げていました。と

ても面倒見のある女傑の方でした。大和言

葉（共通語）が苦手の寮生の一人が、とな

りの家から「梯子を貸して下さい」と大和

言葉で言えずに黙って取ってきてチョット

した騒ぎがあったことも印象に残ってい

る。

本屋巡り、本を持つ習慣

−なぜ日大を選択されたのですか。日大

での学生生活はいかがでしたか。

　喜屋武　日大ＯＢの安里積千代さんのよ

うな弁護士になりたいとの憧れからです。

最初は桜上水辺りの校舎で学び、二年次か

らは神田の校舎に通いましたが、700 〜

800 人の教室で講義を受けるものですか

ら、興味が薄れました。ただ毎日神田の古

本屋街に行って、金があれば本を買ってい

ました。本屋のどこにどういう本があるか

殆ど分かるほどになりました。東畑精一と

いう学者が、「読書とは、本を読むことで

はなく、本を持つことである」と言ってお

られますが、本屋めぐりは私の楽しみのひ

とつです。

−今でもこの習慣は続いていますか。

　喜屋武　今でも本屋によく出かけます

が、前に買った本をまだ読み終えないうち

に、同じ本を買ってしまうことが最近では

よくあります。ただ、私にとってそれらの

本は私の財産になっています。住宅は、一

番座から階段まで家中本だらけで縦にも横

にも置いてあるものですから、家内からは

捨てなさいと言われております。しかし、
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私にとっては一冊たりとも捨てきれません

ね。息子は、納屋にある本も合わせると

一万冊はあると言っています。本を借りた

いという人が来ると、一週間以内という期

限を付けて貸したりしていますが、期限が

ないと人は読みませんから、本を読む動機

付けをしてあげているのです。ある新聞社

の記者が、本がたくさんあると言うことを

聞きつけて写真を撮りに来たことがありま

す。家内からは、「小説でも書いてベスト

セラーにならないと引き合わないよ」と言

われています。

−学生時代に買った本は、持ち帰りまし

たか。

　喜屋武　段ボール3、４個ぐらい持ち帰っ

たのですが、虫に食われて今は殆どないで

すね。

−安里積千代さんに憧れて進学されたわ

けですが、司法試験は受験されたので

すか。ゼミは何ゼミに入られましたか。

　喜屋武　択一試験を一度は受験しました

が、合格できませんでした。それでも法律

の勉強は諦めきれずに、その後法務局の法

律相談を担当した際にも勉強しました。琉

球政府の旧上司の仲里全輝さんからは、「法

律学者」と呼ばれていました。司法試験に

対する気持ちはまだありました。布令によ

る弁護士資格をもらえるならもらっておい

た方が良かったと少し後悔しています。

　ゼミは、憲法の清宮四郎先生のゼミに所

属しましたが、日本の憲法学界の重鎮で、

丁寧にしていただき、リーガルマインドの

大切さを教えていただきました。ゼミ仲間

で、軽井沢に合宿した楽しい思い出があり

ます。

−ご兄弟は、皆さん県外に進学されたの

ですか。

　喜屋武　次男は沖縄市にあった沖縄国際

大学、三男、四男、次女は琉大、長女は埼

玉県で看護婦を目指しました。当時私が進

学した頃は、我が家で養鶏をしていたので、

父は籠に卵を入れてバスで八汐荘に出荷し

ていました。そのお陰で大学まで行くこと

ができました。私の恩人は父が副業で飼っ

ていた鶏です。父は沖縄県教職員共済会の

理事長を務めていましたが、現職中に亡く

なりました。

琉球政府法務局勤務

−沖縄に戻られて、どのようなお仕事に

就かれましたか。

　喜屋武　後に沖縄県知事となられた屋

良朝苗さんと出会い教職員会の秘書係に

なりました。教公二法問題で教会が混乱

し、福地廣昭さんが、テロにあったので、

用心のため昼は屋良さんの傍らにいて、

夜は喜屋武眞栄さんの家に泊まりに行っ

ていました。父は「息子をテロに遭う可

能性のある人のそばに置くなんて」と

怒っていました。

−琉球政府に入られたのは、何年です
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か。

　喜屋武　昭和 44 年です。採

用試験に合格したところ、裁判

所と法務局から話しがありまし

たが、法務局を希望しました。

久貝良順という人格者の名局長

がおられました。

−法務局では、どのようなお

仕事をなされていましたか。

　喜屋武　法務局刑事部には矯

正保護刑事課があり、刑事課は

人権侵犯事件や刑事行政を管轄

していました。僕は刑事係で借地借家など

の法律相談を担当していました。

−借地借家の法律相談を民事課ではな

く、刑事課で扱っていたのですか。

　喜屋武　民事課は戸籍や登記事務軍用地

の問題などを扱い、刑事課は主に人権侵犯

事案を取り扱っていました。借地借家に関

するトラブルの相談に応じていました。そ

こでリーガルマインドを養うことができま

した。お互い向かいの同僚が見えないぐら

い本を積み上げて勉強していました。良き

時代でしたね。屋良朝苗さんが新年会で何

時も、「物事に鋭角で当たると人を傷つけ

るので鋭角ではなく、鈍角で当たるべきで

ある」と話していました。

−法務局でのエピソードがあればお願い

します。

　喜屋武　交番の巡査がある人を不審者と

思い身柄を確保し、うとしたのですが、振

り切られたので警棒を投げたところ、それ

が相手に当たってしまい、警察官による暴

行陵虐罪に当たるとの訴えの処理にあった

たり、教員による体罰事件など調査したこ

とがありました。そのようなことは最近の

不祥事などを見ているとまだ残っているよ

うな気がします。

琉球政府はミニ国家

−法務局勤務中に、復帰を迎えられたわ

けですね。

　喜屋武　現在のパレット久茂地ビルの所

に法務局がありましたが、民事課と総務課

の職員は県庁職員として残って、私たちは

国に引き継がれました。引き継ぎの際には、

琉球政府の長い廊下に書類を並べ、国家事

務と県庁事務に分けて、公文書を整理して、

引き継ぎがされました。琉球政府はミニ国

家みたいで、職員もちょっと官僚風を吹か

すこともありましたが、国とは対等意識を

持っていました。しかし、復帰後は一変し

ましたね。

−職員の希望で、県職員か国家公務員と

いうわけではなかったのですね。

　喜屋武　本人の希望ではなく、その時ど

のような内容の業務を行っていたかによっ

て決まりました。私たちは国家公務員に

なったので、日本中たらい回しになるもの

だと思っていましたし、悲哀を感じながら
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復帰を迎えました。労働組合も分かれまし

たが、官公労が国公労と自治労に分かれた

際には、仲吉良新さんに頼まれて最後の官

公労大会の議長団を務めました。仲吉良新

さんは、琉球の戸籍事務を再生するために

福岡法務局から来ましたが、とても可愛

がってもらいました。

−戸籍事務の再生とは。

　喜屋武　沖縄は戦災で戸籍が無くなって

いましたから、福岡法務局で戸籍事務局を

担当していた仲吉良新さんを呼んで戸籍再

生に取り組んだわけです。沖縄は戦争に

よって戸籍も地籍も人間生活に最も重要な

制度がことごとく破壊され、戦後はすべて

がゼロからの出発した観が否めません。

−琉球政府の職員から国家公務員とし

て、那覇地方法務局の職員に移られ、

その後はどのようなお仕事をなされま

したか。

　喜屋武　那覇地方法務局の人権擁護課に

務め、登記も戸籍も勉強したと思っていた

のですが、一年後沖縄県庁へ出向を命じら

れ、総務部管財課で公有財産の管理のため

の規則制定作業を行いました。

県への出向 

−県からの依頼があったのでしょう

か。

　喜屋武　県の管財を強化するため

に、法律に詳しい人間を捜していて、

法務局に喜屋武馨がいるじゃないかと

いうことだったのようです。私にとっ

ては、これまでの事務の延長線上に

あったので、右往左往することもな

かったです。

北中城村へ出向

−管財課の次は、どちらに移動されまし

たか。

　喜屋武　北中城村の企画課長として、県

から出向しました。地籍明確化法を各市町

村に説明して回りましたが、その時誰かが

目を付けたのでしょうね。自分の意思では

なく、スカウトされたようなものです。

−その後、北中城村の教育長に就任され

たのですか。

　喜屋武　そうです。その時に先ほど話し

た島袋小学校建設という大きな任務を与え

られたのです。そして、沖縄市立島袋小学

校と新設北中城村立学校の分離式では、子

ども達と一緒に旗を持って学校に向かいま

した。別れの場面に私の人生は多く遭遇し

たなーと感じます。二手に分かれていく時

に、何時もそのような時期にさしかかるの

は、何だろうと思う時があります。

−長時間に渡り、興味深いお話を伺うこ

とができ、ありがとうございました。

次回は、地籍明確法や村長時代のお話

をお聞きしたいと思います。

（聞き手・沖縄国際大学教授　前津　榮健）
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沖縄県の離島医療のあゆみ　⑤

　今回は、離島の救急医療についてご報告

致します。

　復帰以前はアメリカ軍が担っていた離島

からの急患搬送は、復帰後、沖縄本島周辺

は陸上自衛隊に、そして先島周辺は海上保

安庁第 11 管区に引き継がれていました。

多良間に赴任して最初に重症患者さんが出

て、急患搬送のヘリコプターを呼んだ時の

お話。

　診療所で緊急処置を行いながら、多良間

村役場、県立宮古病院、多良間駐在（その

当時、時間外は県警を通して自衛隊に要請

していました。）など、急患搬送システム

の関係機関に電話連絡をとり、少し状態が

安定した患者をストレッチャーに載せて、

空港に搬送して海上保安庁のヘリコプター

を待っていると、頭上はるか彼方から「パ

タパタ・・・」とヘリコプターのローター

の音が聞こえてきました。最初は点にしか

見えなかった機影がぐんぐんと大きくな

り、ついには空全体を覆うほどの巨大なヘ

リコプターが眼前にせまっていました。（表

現が大袈裟だとお思いでしょうが、風を巻

き上げ、迫り来るこの飛行物体を呼んだの

は間違いなく自分なんだ！という興奮が見

せた幻だったと思います。）その姿は、ス

ティーブン・スピルバーグの「未知との遭

遇」の母船そのもので、頭のなかでは例の

電子音が鳴り響いていました。

　そして、母船は着陸するとあっという間

に患者さんを運び入れた後、再びエンジン

の出力を上げて飛び去って行きました。

　後に残された診療所のメンバーは、患者

さんを無事に引き渡せた安堵感に包まれな

がら、言葉を交わすこともなく小さくなっ

ていく機体をずっと見送っていました。

   今では、離島からの急患ヘリ搬送の際は、

医師添乗が 100％義務付けられています。

ところがその当時の沖縄県は医師の添乗が

絶対条件ではなく、重症例や、搬送中に急

変する可能性のある患者さんを搬送すると

き、ほとんどの場合において離島の医師が

添乗していました。一方、他県では自衛隊

のヘリコプターによる急患空輸の要請に医

師の添乗は必須であり、医師添乗率はほぼ

100％でした。ところが、本県の医師添乗

率は 20 〜 30％程度と極端に低かったので

す。復帰の際に、アメリカ軍から急患搬送

業務を引き継いだ自衛隊は、アメリカ軍の

運用を大きく変えることなく搬送業務を引

き継いだため、添乗率も低いまま移行する

ことになりました。とは言え、患者さんの

〜 離島の救急医療① 〜

沖縄地域医療支援センター長　崎　原　永　作
公益社団法人地域医療振興協会 

沖縄県の離島医療のあゆみ　⑤
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沖縄県の離島医療のあゆみ　⑤

重症度によって離島の医師が添乗していた

ので、医師が島に戻ってくるまで無医島に

なってしまうという大きな問題がありまし

た。

　そのころのお話し。

　一人の妊婦さんがいました。経過も順調

で 36 週に近くなり、診療所での最後の診

察も終わり、お産をする病院の入院予約を

して、ホッとしていました。後は、新しい

命を連れて島に戻ってきたお母さんを祝福

するだけです。ところが、数日後、島にい

ないはずのその妊婦さんが、「お腹がはる」

と診療所に駆け込んできました。「なんで

まだ島にいるんですか？」「・・・・」な

んでも、島を出る予定の日に旦那と喧嘩を

して、腹が立ったのでその日は行くのをや

めたら、次の日からずーっと欠航が続いて

今日まで島を出ることができなかったとの

こと。当時の多良間−宮古間の飛行機は現

在の 39 名乗りの半分以下の 19 席しかな

い小さな機体で、有視界飛行であったため、

空港付近の雲が低いとすぐに欠航になって

いました。

　運の悪いことに、その妊婦さんは、通常

より胎盤が子宮の出口に位置する「前置胎

盤」が疑われていて、難産のリスクがあっ

たのです。痛みの間隔はまだ 30 分だった

ので、まだ間に合うと判断し、役場にヘリ

搬送を手配するよう指示しました。ところ

が予想より進行が早く、ヘリを待っている

間に、痛みの間隔は 25 分から 20 分と短

くなっていきました。そして、ヘリが到着

した時には 10 分間隔になっていました。

ヘリの乗員の方の「機内で産まれないで

しょうか？」との問いに、「可能性はない

とは言えません。」と答えて、そのまま妊

婦さんと一緒にヘリに乗り込みました。案

の定、痛みもだんだんと強くなっていき、

いつ産まれてもおかしくない状況でした。

機内分娩に備えつつ、なるべく力まない様

に「フーッフーッハーッ」の呼吸指導をし

ているうちに、石垣空港に着き、救急車に

乗り換えて一路八重山病院へ向かいまし

た。

　救急車内では全員が「フーッフーッ

ハーッ」と呼吸していました。八重山病院

の玄関で破水！分娩室に入ったと同時に女

児娩出！ かろうじて間に合いました。

　ホッとして、我にかえると、とっさの添

乗ゆえの白衣にスリッパ、財布なし。その

日は八重山病院の空いている当直室に泊め

てもらい、翌日、知り合いからお金を借り

て、白衣にスリッパのまま石垣空港に行き、

多良間行きの切符を買って、帰ってきた次

第。

　この様に、当時、医師が添乗すると、少

なくとも一晩の間お年寄りたちは不安な夜

を過ごすことになり、医師も宿泊場所や帰

りの足は自分でなんとかしなければならな

い状況でした。

　そこで、県は「離島医療の空白を無くす」

ことを目指して、平成元年 12 月から、本

島等から医師を添乗させる制度「沖縄県ヘ

リコプター等添乗医師等確保事業」をス

タートしました。　

（次号につづく）
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第 178 回沖縄県町村会定期総会開く

　沖縄県町村会の第 178 回定期総会が、去る２月 26日 ( 金 ) に県内の町村長が出席し、沖

縄県市町村自治会館において開催されました。　

　総会は、高良文雄会長のあいさつの後議事に入り、議案等が審議されました。

　審議に付された議案等は次のとおりです。

議案第１号　平成 28年度沖縄県町村会事業計画について

議案第２号　平成 28年度沖縄県町村会一般会計予算及び特別会計予算について

選任第１号　沖縄県町村会理事並びに監事の選任について

選挙第１号　沖縄県町村会会長並びに副会長の選挙について

選任第２号　沖縄県町村会負担金等審議委員会委員の選任について

報告第１号　特定個人情報取扱規程の制定の専決処分について

報告第２号　�平成 28 年度全国町村職員生活協同組合沖縄県支部事業計画及び歳入歳出

予算について

報告第３号　各種団体からの要望等について

　　　　　　（１）警備員の処遇改善に向けての要望について

第 178 回沖縄県町村会定期総会開く
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第 178 回沖縄県町村会定期総会開く

　なお、本会の役員及び委員は次のとおりです。

◇　役　員【任期：平成 28年４月１日～平成 30年３月 31 日】

役職名 氏　名 職 　 名 役職名 氏　名 職 　 名

会　長 高 良 文 雄 本 部 町 長 〃 野 国 昌 春 北 谷 町 長

副会長 城 間 俊 安 南 風 原 町 長 〃 古 堅 國 雄 与 那 原 町 長

〃 新 垣 邦 男 北 中 城 村 長 〃 宮 城 光 正 北 大 東 村 長

〃 川 満 栄 長 竹 富 町 長 監　事 島 袋 秀 幸 伊 江 村 長

理　事 伊 集 盛 久 東 村 長 〃 上 間　 明 西 原 町 長

〃 當 眞　 淳 宜 野 座 村 長 〃 上 原　 昇 渡 名 喜 村 長

〃 浜 田 京 介 中 城 村 長

◇　負担金審議委員会　【任期：平成 28年４月１日～平成 30年３月 31 日】

氏　名 職　名 役　職

北部地区
宮 城 久 和 国 頭 村 長

島 袋 秀 幸 伊 江 村 長

中部地区
石 嶺 傅 實 読 谷 村 長

當 山　 宏 嘉手納町長 委員長

南部地区
新 城 静 喜 粟 国 村 長

比屋根方次 八重瀬町長 副委員長

先島地区 伊良皆光夫 多良間村長

　また、全国町村会表彰伝達表彰式も行いました。町村長の部（３期）で、伊集盛久
東村長が表彰され、表彰状と記念品が授与されました。
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沖縄振興会議・振興市町村協議会

　平成 28年２月１日（月）、市町村自治会館において、沖縄県と市町村長が出席し、沖縄

振興会議及び沖縄振興市町村協議会が開かれました。

 沖縄振興審議会

　沖縄振興審議会においては、平成 28 年度沖縄振興特別推進交付金にかかる沖縄県と市

町村間の配分（案）について協議され、以下のとおり承認されました。

１　これまでの配分の考え方を踏まえ、沖縄県と市町村間を５：３の割合で配分した上で、

必要額（10億円）を県分から市町村へ措置する。

　（１）これまでの考え方（５：３）による配分

　　　　　県　　　　504 億円

　　　　　市町村　　302 億円

　（２）必要額（10億円）を措置

　　　　　県　　　　494 億円（△ 10億円）

　　　　　市町村　　312 億円（＋ 10億円）

２　県と市町村の配分額は、事業の進捗等を勘案し、年度途中においても柔軟に対応する。

※次年度以降の県と市町村間の配分額は、これまでの配分の考え方である県と市町村間を

５：３の割合で配分することを基本とし、市町村の必要額への配慮や、事業の進捗、県と

市町村が協働で取り組む必要性のある大規模プロジェクト等の政策課題などを踏まえ、改

めて協議する。

沖縄振興会議・沖縄振興市町村協議会

必要額
億円

Ｈ 国予算 ８０６28

10

億円

県：５０４億円

県：４９４億円

市町村：３０２億円

市町村：３１２億円

平成 28 年度配分 
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沖縄振興会議・振興市町村協議会

 沖縄振興市町村協議会

　沖縄振興市町村協議会においては、平成 28 年度沖縄振興特別推進交付金にかかる市町

村間の配分（案）について協議され、以下のとおり承認されました。

１　基本枠と特別枠

　　総額 312 億円について、基本枠として 272 億円、特別枠として 40億円を配分する。

２　基本枠の配分方法

　　�基本枠 272 億円について、41 億円を均等割として各市町村に配分し、231 億円をこ

れまでと同じ配分方法（各種指標）を用いて表１のとおり配分する。

３　特別枠の審査及び採方法

　　�特別枠 40億円は、沖縄振興特別推進市町村交付金特別枠配分実施要綱（H25.4.1 制定）

別表２に基づき審査、採択する。

４　市町村間の配分額変更について

　　市町村間の配分額は、事業の進捗状況等を勘案し、年度途中においても柔軟に対応する。

　※次年度以降の市町村間の配分額は、不用額など、事業の執行状況等を踏まえ、改めて協議する。
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沖縄振興会議・振興市町村協議会
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沖縄振興会議・振興市町村協議会

 別表２　　　　　　　　　特別枠継続事業の優先配分について

①�継続分の事業費は、後年度分の事業に前年度から継続性及び必要性が認められるなど、

一体不可分である場合に限り担保とする。

②継続分の事業費については、新生児に認められた額内に限り担保する。

③�継続事業については、当該事業の内容等を毎年度確認することとし、当初申請の内容

等に大幅な変更があれば、新規事業と同じく審査に付する。

　�　なお、継続事業の採択にあたっては、当該市町村の基本枠の活用状況等も勘案した

うえで、審査、決定する。

④継続事業の事業帰還は最長３年までとする。

　�　ただし、３年を越える事業計画については、申請時にその旨を記載するとともに、

４年目以降は、新規事業と同じく毎年度審査に付する。
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市町村決算の概要

１　決算規模

　 平成26年度の市町村の普通会計決算額は、
億円 （  Ｈ25 ： 億円  、差額 億円 、 増 ）
億円 （  Ｈ25 ： 億円  、差額 億円 、 増 ）

第１表　　決算規模の状況
（単位：億円、％）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

２ 決算収支

（１） 実質収支

（２） 単年度収支
 単年度収支の合計は、20億円の赤字となった。

（３） 実質単年度収支

1.1町村計 4.0

2.9 ％7,329
2.9

2,1481,931

増減率 増減率

7,122

4.2
4,998

207
 歳出総額　： 7,049 6,851 198

　歳入総額は、前年度比207億円増（＋2.9%）の7,329億円となった。主な増加内訳として、地方
税、国庫支出金の増加等がある。
　歳出総額は、前年度比198億円増（＋2.9%）の7,049億円となった。主な増加内訳として、扶助費
や補助費等の増加等がある。

3.7

1.0

5,181

 となっている。

2.9

2,124

1,829
4,994

6.6
10.0
8.1

6,618

6.84.2 4,817
3.8

 実質単年度収支の合計は、９億円の黒字となった。

歳出 4,510
2.9

6,339

11.2 2,055
3.7
2.97,049

第１図　決算規模の推移

※市町村計には一部事務組合及び広域連合を含まない。（以下の表や文中においても同様）

都市計
町村計

市町村計

（１）平成26年度市町村決算の概要（普通会計）　

 実質収支の合計は、195億円の黒字となった。全市町村において黒字となった。

区　　　分

7,329市町村計
4.3

％

増減率

歳入

2,034

都市計 4,687
7.6

6,851

 歳入総額　：

7,122

5,502 5,510 
5,749 5,826 

6,269 
6,487 

6,350 

6,618 

7,122 
7,392 

5,367 5,354 

5,613 5,574 

6,068 
6,256 

6,108 
6,339 

6,851 
7,049 

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26

歳入総額 歳出総額

単位：億円

年度

資料出所：沖縄県企画部市町村課
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市町村決算の概要

第２表　　決算収支の状況

（単位：億円）

A

B

A-B C

　すべき財源 D

C-D E

　　単年度収支

F

G

H

I

　

F+G+H-I J

３ 歳入

115 9

58 116

22 11

△ 21

124 135

55 85

216 195

27

19 3

58 54

3 2

56

7,329

6,851 7,049

271

2,034 2,055

2,124

280

平成26年度

町　　村　　計

平成25年度 平成26年度

市　町　村　計

4,817 4,994

32

19

平成25年度

7,122

△ 3 3

67 70

2,148

93

23

19 60

181 187

39

90

23

区　　分
都　　市　　計

平成25年度 平成26年度

96

125

6

66 81

9

30 △ 24

149

62

4,998 5,181

実質単年度収支

積立金取崩し額

繰上償還金

財政調整基金

    積立金

歳入総額

歳出総額

形式収支

翌年度に繰り越

実質収支

○歳入構成比について

地方税21.3％（1,563億円）が最も高く、続いて地方交付税20.2％（1,480億円）、国庫支出金

19.5％（1,426億円）、都道府県支出金15.4％（1,132億円）、地方債7.1％（523億円）の順となっ

た。

都市・町村別にみると、都市では地方税（構成比23.7％）が最も高く、続いて国庫支出金（同
21.5％）、地方交付税（同18.6％）の順となっているのに対し、町村では地方交付税（同24.0％）、
都道府県支出金（同18.7％）、地方税（同15.6％）の順となっている。町村では都市に比べて、地
方税等の自主財源の割合が少なく、地方交付税や都道府県支出金等の依存財源の割合が大き
い。
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市町村決算の概要

  平成25年度　市町村決算の概要（普通会計）
第３表　　歳入決算の状況

<Ｈ26決算額> （単位：百万円、％）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　　

  　　

14.1

89,617

△ 3.4

2.9

1.2

147,976

44.0322,745

23,029

52,294

△ 1.0

△ 807

20,743

3,914

△ 1,226△ 2.3

△ 1,19015.4

7.1

67.3

0.5

142,647

3.1

732,927

19.5

1.0

31,185

△ 1.3

△ 10.1

9.2

74

89

0.0

1.3

0.7

△ 3.0

3.5

214,853

233,128

18.7

14.60.5

4.7

6,167 2,499

1.4

239

24.0

0.0

△ 5.0

△ 19.7

△ 2.8

△ 13.0

356

268

365

0.1

0.0

22.2

0.0

2.814.5

1.6

113,213

0.1

4.3

209

4.61.2 △ 3.6 5.4

14,697

都　　　市　　　計

構成比

34.9

23.7

1.0

1.2

0.4

増減率

4.1

122,743

32.7

15.6

1.2

1.2

5,388 2,524

地 方 債

（うち臨時財政対策債）

(注)うち一般財源は､地方税､地方譲与税､利子割交付金､配当割交付金､株式等譲渡所得割交付金､地方消費税交付金
（特別地方消費税交付金を含む。）､ゴルフ場利用税交付金､自動車取得税交付金､地方特例交付金、地方交付税の合計
である。また､構成比については､各項目の計と合計値が端数調整のため一致しない場合がある。

1.2

41.745.0 1.7

△ 3.5

△ 1.2

0.1

△ 4.0

7.4

100.0100.0518,074 3.6

2.3

6.4

4,871

13,749

△ 57.3

0.5

0.0

12,951

527

301

0.1

94

2,795

288

0.0

0.0

56

1,017

49

3,509

1.8

69.5

200

6,088 9,781

△ 27.30.0

2.8 127.2

2,282 △ 4.4 1,115

337,210

190

2,492

144,59565.1

17,543 0.13.4 8,591

5,756

283

増減率

6.6

33,509

2.1

36

269

23,846

409

26,135

8,6362,880△ 10.2

15,869

4.0

1.3

△ 14.5

0.5

1.2

65.7△ 0.2

4,976

481,805

3,397

△ 18.4

△ 56

14672.1

△ 21.1 0.0

2.2

76.2

△ 5.23.6

△ 23.0

△ 182

6,742

0.1

3.3

19.9

0.0

29.6

208

2.0

△ 56.9

0.0

0.0

10,156

238

△ 4.9

△ 18.8

△ 22.3

0.5

0.0

0.1

0.0

20.8

△ 4.4

213

0.0 9.0

△ 1.8

18

△ 11.2

0.3

21.1

△ 3.5

7.7

2,260

△ 19

10,227

△ 2,764

1.8

20.2

0.0

△ 402

30

△ 23

0.0

町　　　村　　　計

構成比

市　　町　　村　　計

34.3

決算額 構成比 決算額

251,122

増減率

70,258

3.9

9,149

21.3

1.1

1.2

区　　　　　　　分

100.0

6,976

73,073 40,140

3,373

38,544

3,603

決算額

180,864

1.1

3.1

△ 9.2

1.5

156,252

7,912

8,667

183

△ 57.2

△ 122

10,314

△ 1,429

△ 173

△ 15

146

69.5

△ 22.3

5.9

3.3

△ 0.2

1.7

1.1

1.7

△ 2.0

1.4

△ 4.9

△ 19.0

△ 77

26 - 25 年 度

増 減 額

14,002

都道府県支出金

地方特例交付金

40

51,646

14.1

18,157

△ 0.1

275

18.6

0.0

7.0

21.5

△ 1.9

△ 2.3

0.7

111,462

96,330

143

0.1

自 主 財 源

歳 入 合 計

う ち 一 般 財 源

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

国 庫 支 出 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

依 存 財 源

地 方 税

使 用 料

手 数 料

財 産 収 入

寄 附 金

分担金及び負担金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

15.6

23.7

17.1

11.2

24.0

18.6

14.5 

21.5 

18.7

14.1

6.4

7.4

3.7

3.4

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

町村

都市

地方税 その他の自主財源 地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債 その他依存財源

自主財源 依存財源

第３図 歳入決算額の構成比（都市・町村別）

（単位：％）第２図 歳入決算額の構成比（市町村計）
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市町村決算の概要

15.6

23.7

17.1

11.2

24.0

18.6

14.5 

21.5 

18.7

14.1

6.4

7.4

3.7

3.4

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

町村

都市

地方税 その他の自主財源 地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債 その他依存財源

自主財源 依存財源

第３図 歳入決算額の構成比（都市・町村別）

（単位：％）第２図 歳入決算額の構成比（市町村計）
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市町村決算の概要

４ 歳出
（1) 目的別歳出の状況

第４表　目的別歳出決算の状況
<H26決算額> （単位:百万円、％）

（注）　構成比については、各項目の計と合計値が端数調整のため一致しない場合がある。

商  工  費

土  木  費

消  防  費

0.7

衛  生  費

労  働  費

農林水産業費

公  債  費

教  育  費

災害復旧費

前年度繰上充用金

歳出合計

諸支出金

26,534

6,394

54,342

12,380

53,218

1,748

15.4

12,264 6.0

市　町　村　計都　　市　　計

区　　　　　分

議  会  費

総  務  費

民  生  費

決算額

3,740

増減率

2,485

町　　村　　計

決算額 構成比 増減率構成比 増減率

0.5

決算額

64,162

218,594

0.7

構成比

△ 3.1 108,803

1.2 0.0 6,225 0.9

38.2 7.7

21.7

5.5 1.038,798

44,64112.8 3.3 0.6

43.8 8.1 50,454 24.5 5.9 269,048

5.3 1.5

0.3 △ 34.8

15,267 3.1 △ 6.7 21,958 10.7 0.8 37,225 5.3

0.4 △ 32.4 227 0.1 △ 48.8 1,975

△ 2.4

△ 0.0

1.3 △ 14.3 5,293 2.6 △ 14.9 11,687 1.7 △ 14.6

10.7 14.8

2.5 19.3 5,192 2.5 △ 6.8 17,572 2.5 10.2

10.9 21.1 21,326 10.4 1.4 75,668

11.3 △ 8.9

378 0.1 440.0 589 0.3 22.5 967 0.1

10.7 △ 15.1 26,531 12.9 6.9 79,749

0.1 △ 34.0 159 0.1 △ 7.0

75.5

42,310 8.5 △ 0.8 14,447 7.0 0.1 56,757 8.1 △ 0.6

　目的別歳出の内訳を構成比でみると、民生費が2,690億円（構成比38.2％）で最も大きく、続いて
総務費1,088億円（同15.4％）、教育費797億円（同11.3％）、土木費757億円（同10.7％）、公債費568
億円（同8.1％）の順となっている。

　これを都市・町村別の構成比で比較すると、都市、町村ともに民生費の割合が最も高くなっている
が、都市では生活保護の実施等により民生費の割合が43.8％となっており、町村の24.5％に比べ
19.3ポイント高くなっている。

　次に前年度比較で増減状況をみると、民生費が、生活保護費、児童福祉費の増加等により、191
億円（前年度比7.7％）増。商工費が、賃貸工場施設整備事業等の完了により、20億円（同△
14.6％）減。教育費が学校施設の建替え整備事業等の完了により、78億円（同△8.9%）減となった。

100.0

0.0 － 

499,357 100.0 3.7 205,565 2.9100.0 1.1 704,922

448 0.1 △ 26.4

0 0.0 － 0 0.0 － 0

289
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第６図　目的別歳出決算構成比（都市・町村別）

総務費 15.4 

民生費 38.2 

農林水産業費

5.3 

土木費 10.7 

教育費 11.3 

公債費 8.1 

その他 11.0 

（単位：％）

（注） 各項目の計と合計値は端数調整のため一致しない場合がある。

第５図 目的別歳出決算の構成比（市町村計）
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（単位：％）
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性質別歳出の状況　

第５表　　性質別歳出決算の状況　　
<Ｈ26決算額> （単位：百万円、％）

　　

　　

　　

　　

　　

（注）１　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）２　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
（注）３　義務的経費、投資的経費及びその他経費の各々の構成比の計と合計値は端数調整のため一致しない場合がある。

失業対策事業費

災害復旧事業費

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

151,305

56,757

増減率

3.9

補 助 事 業 費

単 独 事 業 費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

普通建設事業費

貸 付 金

繰 出 金

そ の 他 経 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

投資及び出資金

△ 0.7

7.5

82,873 56,114

決算額

16.783,251

52.1

13.3

都　　市　　計
構成比

30.3

260,230

66,615

8.5

70,599

30,057

市　　町　　村　　計
決算額 構成比 増減率

117,893

42,310

1.4

△ 0.8

△ 0.7

△ 1.1

56,703

499,357

16.6

14.0

2.5

0.1

0.1

0.0

31.2

10.8

3,435

30,438

19,345

336

708

47,618

12,669

490

378

0

155,877

53,995

69,714

100.0

－ 

5.8

150.7

26.7

9.5

－ 

3.7

△ 12.3

△ 16.2

440.0

3.9

0.1

0.1

0.7

6.1

5.7

△ 1.2

205,565

構成比

34.3

14.6

12.7

7.0

27.6

27.3

23.4

1,350

20,774

10,874

0

59

16,546

7,710

226

589

0

78,263

28,660

決算額

48,179

100.0

増減率

5.5

1.2

14.5

0.1

△ 5.5

△ 5.7

△ 5.0

0.7

△ 9.6

△ 10.3

△ 72.3

10.1

5.3

0.0

0.0

8.0

3.8

0.1

0.3

0.0

38.1

13.9

2.9

1.1

2.6

町　　村　　計

26,095

14,447

704,922

46.9

13.7

25.2

8.1

19.9139,954

30,220

0.1

330,829

96,672

177,400

138,987

13.3

2.7

0.7

△ 100.0

4,785

区     　　分

歳　　出　　合　　計

11.7

0.0

100.0

0.7

0

△ 1.3

△ 11.3

0.1

2.1

8.9

3.9

－ 

4.6

4.2

△ 0.1

8.5

△ 0.6

△ 2.7

△ 3.019.7

16.7

13.6

2.9

国直轄負担金等

前年度繰上充用金

△ 14.6

75.5

93.1

△ 0.6

7.6

－ 

0.1

9.1

0.0

715 0.1

0.0

33.2

7.3

4.3

967

0

234,139

82,655

（２）

336

767

64,164

20,379

51,213

－ 0.00

9.5

0.00

22.5

－ 

2.3

2.7

△ 1.7

性質別歳出の状況をみると、義務的経費が3,308億円（構成比46.9％）、投資的経費1,400億円（同
19.9％）、その他経費2,341億円（同33.2％）となっている。

また、前年度比較で増減状況をみると、義務的経費が4.2％の増、投資的経費が2.7％の減、その他
経費が4.6％の増となっている。

これを都市・町村別の構成比で比較すると、都市では扶助費の割合が30.3％と高く、義務的経費が
52.1％となっており、町村の34.3％に比べて17.8ポイント高くなっている。一方、町村では投資的経費
が27.6％となっており、都市の16.7％に比べて10.9ポイント高くなっている。

（注）１　端数調整により各々の内訳の計が合計値と一致しない場合がある。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
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第７図 性質別決算額の構成比（市町村計）
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第８図 性質別歳出決算額構成比（都市・町村別）
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（注）１　端数調整により各々の内訳の計が合計値と一致しない場合がある。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
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その他 5.1 （単

第７図 性質別決算額の構成比（市町村計）
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（注）１　端数調整により各々の内訳の計が合計値と一致しない場合がある。
（注）２　補助事業費は、受託事業費の補助事業費を含む。
（注）３　単独事業費は、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費の単独事業費を含む。
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(注)全国数値は特別区を除く

　

（注）全国数値は特別区を除く
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第９図 普通建設事業費（補助）の構成比の推移

第10図 普通建設事業費（単独）の構成比の推移
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(注)全国数値は特別区を除く

　

（注）全国数値は特別区を除く
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第10図 普通建設事業費（単独）の構成比の推移

年度

年度

 　

（単位：百万円、％）

（注）１　一般財源等とは、一般財源のほかにその使途が制約されていない収入額の合算額である。
（注）２　構成比については、各項目の計と合計値とが端数調整のため一致しない場合がある。

歳計剰余金充当額

歳出充当額計
93.4

100.0

6.3

(3) 一般財源等の充当状況

第６表　一般財源等の充当状況

22.6

49.2

1,829

△ 194

△ 717

26,001

△ 815

11,72941.5

384,453

4.6

0.2

繰 出 金

義 務 的 経 費

積 立 金

補 助 費 等

そ の 他

その他経費

増　　　　　減

0.1

2.0

19,193

41.3

47,952

53,154

35,555

4.2

1.7

11.7

13.0

4.3

14.2

13.7

3.6

41,161

39,516

物 件 費

△ 218

区    　　　分

普通建設事業費

17,633

92.393.7

119,889

2.6

0.1

47.0

14.5

8.7

2.4

43.1

0.1

0.1 194

△ 3.8

272,484

14,168

41,128

121,250

159

一般財源等総額

国直轄負担金等

410,454

21,579

287

461

100.0

46.3

22,359

176,860

59,333

21.321.6

142,166

61,489

10,430

10,271

1.5

100.0

13.9

7.5

4.9

14.2

17,172

7,165

9,720

平成26年度
決算額

189,959

88,854

構成比

投 資 的 経 費

補 助 事 業 費

単 独 事 業 費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

47.5

構成比

4,319

5,758

289,204

47,794

27,365

6,791

13,638

7,203

6,901

2,846

3.6

1,045

都市

5.8

2.3

3.3

100.0

構成比

15.8

11.5

6.8

10,437

町村

18,396

18,301

39.4

5.6

11.2

5.9

5.7

決算額

190,140

90,047

46,123

前年度
増減率

4.0

△ 1.5

△ 4.1

22.5

11.5

13.5

構成比

53,969

平成25年度左　　の　　内　　訳

4.6

増減額

△ 1,193

△ 181

△ 1.3

△ 0.1 0.9

△ 1.7

増減率

6.2

1.0

2.0△ 763

△ 1,129

1.8

0.1 93

0.1 302

8,191

1.0 1.0

14.3

33,520

3,962

56,972

13,976

505

7,359

366

2,035

165,131

57,170

△ 225

373,667

6.6

8.4

2,163

3.6

△ 2.6

△ 6.9

7.1

△ 43.2 40.7

△ 3.2

7.5

385.3

△ 6.2

△ 2917.7

1.0

94.2

14,567

3,918

3.8

16,720

40,141

1.6

△ 5.4

2.9

△ 1.1

2.0

18,634

2.6

7.8

15.3

2.7

2,873

111,969

9,281

12.0 12.951,664

　一般財源等の総額は4,105億円で、前年度比105億円（2.6％）の増となっている。各性質別経費に対する一般財源
等の充当状況（構成比）をみると、義務的経費充当分が46.3％で最も高く、うち人件費が21.6％、扶助費が11.7％、
公債費が13.0％となっている。また、投資的経費充当分は4.3％で、うち普通建設事業費の補助事業費が1.7％、単
独事業費が2.4％となっている。その他経費充当分は43.1％となっている。

（注）　全国構成比は、平成25年度地方財政統計年報における「2-4-28表　一般財源充当状況の推移(構成比) 」を参考
値として掲載している。
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第11図 平成26年度における一般財源等の充当状況（全国・沖縄） （単位：％）
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（単位：％）

(注) 財政力指数は単純平均、それ以外は加重平均による。

　財政力指数は、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去３カ年の平均値で、地方
公共団体の財政力を示す指数である。本県市町村の平成26年度の財政力指数の平均は0.34で、
全国平均は0.49となっている。
　都市・町村別でみると、都市0.5、町村0.28となっており、都市・町村間の格差は大きい。

第12図　財政力指数の全国比較

年度

人件費 扶助費 公債費 その他

実 質 公 債

第７表　経常収支比率等の推移
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５　主な財政指標
（１）財政力指数の状況

（２）経常収支比率等の状況

85.8 25.5 13.2
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　経常収支比率は、地方税、普通交付税などの経常的に収入される一般財源等に対する、人件
費、公債費、扶助費等の毎年度経常的に支出される経費に充当される一般財源等の割合で、財
政構造の弾力性を示す指標となっている。　 本県市町村の経常収支比率の平均は86.4％で、前年
度（85.8％）に比較し0.6ポイント悪化している。
　主な内訳をみると、人件費が24.7％（Ｈ25：25.5％）、公債費が15.0％（同14.8％）、扶助費が13.2％
（同13.2％）となっている。なお、本県の平成26年度の経常収支比率を全国平均（Ｈ26：91.3％）と比
較すると4.9ポイント下回っている。
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市町村決算の概要

≪参考資料≫

平成26年度　市町村別財政指標等
     （単位：百万円、％）

標準財政 基準財政 基準財政 財政力 実質収  経常収支比率

規　　　模 需 要 額 収 入 額 指  数 支比率 人件費 扶助費 公債費

1 那 覇 市 66,499 49,092 36,419 0.74 4.2        88.2 22.6 19.3 17.2

2 宜野湾市 17,251 13,307 8,489 0.63 3.8        86.0 23.3 16.8 14.1

3 石 垣 市 13,068 11,034 4,249 0.37 3.3        84.8 29.3 12.5 16.1

4 浦 添 市 21,226 15,801 11,409 0.72 3.5        87.2 23.0 17.0 15.4

5 名 護 市 15,341 12,777 5,254 0.40 8.1        91.2 25.3 13.2 11.9

6 糸 満 市 11,696 9,688 4,369 0.44 2.5        93.6 25.8 16.3 19.2

7 沖 縄 市 27,207 21,744 11,653 0.52 5.9        83.3 20.6 19.2 11.2

8 豊見城市 10,365 8,251 4,790 0.56 4.3        89.9 24.9 15.9 13.9

9 うるま市 26,201 19,848 8,885 0.45 7.2        85.1 22.5 16.0 15.0

10 宮古島市 19,016 13,804 4,435 0.31 7.5        83.6 29.7 9.3 17.8

11 南 城 市 10,862 7,867 2,724 0.34 9.5        84.7 21.3 10.5 17.8

12 国 頭 村 3,004 2,687 542 0.20 10.8      87.2 27.1 2.9 19.9

13 大宜味村 1,817 1,572 569 0.28 7.6        91.3 34.0 3.1 12.6

14 東    村 1,505 1,348 212 0.15 8.8        84.6 29.0 2.5 15.1

15 今帰仁村 3,020 2,705 578 0.20 8.5        78.7 26.3 3.0 16.9

16 本 部 町 3,717 3,267 873 0.26 9.3        83.0 21.0 7.3 14.5

17 恩 納 村 3,078 2,487 1,254 0.47 9.0        82.7 27.1 5.9 10.1

18 宜野座村 2,004 1,742 492 0.30 5.8        81.8 30.1 5.8 9.8

19 金 武 町 3,499 3,005 969 0.32 4.2        84.2 27.8 5.3 7.6

20 伊 江 村 2,282 2,079 346 0.17 6.5        81.7 34.7 4.5 13.5

21 読 谷 村 7,009 5,618 3,072 0.53 5.8        84.0 24.5 9.4 7.9

22 嘉手納町 4,050 3,211 1,852 0.55 4.2        73.8 24.9 4.6 6.7

23 北 谷 町 6,614 4,998 3,670 0.70 5.4        79.9 25.9 6.3 9.4

24 北中城村 3,670 2,972 1,507 0.49 3.1        85.7 24.0 8.0 9.1

25 中 城 村 3,823 3,110 1,593 0.49 2.3        84.5 20.8 5.7 14.3

26 西 原 町 6,289 4,915 3,023 0.60 5.9        89.2 24.1 9.3 15.4

27 与那原町 3,563 2,966 1,330 0.42 10.4      87.0 23.8 12.1 13.6

28 南風原町 6,493 5,110 3,028 0.56 16.5      91.5 22.5 12.1 18.0

29 渡嘉敷村 703 654 60 0.09 5.1        99.1 46.9 1.7 21.5

30 座間味村 775 719 70 0.09 7.0        91.3 36.3 1.5 21.1

31 粟 国 村 649 588 57 0.10 17.5      95.4 39.7 2.4 16.8

32 渡名喜村 421 395 24 0.06 3.0        107.0 48.2 1.3 20.9

33 南大東村 1,177 1,097 150 0.14 14.7      80.2 26.7 1.6 20.1

34 北大東村 716 656 102 0.13 6.6        98.7 33.6 0.8 25.0

35 伊平屋村 1,122 1,048 90 0.08 9.8        86.9 36.2 1.0 22.1

36 伊是名村 1,106 1,028 99 0.11 14.9      91.6 44.0 2.4 16.0

37 久米島町 4,067 3,262 613 0.18 4.2        87.9 38.3 4.2 22.6

38 八重瀬町 6,338 4,967 1,916 0.38 7.1        90.4 25.6 12.2 20.8

39 多良間村 1,172 1,089 113 0.11 19.8      83.4 34.1 0.6 24.3

40 竹 富 町 3,028 2,753 426 0.15 10.3      79.8 31.7 2.5 13.2

41 与那国町 1,319 1,213 165 0.14 19.9      85.9 38.7 2.6 15.0

238,731 183,213  102,676  0.50 5.3        86.9 23.7 16.3 15.5

88,027 73,261    28,795    0.28 7.9        85.1 27.4 6.6 13.9

326,758 256,474  131,471  0.34 6.0       86.4 24.7 13.6 15.0
（注）実質収支比率、経常収支比率の都市計、町村計、市町村計の値は加重平均であり、財政力指数については単純平均である。

区  分

都 市 計

町 村 計

市町村計

 10
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沖縄県地域振興対策協議会研修会

　去る３月２９日（火）、沖縄県地域振興対策協議会主催の琉球王国統一への旅「尚巴志の物語」

と題した視察研修会が行われました。

　講師の亀島靖氏をナビゲーターに、５町村長をはじめ１９名の職員の方たちと、初めて琉球

を統一した人物として知られる尚巴志ゆかりの地を巡りました。

　参加者の皆さんは、真剣にメモや写真を撮りながら、亀

島氏のわかりやすい解説に聞き入っていました。また質問

も多くあげられ、皆さんの興味・関心が強く伝わってくる

研修会となりました。

琉球の歴史をこのよう

なかたちで改めて学ぶ

ことにより、沖縄の魅

力を市町村から県内・

外へと発信する意欲が

さらに増すことへ期待

がよせられます。

　本研修会が今回参加したツアーは、沖縄県が平成２５年

度沖縄感動産業戦略構築事業で策定した「沖縄感動体験プ

ログラム」の一つであり、他にもさまざまなツアーが組ま

れています。「沖縄感動体験プログラム」は、「感動“琉球”体験」をキーワードとしており、「島

人（しまんちゅ）と物語（ストーリー）で楽しむ沖縄をテーマとしています。

沖縄県地域振興対策協議会研修会
－琉球王国統一への旅「尚巴志の物語」－沖縄のロマンを体験 !!!

南城市佐敷グスクにて解説する亀島氏 

熱心に亀島氏の解説を聞く参加者

浦添グスク・ようどれ館にて

Copyright© TOBU TOP TOURS Co., LTD. All Rights Reserved.

行程表 講師と行く尚巴志の物語（沖縄県地域振興対策協議会研修会）

0

10:00                    10:30                     11:00                 11:15                12:00
県庁北口＝＝＝＝＝＝＝南城市佐敷グスク＝＝＝＝＝＝＝＝大里城址公園＝＝＝＝

12:15                                             13:10
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ユインチホテル南城（昼食：展望ラウンジレストラン）＝＝＝＝＝＝＝

13:40              14:30          15:00      1６:30       17:00                
＝＝＝＝＝浦添グスク・ようどれ館＝＝＝＝＝ 首里城 ＝＝＝＝＝県庁北口

県庁北口
県議会前

尚巴志の最初の居城
ここから三山統一が始まった

島添大里グスク
尚巴志が最初に攻略した城
尚巴志の三山統一きっかけとなった城

首里城以前の琉球王国の王宮 琉球王朝の王城で、沖縄県内最大規模の城
（グスク）
三山を統一し琉球王朝を立てた尚巴志が、
首里城を王家の居城とした

講師：亀島 靖 氏
（著書：琉球歴史の謎とロマン１～３）

共催：沖縄県町村会

月日・曜日 行 程
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沖縄県地域振興対策協議会研修会

「平成 26 年度沖縄感動プログラム実施事業　沖縄感動体験プログラム」のパンフレットより抜粋
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第 6回ゆいまーる財団シンポジウム

「どうなる・どうする　あなたの町村　沖縄から地方創生を考える」

　去る 3月 16 日（水）、市町村自治会館にて、「一般財団法人　地球共生ゆいまーる」主

催のシンポジウム「どうなる・どうする　あなたの町村　沖縄から地方創生を考える」が

開催されました。4村長をはじめ、町村の職員の方々、一般の方々、マスコミ関係者を含め、

約 70 名が参加しました。林　省吾先生の講演をはじめ、四氏のパネリストによるパネル

ディスカッションが行われました。

以下、講演者・パネリスト・コーディネータの紹介です。

<講演者 >

・林　省吾（はやし　しょうご）

　公益財団法人　全国市町村研修財団市町村職員中央研修所　学長

<パネリスト >

・澁澤　寿一（しぶざわ　じゅいち）　　	 ・山城　克己（やましろ　かつみ）

　一般財団法人地球共生ゆいまーる評議員	 		元伊江島観光協会会長

・田中　克尚（たなか　かつよし）

　沖縄県企画部地域・離島課　課長

<コーディネータ >

・橋本　晃和（はしもと　あきかず）

　一般財団法人地球共生ゆいまーる理事長

第 6回ゆいまーる財団シンポジウム
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第 6回ゆいまーる財団シンポジウム

講演をする林　省吾先生 パネリストの澁澤　寿一氏

パネリストの山城　克己氏

コーディネータの橋本　晃和氏

パネリストの田中　克尚氏
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第 6回ゆいまーる財団シンポジウム
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第 6回ゆいまーる財団シンポジウム
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第 6回ゆいまーる財団シンポジウム
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研修だより

久米島町　税務課　浜元　三千さん、研修レポートにおいて高評価を獲得

◎全国市町村国際アカデミーの研修レポートにおきまして、久米島町　税務課　浜元　

三千さんが見事、佳作に選ばれましたのでご報告いたします。国際アカデミーのホームペー

ジにも、優秀作・佳作一覧が掲載されておりますので、ぜひご閲覧ください。

　レポートの対象となった研修内容等は次のとおりです。

研修名　

平成 27年度　政策・実務研修「固定資産税課税事務（家屋）」

2.　研修実施期間

　　平成 27年 8月 18日（火）～ 8月 28日（金）

3.　レポートの講評をお願いした研修講師

　　（公財）東京税務協会　専門講師　朝岡　清志　氏

4.　優秀作・佳作の選定について

　　レポートについては、優秀作 1名、佳作 4名を選定

固定資産税課税事務（家屋）

適正な家屋評価を目指して

沖縄県久米島町税務課　浜元　三千

１　はじめに

　固定資産税は地方税収の中でも約４割以上を占める基幹税目である。固定資産を所有す

る者に対して、その資産価値に応じて毎年経常的に課税され、住民に最も近い税目である

と言えることから、固定資産税の課税にあたっては明瞭で適正な時価によるものでなけれ

ばならない。また評価の均衡を保つため、「固定資産評価基準によって価格を決定しなけれ

ばならない（地方税法第４０３条第１項）」と定められており、その基準によって算出され

た評価額を基に固定資産税が賦課されることになる。
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研修だより

　そこで、我々の評価が果たして「適正」であるのか、ここで考察する。

２　久米島町の現状

　久米島町の人口は約 8,300 人だが、核家族化や島外からの移住者も増える傾向にあり、

年間平均１５棟前後の家屋が新築されている。それに加え、増改築や未評価家屋も存在する。

固定資産税の家屋担当は１名で家屋調査を行う際には土地担当職員が同行するが、あくま

でも調査の補助であって、実質的には調査から評価まで家屋担当職員が全ての責任を負う

ことになる。数字的には少ない件数だが、家屋の評価に当たってはある程度の専門知識が

求められるにもかかわらず、担当職員が１名であることや数年単位での配置換えがあるこ

とから今の体制では「適正に」評価や課税ができているとは言い難い。

基本的に、建築工事届の提出があった場合や法務局からの登記済通知書、現地調査等で評

価対象家屋を確認し調査を行っているため、未登記の家屋や増改築のあった家屋などにつ

いては完全に把握できていない。航空写真を利用することもあるが、数年ごとにしかデー

タが更新されておらず、必ずしも最新の情報を得ているとは限らない。故に年間に調査を

行っている件数は１０数棟とはいっても実際にはそれを上回る対象家屋が存在していると

思われる。一般的に家屋（居宅）の構造は陸屋根のRC造や CB造が主流でそれ以外は稀

である。また、アパートや分譲マンションといった集合住宅の新築も多くはないため、評

価の対象となる家屋の構造は限られている。

３　家屋評価における課題

　先に述べたように、本町では家屋の担当は１名で、数年サイクルで配置換えが行われる。

固定資産税においては３年ごとに評価替えが行われることもあり、少なくとも３年以上、

実務に携わることが好ましい。専門的な知識を得るには、より多くの実務経験を重ねる必

要がある。また、離島であるがゆえに他自治体と意見・情報交換をすることが難しく、疑

問が生じた場合の解決策を相談できる環境が整っていない。年に数回、県主催の事務研修

や地区別の事務研修に参加してはいるものの、具体的な実務の方法を学べるわけではなく、

情報交換の場にしか過ぎない。

　家屋の評価については固定資産評価基準によって、客観的に評価されるのが原則である

が、１名体制で且つ十分な知識の備わっていない状態で評価を行うと公平性に欠け、個人

的主観の強い評価になってしまう可能性が高い。調査を行う際に重要な参考資料となる建
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研修だより

築工事届も設計事務所によって提出される内容が異なる。平面図や仕上げ表などがきちん

と整備されていればよいが、そうとは限らない。図面の不備や申請当時と実際の建物の間

取りに変更があることも多々見受けられる。調査にあたっては家屋の内部も評価するため、

所有者のプライバシーに触れることからなるべく手短に済ませたいところだが、図面がな

かったり、間取りに変更があると資材の判定に悩んだり、調査自体に時間を要することと

なる。

また評価の際には部分別評価方式を採用しているため、評点項目ごとに補正係数を算出し

なければならない。特に「施工の程度」などについては、ある程度の判定基準がなければ

調査員によって判断が異なってしまう危険性もある。

その中で、より適正に評価するために必要なこととは何か。

４　課題解決のために

　本町では今年度から「家屋評価支援」としてアウトソーシングを採用した。そして、評

価の均衡を図るため、家屋評価実務の基準となる「家屋評価要領」も作成した。家屋評価

支援業務は、税務課担当職員が家屋を調査した後、そのデータを業者に送り、評価計算を

委託先の担当に行ってもらうシステムで、専門知識のある業者の支援を得ることにより公

平で適正な評価課税を行うことが目的である。ただし、実際に家屋の調査を行うのは税務

課担当職員であることに違いはなく、これまで同様、家屋評価のノウハウを習得しなけれ

ば実務を行うのは不可能である。日ごろから情報収集を心がけ、実務研修があれば積極的

に参加し、知識を深めるように努めたい。地区別の事務研修で沖縄本島へ出張する際にも、

可能であれば他自治体の調査に同行させてもらうなどして、調査から評価までの実務を拝

見したい。これまでに取り扱ったことのない構造や階数の異なる家屋、用途別評価方法、

資材の判定など、マニュアルだけでは理解し難い評価方法も調査に同行して目の当たりに

すれば一目瞭然である。

　また、家屋評価支援のアウトソーシング採用を機に、これまで未評価で課税漏れとなっ

ている家屋の調査や滅失した家屋の把握にも重点を置いて取り組みたい。そのためには航

空写真のデータ更新を急ぎ、写真による確認や全棟調査が必要となる。少ない人数体制で

容易なことではないが、公平且つ適正な課税をするためには全棟調査は必要不可欠である。

滅失家屋については、滅失の事実があった場合は所有者に申告していただくように周知す

ることも必要である。
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５　さいごに

　これまで述べてきたように、固定資産税は適正な評価が求められるだけではなく、それ

以外にも未評価家屋の問題や義務者誤認による課税誤り、死亡者課税といった問題が山積

している。しかし、どれも蔑ろにするわけにはいかず、公平且つ適正な評価・課税をする

ためにひとつずつ是正していかなければならい。それは担当の職員ひとりが抱える問題で

はなく、税務課全体で共有し、解決策を見出す体制を整えるとともに、他自治体と連携し

ながら同様の評価・課税ができるようにしたい。

　その第一歩として、今回この研修に参加させていただいた。カリキュラムの内容は本町

で取り扱うことのない事例が大半を占めており、正直難しい内容であったが、全国各地か

ら集まった研修生との演習を通して意見交換ができ、非常に充実した研修となった。

　この研修で学んだことを今後の業務に生かし、さらに実務経験を重ねることでより適正

な評価・課税に努めたい。
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◎平成 28年度研修計画

　【沖縄県市町村職員研修センター】

特

別

研

修

10

法制執務研修

11

政策法務研修
法 務 能 力 研 修

8

人事評価制度導入研修

公務員倫理研修（NEW）

9

業務能力向上研修

7

6 地方公会計整備実務研修

4　市町村職員研修体系 

新 採 用 職 員 研 修 1 新採用職員研修

一

般

研

修

2 一般職員第１部研修

一 般 職 員 研 修 3 一般職員第２部研修

4 一般職員第３部研修

監督者第２部研修

5 監督者第１部研修
監 督 者 研 修

6

テ ー マ 研 修

4

説明・交渉力研修

ロジカルコミュニケーション研修

管 理 者 研 修 7 管理者研修

コミュニケーション能力向上研修 3

ハードクレーム対応研修（NEW)2

クレーム対応研修

OJT研修（NEW）

実 務 能 力 研 修

1

わかりやすい資料づくり講座（基礎・応用（NEW））

業務改善（タイムマネジメント）研修

メンタルヘルス研修

5 給与実務研修

行政法講座

12

楽しく学ぶ地域政策づくり研修

13

民法講座

歴史文化講座

19

14

15

16

部下力研修（NEW)

17

成果の出る会議の進め方講座

20

18
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4 一般職員第３部研修

監督者第２部研修
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42

研修だより

平成２８年度月別研修推薦締切日期間表

研修名 募集期間

1 第94回 新採用研修 ４月12日(火)～14日(木) （３日間） ２月２９日(月)～3月29日(火)

2 第95回 新採用研修 4月19日(火)～21日(木) （３日間） ２月２９日(月)～3月29日(火)

3 第96回 新採用研修 4月26日(火)～28日(木) （３日間） ２月２９日(月)～3月29日(火)

4 第21回 法制執務研修 5月9日（月）～10日（火） (2日間) ３月18日(金)～4月18日(月)

5 第2回 人事評価制度導入研修 5月13日（金） (1日間) 3月22日（火）～4月22日(金)

6 第188回 監督者第１部研修 5月19日(木)～20日(金) (2日間) ３月２８日(月)～4月28日(木)

7 第2回 地方公会計整備実務研修 5月24日(火) (1日間) ３月28日(月)～4月28日(木)

8 第189回 監督者第１部研修 5月26日(木)～27日(金) (2日間) ４月6日(水)～5月6日(金)

9 第4回 業務改善（タイムマネジメント）研修 5月31日(火) (1日間) ４月8日(金)～5月10日(火)

10 第11回 ロジカルコミュニケーション研修 6月1日(水) (1日間) ４月８日(金)～５月10日(火)

11 第1回 OJT研修 6月2日(木)～3日(金) (2日間) 4月8日(金)～5月10日(火)

12 第11回 クレーム対応研修 6月9日(木)～10日(金) (2日間) ４月8日(金)～5月10日(火)

13 第1回 ハードクレーム対応研修 6月16日(木)～17日(金) (2日間) ４月26日(火)～5月26日(木)

14 第1回 部下力研修 6月20日(月) (1日間) ４月26日(火)～５月26日(木)

15 第15回
「説明・交渉力」研修
～人と組織を動かすコミュニケーション～

6月21日(火)～22日(水) (2日間) ４月26日(火)～５月26日(木)

16 第61回 一般職員第１部研修 6月30日(木)～7月1日(金) (2日間) ５月６日(金)～6月8日(水)

17 第43回 一般職員第２部研修 7月7日(木)～8日(金) (2日間) 5月16日(月)～6月16日(木)

18 第190回 監督者第１部研修 7月14日(木)～15日(金) (2日間) 5月23日(月)～6月22日(水)

19 第14回 政策法務研修 7月21日(木)～22日(金) (2日間) ５月30日(月)～6月30日(木)

20 第1回 公務員倫理研修 7月26日（火） （1日間） ６月６日（月）～７月６日（水）

21 第22回 わかりやすい資料づくり講座（基礎編） 7月29日(金) (1日間) ６月8日(水)～7月8日(金)

22 第23回 わかりやすい資料づくり講座（応用編） 8月4日(木) (1日間) 6月14日(火)～7月14日(木)

23 第26回 行政法講座 8月8日(月)～10日(水) (3日間) ６月17日(金)～７月19日(火)

24 第39回 管理者研修 8月26日(金) (1日間) ７月5日(火)～8月5日(金)

25 第38回 監督者第２部研修 9月2日(金) （1日間） ７月12日(火)～8月12日(金)

26 第9回 メンタルヘルス研修 9月6日(火) （１日間） ７月15日(金)～8月16日(火)

27 第７回 一般職員第３部研修 9月１４日(水)～１５日(木) （２日間） ７月22日(金)～８月23日(火)

28 第42回 民法講座 9月29日(木)～30日(金) （２日間） ８月5日(金)～９月6日(火)

29 第21回 給与実務研修 10月４日(火) （１日間） ８月12日(金)～９月13日(火)

30 第2回 成果の出る会議の進め方講座 10月14日(金) （1日間） ８月23日(火)～９月23日(金)

31 第21回 楽しく学ぶ地域政策づくり講座 10月19日（水）～20日（木） （2日間） ８月29日(月)～９月29日(木)

11月 32 第25回 歴史文化講座 11月17日（木） （１日間） ９月28日(水)～10月28日(金)

　※研修名・日程等は予定であり、都合により変更する場合があります。変更の場合は別途お知らせします。

　特別研修

10月

研修期間

5月

6月

7月

8月

9月

4月

- 13 -



43

研修だより

5　研修実施計画

　(1)総括表

人員 期間 人員 期間

1 新採用職員研修 3 95 3 285 9 3 86 5 258 15

2 一般職員第１部研修 1 50 2 50 2 1 50 2 50 2

3 一般職員第２部研修 1 36 2 36 2 1 48 2 48 2

4 一般職員第３部研修 1 40 2 40 2 1 40 2 40 2

5 監督者第1部研修 3 25 2 75 6 5 25 2 125 10

6 監督者第2部研修 1 30 1 30 1 1 30 2 30 2

7 管理者研修 1 45 1 45 1 1 45 1 45 1

11 321 13 561 23 13 324 16 596 34

1 クレーム対応研修 1 36 2 36 2 2 36 2 72 4

2 ハードクレーム対応研修（NEW） 1 42 2 42 2 － － － － －

3 説明・交渉力研修 1 42 2 42 2 1 42 2 42 2

4 ロジカルコミュニケーション研修 1 42 1 42 1 1 40 2 40 2

5 給与実務研修 1 50 1 50 1 1 50 1 50 1

6 地方公会計整備実務研修 1 60 1 60 1 1 82 1 82 1

7 人事評価制度導入研修 1 60 1 60 1 1 60 1 60 1

8 公務員倫理研修　1部（NEW） 1 50 1 50 1 － － － － －

公務員倫理研修　2部（NEW） 1 50 1 50 1 － － － － －

9 法制執務研修 1 60 2 60 2 1 60 2 60 2

10 政策法務研修 1 40 2 40 2 1 40 2 40 2

11 楽しく学ぶ地域政策づくり講座 1 30 2 30 2 1 30 2 30 2

12 民法講座 1 60 2 60 2 1 60 1 60 1

13 行政法講座 1 40 3 40 3 1 40 3 40 3

14 わかりやすい資料づくり講座（基礎編） 1 48 1 48 1 3 55 1 165 3

わかりやすい資料づくり講座（応用編）(NEW) 1 30 1 30 1 － － － － －

15 業務改善(タイムマネジメント)研修 1 42 1 42 1 1 40 1 40 1

16 成果の出る会議の進め方講座 1 36 1 36 1 1 36 2 36 2

17 OJT研修（NEW) 1 42 2 42 2 － － － － －

18 部下力研修（NEW) 1 42 1 42 1 － － － － －

19 メンタルヘルス研修 1 48 1 48 1 2 48 1 96 2

20 歴史文化講座 1 20 1 20 1 2 30 1 60 2

財務会計研修※セミナー形式へ － － － － － 1 50 2 50 2

税務研修※セミナー形式へ － － － － － 1 60 1 60 1

住民と行政の協働による政策形成研修※廃止 － － － － － 1 36 1 36 1

22 970 32 970 32 24 895 29 1,119 35

33 1,291 45 1,531 55 37 1,219 45 1,715 69　　　 総計

一

般

研

修

小 計

延人員
実施
回数

1回当たり

小計

特

別

研

修

平 成 2 ７ 年 度平 成 ２ ８ 年 度

区
分

研　修　課　程 延日数
実施
回数

1回当たり
延人員 延日数

-　18　-
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人員 日数

①市町村長の講話(0.5) 95 〔３回開催〕

②文書事務の基本(2) ◇１回目

③職場のコミュニケーション(3.5) 4/12(火)～4/14(木)

④地方公務員制度(3) ◇２回目

⑤ビジネスマナー（4） 4/19(火)～4/21(木)

⑥条例・規則(3) ◇3回目

⑦地方自治制度(4) 4/26(火)～4/28(木)

〔合計20時間〕

①個人情報保護法情報公開制度 6/30(木)～7/1(金)

　　　　（マイナンバー制度について）（6）

②地方公務員法演習(3)　　

③地方自治法演習(3)

            〔合計12時間〕

①中堅職員に求められる役割の共有化 7/7(木)～8(金)

②教育ゲーム「職場の情報の伝わり方」

③自画像の分析
④人間関係を強化するコミュニケーショ
ン
⑤セルフリーダーシップ

⑥後輩を巻き込むリーダーシップ

⑦自律する職員を育む職場づくり

            〔合計13時間〕

①行政法(演習)(7) 40 2 9/14（水)～15(木)

②リーダーシップ発揮のための
　　　　　　　　ヒューマンスキル向上（7）

            〔合計14時間〕

〔３回開催〕

①第一線のリーダーの役割(2) ◇1回目

②マネジメントの基本と実践(4.5) 5/19(木)～20(金)

③リーダーシップの発揮(3) ◇２回目

④コミュニケーションの活用(2) 5/26(木)～27(金)

⑤リーダーとしての実践(1.5) ◇３回目

7/14(木)～15(金)

　　　　　　〔合計13時間〕

①JST事例研究（3） 9/2（金）

②人権学習（1.5）

③ハラスメント研修（2）

            〔合計6.5時間〕

①管理者の役割 8/26（金）

　・管理者の立場と期待

②自己特性の理解

　・リーダーシップの理論

③リーダーシップの活用

　・後輩の指導、意見具申

           〔合計6時間〕

45 1

36

7 管理者研修

課長級の職員

1

効果的なリーダーシッ
プを発揮するために自
己特性の分析等を通
し 、 自 己 行 動を 把握
し、リーダーシップの気
づきを図り、自己の役
割と目標を明確にし、
影響力の向上策を学
習する。

5

ＪＳＴ基本コース 25 2

6
監督者第2部
研修

係長級昇任後
5 年 以 上 の 職
員

中堅監督者として地
域課題に対応し得る政
策形成能力及び管理
監督の応用能力、調
整能力の向上を図ると
ともに、公務員としての
高い倫理観を醸成す
る。

30

監督者第1部
研修

ＪＳＴ（人事院式
監 督 者 研 修 ）
基本コース未
受講の係長級
の職員

中堅職員としての使
命及び役割を自覚さ
せるとともに、地方分
権時代における自治
体のあり方について理
解を深めさせる。また、
市町村行政課題に対
する認識を 高め させ
る。

管理監督に関する原
理・原則を体系的に理
解させることにより、監
督者としての意識と自
覚の確立を図る。

一般職員第3部
研修

採 用 後 2 年 以
上 6 年 未 満 の
職員

業務を的確に遂行す
るための基本法令を理
解させる。

3

50 2

1

採 用 後 9 年 以
上の職員

2
一般職員第1部
研修

2

新採用職員
研修

平成28年4月1
日以降に採用
された職員又
は前年度中途
採用された職
員で当該研修
を未受講の者

公務員としての自覚と
公務遂行に必要な基
礎的知識を学習すると
ともに、業務、職場へ
の適応能力を養成す
る。

4

3
一般職員第2部
研修

採 用 後 6 年 以
上 9 年 未 満 の
職員

中堅職員として期待さ
れる役割を理解し、周
りから信頼を得る自分
づくりに取組む。そし
て、よい人間関係を築
き、後輩を巻き込んで
いくコミュニケーション
力を習得する。

番
号 研 修 名 対 象 者 目 標 科目（配当時間）

（２）　一般研修計画内容（市町村）H28
１回当たり

備 考

- 19 -

(3)　特別研修計画内容

区
分

番
号 研　修　名 対　象　者 目　　　標

人員日数

１回当たり
科目（配当時間） 備考

1
クレーム対応
研修

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向
上
研
修

2

3

5

6

7

4

実

　
　
　
　
　
　務

　
　
　
　
　
　能

　
　
　
　
　
　力

　
　
　
　
　
　

（NEW)
ハードクレーム
対応研修

「説明・交渉力」
研修
～人と組織を動か
すコミュニケーショ
ン～

ロジカルコミュニ
ケーション研修

給与実務研修

地方公会計整備
実務研修

人事評価制度導
入研修

人事担当課長
級の職員

財政課及び管
財課の職員対
象

原則として給与
事務の担当職員
で、所属長の推
薦する者

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

　住民意識が変化し、
行政へのニーズが多様
化、複雑化する中、ク
レームへの対応の基本
技術と実践を学ぶこと
により、住民ニーズに的
確に対応する能力の向
上を図る。

　不当要求や悪質なク
レームについて、見極め
方、対応の注意点・切り
替え等、実践的な対応
策の習得を目指す。
また、職場全体での対
応力の向上も図る。

　プレゼンテーション
の基 本と技 術を学習
し、説明能力の向上を
図る。

　筋道の通った話し方・
聴き方を演習を通じて
高め、効率的かつ正確
な情報伝達力を体得す
る。

　給与事務の適正な処
理能力の向上を図るた
め、当該事務に必要な
根拠法令・制度の把握
及び基本的知識を学習
する。

　公共施設等の総合的
かつ計画的な管理によ
る老朽化対策の推進及
び今後の地方公会計の
整備促進を図る。

　公共施設等の総合的
かつ計画的な管理によ
る老朽化対策の推進及
び今後の地方公会計の
整備促進を図る。

　人事評価制度導入の
必要性や基本的知識、
考え方を学び、制度の
概要と実践的な知識・
視 点・技 能を 学 習 す
る。

①人事評価制度の基本的な考え方
　・業績評価と能力評価
②評価する際の手順とポイント
　・評価の手順
　・評価する際のポイント
③評価演習
　・検討と解説
④評価者の陥りやすいエラー

〔合計3時間〕

①資産評価及び固定資産台帳整備の
手引きに関する実務上の要点と勘所

②公共施設等総合管理計画の策定に
おける活用法とその手順

〔合計3.5時間〕

〔合計7時間〕

 〔合計3.5時間〕

① 論理的とは何か
② 論理性を高めるトレーニング
③ 論理的な話の構成
④ 情感と知的理解の連動
⑤ 傾聴における論理とは
⑥ 総合演習

①演習

①アイスブレイク
②「伝える」と「伝わる」の違い
③陥りやすい３つの落とし穴
④プレゼンを支える４つの要素
⑤作成したストーリーを発表する
⑥よいプレゼントは？
⑦わかりやすい資料づくり
⑧交渉を実践してみる
⑨今回の学びをプレゼンする

 〔合計13時間〕

〔合計12時間〕

①クレーム対応の基礎知識
②クレーム対応の基礎技法
　 (グループ討議)
③ハードクレーム対応の注意点
　 (グループ討議)
④ハードクレームへの対応技法
　 (ロールプレイング)
⑤危機管理体制を強化する
　 (個人ワーク／全体発表)
⑥対応能力をさらに高めるために

〔合計13時間〕

①私達を取りまく環境と価値観の変化
②クレーム対応の役割と心構え
③クレーム対応の基本技術と実践
④演習：クレームが生じやすい環境で
の対応（ロールプレイング）
⑤クレーム事例研究（グループ討議）
・クレーム者の背景を理解する
・対応方法の共有
・クレーム対応のポイント
⑥話し合いの結果発表・全体討議・質
疑応答
⑦対応者の心と体のメンテナンス

36 2 6/9(木)～10(金)

6/16(木)～17(金)42 2

42 2 6/21（火）～22（水）

42 6／1（水）

10/4(火)

1

50

5/24（火）1

1

60

5/13(金)160

人員 日数

①市町村長の講話(0.5) 95 〔３回開催〕

②文書事務の基本(2) ◇１回目

③職場のコミュニケーション(3.5) 4/12(火)～4/14(木)

④地方公務員制度(3) ◇２回目

⑤ビジネスマナー（4） 4/19(火)～4/21(木)

⑥条例・規則(3) ◇3回目

⑦地方自治制度(4) 4/26(火)～4/28(木)

〔合計20時間〕

①個人情報保護法情報公開制度 6/30(木)～7/1(金)

　　　　（マイナンバー制度について）（6）

②地方公務員法演習(3)　　

③地方自治法演習(3)

            〔合計12時間〕

①中堅職員に求められる役割の共有化 7/7(木)～8(金)

②教育ゲーム「職場の情報の伝わり方」

③自画像の分析

④人間関係を強化するコミュニケーション

⑤セルフリーダーシップ

⑥後輩を巻き込むリーダーシップ

⑦自律する職員を育む職場づくり

            〔合計13時間〕

①行政法(演習)(7) 40 2 9/14（水)～15(木)

②リーダーシップ発揮のための
　　　　　　　　ヒューマンスキル向上（7）

            〔合計14時間〕

〔３回開催〕

①第一線のリーダーの役割(2) ◇1回目

②マネジメントの基本と実践(4.5) 5/19(木)～20(金)

③リーダーシップの発揮(3) ◇２回目

④コミュニケーションの活用(2) 5/26(木)～27(金)

⑤リーダーとしての実践(1.5) ◇３回目

7/14(木)～15(金)

　　　　　　〔合計13時間〕

①JST事例研究（3） 9/2（金）

②人権学習（1.5）

③ハラスメント研修（2）

            〔合計6.5時間〕

①管理者の役割 8/26（金）

　・管理者の立場と期待

②自己特性の理解

　・リーダーシップの理論

③リーダーシップの活用

　・後輩の指導、意見具申

           〔合計6時間〕

45 1

36

7 管理者研修

課長級の職員

1

効果的なリーダーシッ
プを発揮するために自
己特性の分析等を通
し、自己行動を把握
し、リーダーシップの
気づきを図り、自己の
役割と目標を明確に
し、影響力の向上策を
学習する。

5

ＪＳＴ基本コース 25 2

6
監督者第2部
研修

係長級昇任後
5 年 以 上 の 職
員

中堅監督者として地
域課題に対応し得る
政策形成能力及び管
理監督の応用能力、
調整能力の向上を図
るとともに、公務員とし
ての高い倫理観を醸
成する。

30

監督者第1部
研修

ＪＳＴ（人事院式
監 督 者 研 修 ）
基本コース未
受講の係長級
の職員

中堅職員としての使
命及び役割を自覚さ
せるとともに、地方分
権時代における自治
体のあり方について理
解を深めさせる。また、
市町村行政課題に対
する認識を高めさせ
る。

管理監督に関する原
理・原則を体系的に理
解させることにより、監
督者としての意識と自
覚の確立を図る。

一般職員第3
部
研修

採 用 後 2 年 以
上 6 年 未 満 の
職員

業務を的確に遂行す
るための基本法令を理
解させる。

3

50 2

1

採 用 後 9 年 以
上の職員

2
一般職員第1
部
研修

2

新採用職員
研修

平成28年4月1
日以降に採用
された職員又
は前年度中途
採用された職
員で当該研修
を未受講の者

公務員としての自覚と
公務遂行に必要な基
礎的知識を学習すると
ともに、業務、職場へ
の適応能力を養成す
る。

4

3
一般職員第2
部
研修

採 用 後 6 年 以
上 9 年 未 満 の
職員

中堅職員として期待さ
れる役割を理解し、周
りから信頼を得る自分
づくりに取組む。そし
て、よい人間関係を築
き、後輩を巻き込んで
いくコミュニケーション
力を習得する。

番
号 研 修 名 対 象 者 目 標 科目（配当時間）

（２）　一般研修計画内容（市町村）H28
１回当たり

備 考

- 19 -
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(3)　特別研修計画内容

区
分

番
号 研　修　名 対　象　者 目　　　標

人員日数

１回当たり
科目（配当時間） 備考

1
クレーム対応
研修

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向
上
研
修

2

3

5

6

7

4

実

　
　
　
　
　
　務

　
　
　
　
　
　能

　
　
　
　
　
　力

　
　
　
　
　
　

（NEW)
ハードクレーム
対応研修

「説明・交渉力」
研修
～人と組織を動か
すコミュニケーショ
ン～

ロジカルコミュニ
ケーション研修

給与実務研修

地方公会計整備
実務研修

人事評価制度導
入研修

人事担当課長
級の職員

財政課及び管
財課の職員対
象

原則として給与
事務の担当職員
で、所属長の推
薦する者

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

　住民意識が変化し、
行政へのニーズが多様
化、複雑化する中、ク
レームへの対応の基本
技術と実践を学ぶこと
により、住民ニーズに的
確に対応する能力の向
上を図る。

　不当要求や悪質なク
レームについて、見極め
方、対応の注意点・切り
替え等、実践的な対応
策の習得を目指す。
また、職場全体での対
応力の向上も図る。

　プレゼンテーション
の基 本と技 術を学習
し、説明能力の向上を
図る。

　筋道の通った話し方・
聴き方を演習を通じて
高め、効率的かつ正確
な情報伝達力を体得す
る。

　給与事務の適正な処
理能力の向上を図るた
め、当該事務に必要な
根拠法令・制度の把握
及び基本的知識を学習
する。

　公共施設等の総合的
かつ計画的な管理によ
る老朽化対策の推進及
び今後の地方公会計の
整備促進を図る。

　公共施設等の総合的
かつ計画的な管理によ
る老朽化対策の推進及
び今後の地方公会計の
整備促進を図る。

　人事評価制度導入の
必要性や基本的知識、
考え方を学び、制度の
概要と実践的な知識・
視 点・技 能を 学 習 す
る。

①人事評価制度の基本的な考え方
　・業績評価と能力評価
②評価する際の手順とポイント
　・評価の手順
　・評価する際のポイント
③評価演習
　・検討と解説
④評価者の陥りやすいエラー

〔合計3時間〕

①資産評価及び固定資産台帳整備の
手引きに関する実務上の要点と勘所

②公共施設等総合管理計画の策定に
おける活用法とその手順

〔合計3.5時間〕

〔合計7時間〕

 〔合計3.5時間〕

① 論理的とは何か
② 論理性を高めるトレーニング
③ 論理的な話の構成
④ 情感と知的理解の連動
⑤ 傾聴における論理とは
⑥ 総合演習

①演習

①アイスブレイク
②「伝える」と「伝わる」の違い
③陥りやすい３つの落とし穴
④プレゼンを支える４つの要素
⑤作成したストーリーを発表する
⑥よいプレゼントは？
⑦わかりやすい資料づくり
⑧交渉を実践してみる
⑨今回の学びをプレゼンする

 〔合計13時間〕

〔合計12時間〕

①クレーム対応の基礎知識
②クレーム対応の基礎技法
　 (グループ討議)
③ハードクレーム対応の注意点
　 (グループ討議)
④ハードクレームへの対応技法
　 (ロールプレイング)
⑤危機管理体制を強化する
　 (個人ワーク／全体発表)
⑥対応能力をさらに高めるために

〔合計13時間〕

①私達を取りまく環境と価値観の変化
②クレーム対応の役割と心構え
③クレーム対応の基本技術と実践
④演習：クレームが生じやすい環境で
の対応（ロールプレイング）
⑤クレーム事例研究（グループ討議）
・クレーム者の背景を理解する
・対応方法の共有
・クレーム対応のポイント
⑥話し合いの結果発表・全体討議・質
疑応答
⑦対応者の心と体のメンテナンス

36 2 6/9(木)～10(金)

6/16(木)～17(金)42 2

42 2 6/21（火）～22（水）

42 6／1（水）

10/4(火)

1

50

5/24（火）1

1

60

5/13(金)160
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8

9

（NEW）
公務員倫理研修

法制執務研修

受講を希望す
る職員

第2部：係長級
以上の職員

第１部：採用後
2年以上の一
般職員

　公務員倫理について
考え公務に対する住民
の信頼を確保するため
職員自らが汚職防止に
ついて考える。

　管理監督者の視点か
ら、汚職防止について考
える。

　法制執務の基礎から
例規の改め文起案など
の技術的領域までを分
かりやすく講義し、演習
問題で理解を深め、実
務的に学習する。

①法制執務とは
②法令・例規の種類
③法令の形式と構成
④法令文の表現
⑤法令等の動き
⑥演習（一部改正等）

〔合計13時間〕

①汚職防止
②組織管理の視点からの非行防止

①職員自らが考える非行防止 50 7/26(火)
午前

1

〔合計3時間〕

〔合計3時間〕

50 7/26（火）
午後

5/9(月)～10(火)260

法

務

能

力

研

修

業
14

13

12

11

10
政策法務研修

楽しく学ぶ地域
政策づくり講座

民法講座
～民事法と行政
法の関係～

行政法講座

わかりやすい
資料づくり講座
(基礎編）

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

　地方分権時代の自治
体職員に求められる政
策を実現するための法
制度の理解と、条例・
規則を立案する政策法
務能力の向上を図る。

　個性ある「地域（ま
ち）づくり」を目指すた
め、政策形成能力の向
上に必要な知識の学習
と人材の養成を図る。

　行政実務に必要な民
法の基本原理及び解釈
方法を習得するととも
に、事例研究を通して
実務対応能力の向上を
図る。

　行政法の意義・法体
系、基礎的理論等を習
得させ、法令に基づく
業務執行の手順・要領
等を理解することによ
り、職務遂行能力の向
上を図る。

　職場内での協働を進
めるために、資料作成
の際に必要とされる論
理的な思考方法や情報
のまとめ方と組み立て
方、分かりやすい表現
方法等の技法を習得し
てコミュニケーション
能力を高める。

〔合計14時間〕

〔合計13時間〕

〔合計12時間〕

〔合計20時間〕

　〔合計６.5時間〕

①地方分権と政策法務
②法の適用と解釈Ⅰ
③法の適用と解釈Ⅱ
④模擬裁判　（演習）
⑤法律と条例の関係Ⅰ
⑥法律と条例の関係Ⅱ
⑦分権改革法律と条令の関係
⑧条例案作成例の演習

①導入・自己アピール
②講義
③グループ討議
④ブレーンストーミング
⑤ワークショップ
⑥発表とディベート
⑦コメント・講義
⑧総括講義

①自治体と民法原理
②民法の全体構造
③契約の成立から終了まで
④業務委託契約についての諸問題
⑤行政上の契約の特徴
⑥行政契約一般に関する注意点
⑦民法不法行為
⑧国家賠償法・損失補償

①行政法の基本原理
②国の行政組織
③地方自治
④行政立法
⑤行政行為
⑥行政上の強制措置
⑦行政手続
⑧行政指導
⑨情報公開・個人情報保護法
⑩国家補償法
⑪行政不服審査法
⑫行政事件訴訟法

①プロのコツを学ぼう
②図表的思考力をつける
③考えをカタチにする

1 7/29(金)48

8/8(月)～10(水)40 3

9/29(木)～30(金)60 2

10/19(水)～20(木)

7/21(木)～22(金)40 2

30 2

研

　
　
　
　
　
　修

務

向

上

能

力

研
17

16

15

14
わかりやすい
資料づくり講座
（応用編）

業務改善(タイム
マネジメント)研
修

成果の出る会議
の進め方講座

(NEW)
OJT研修

採用後２年以
上の職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員（わか
りやすい資料
づくり講座を
受講した職員
のみ）

　庁内や住民との協働
を進めるために、「わか
りやすい資料づくり講
座」で習得した手法を
活かし、演習を通して
自分の考えを論理的に
整理して組み立て、分
かりやすく表現するプ
ロセスと手法を学び実
践で活用できるように
する。

　持っている時間を有
効に活用し、効率的か
つストレスを軽減する
ための時間活用法と仕
事の段取りの進め方を
習得する。

　庁内や住民との協働
を進めるために、会議
などの効果的な進め方
と成果につなげるコツ
を学ぶ。

　日常の仕事を通じて
部下育成をするために
必要な心構えと具体的
な指導技法を演習を通
じて体得する。

　〔合計６.5時間〕

〔合計７時間〕

〔合計7時間〕

〔合計13時間〕

①基礎編のおさらい
②「住民へのお知らせ」
　　ポスターづくり演習
③発表と振り返り

① 時間管理の大切さを認識する
② 自身の時間管理の現状把握
③ To Doリストの活用法と優先順位
④ 計画力・スケジューリング力を高
める
⑤自分の強みと仲間の強みを明確に
する

①ファシリテーションとは
②演習1
③会議の準備
④会議の運営
⑤会議の成果が上がるメカニズム
⑥演習2
⑦振り返り

① あなたの役割は6つある！
② 部下育成に必要な４つのスキル
③ 関係構築の具体手法
④ 教える指導法
⑤ 教えずに育てる指導法
⑥ 部下・後輩のやる気を高めるプラスス
トローク
⑦ ③～⑥を演習で実践

42 2 6/2(木)～3(金)

36 1 10/14(金)

42 1 5/31(火)

30 1 8/4(木)

テ

マ

研

修

ー

20

19

18

修

メンタルヘルス
研修

歴史文化講座

(NEW)
部下力研修

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る若手職員

　人と組織を味方につ
けて仕事を効率 化す
る。

　ストレスのメカニズ
ムを 学 び 、実 践 的 な
コーピング技術で不安
や悩みを軽減し、仕事
や人間関係を豊かにす
る。
（コーピングとは、認
知行動療法を基本とし
たストレス対処法）

　沖 縄の歴 史と文化
に対する理解を深め、
幅広 い 教 養 を培うと
ともに、郷土愛のある
職員の育成を図る。

〔合計13時間〕

〔合計6時間〕

〔合計８時間〕

①ストレスとは？
②ストレスの個人差
③こころの４つのサイクル
④あなたのストレスは？
⑤刺激に対するコーピング
⑥評価に対するコーピング
⑦反応に対するコーピング
⑧アサーション（DESC法）
⑨社会支援コーピング

沖縄の歴史と文化
　・文化編（組踊の歴史と概要）

①仕事の効率を左右するのは何か？
②人の感情のメカニズムを理解する
③「部下力」の理解と３つのステップ
④「部下力」を実践しよう！
⑤全方位のリーダーシップを発揮する
ために

20 1 11/17（木）

48 1 9/6（火）

42 1 6/20（月）
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8

9

（NEW）
公務員倫理研修

法制執務研修

受講を希望す
る職員

第2部：係長級
以上の職員

第１部：採用後
2年以上の一
般職員

　公務員倫理について
考え公務に対する住民
の信頼を確保するため
職員自らが汚職防止に
ついて考える。

　管理監督者の視点か
ら、汚職防止について考
える。

　法制執務の基礎から
例規の改め文起案など
の技術的領域までを分
かりやすく講義し、演習
問題で理解を深め、実
務的に学習する。

①法制執務とは
②法令・例規の種類
③法令の形式と構成
④法令文の表現
⑤法令等の動き
⑥演習（一部改正等）

〔合計13時間〕

①汚職防止
②組織管理の視点からの非行防止

①職員自らが考える非行防止 50 7/26(火)
午前

1

〔合計3時間〕

〔合計3時間〕

50 7/26（火）
午後

5/9(月)～10(火)260

法

務

能

力

研

修

業
14

13

12

11

10
政策法務研修

楽しく学ぶ地域
政策づくり講座

民法講座
～民事法と行政
法の関係～

行政法講座

わかりやすい
資料づくり講座
(基礎編）

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

　地方分権時代の自治
体職員に求められる政
策を実現するための法
制度の理解と、条例・
規則を立案する政策法
務能力の向上を図る。

　個性ある「地域（ま
ち）づくり」を目指すた
め、政策形成能力の向
上に必要な知識の学習
と人材の養成を図る。

　行政実務に必要な民
法の基本原理及び解釈
方法を習得するととも
に、事例研究を通して
実務対応能力の向上を
図る。

　行政法の意義・法体
系、基礎的理論等を習
得させ、法令に基づく
業務執行の手順・要領
等を理解することによ
り、職務遂行能力の向
上を図る。

　職場内での協働を進
めるために、資料作成
の際に必要とされる論
理的な思考方法や情報
のまとめ方と組み立て
方、分かりやすい表現
方法等の技法を習得し
てコミュニケーション
能力を高める。

〔合計14時間〕

〔合計13時間〕

〔合計12時間〕

〔合計20時間〕

　〔合計６.5時間〕

①地方分権と政策法務
②法の適用と解釈Ⅰ
③法の適用と解釈Ⅱ
④模擬裁判　（演習）
⑤法律と条例の関係Ⅰ
⑥法律と条例の関係Ⅱ
⑦分権改革法律と条令の関係
⑧条例案作成例の演習

①導入・自己アピール
②講義
③グループ討議
④ブレーンストーミング
⑤ワークショップ
⑥発表とディベート
⑦コメント・講義
⑧総括講義

①自治体と民法原理
②民法の全体構造
③契約の成立から終了まで
④業務委託契約についての諸問題
⑤行政上の契約の特徴
⑥行政契約一般に関する注意点
⑦民法不法行為
⑧国家賠償法・損失補償

①行政法の基本原理
②国の行政組織
③地方自治
④行政立法
⑤行政行為
⑥行政上の強制措置
⑦行政手続
⑧行政指導
⑨情報公開・個人情報保護法
⑩国家補償法
⑪行政不服審査法
⑫行政事件訴訟法

①プロのコツを学ぼう
②図表的思考力をつける
③考えをカタチにする

1 7/29(金)48

8/8(月)～10(水)40 3

9/29(木)～30(金)60 2

10/19(水)～20(木)

7/21(木)～22(金)40 2

30 2

研

　
　
　
　
　
　修

務

向

上

能

力

研
17

16

15

14
わかりやすい
資料づくり講座
（応用編）

業務改善(タイム
マネジメント)研
修

成果の出る会議
の進め方講座

(NEW)
OJT研修

採用後２年以
上の職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員（わか
りやすい資料
づくり講座を
受講した職員
のみ）

　庁内や住民との協働
を進めるために、「わか
りやすい資料づくり講
座」で習得した手法を
活かし、演習を通して
自分の考えを論理的に
整理して組み立て、分
かりやすく表現するプ
ロセスと手法を学び実
践で活用できるように
する。

　持っている時間を有
効に活用し、効率的か
つストレスを軽減する
ための時間活用法と仕
事の段取りの進め方を
習得する。

　庁内や住民との協働
を進めるために、会議
などの効果的な進め方
と成果につなげるコツ
を学ぶ。

　日常の仕事を通じて
部下育成をするために
必要な心構えと具体的
な指導技法を演習を通
じて体得する。

　〔合計６.5時間〕

〔合計７時間〕

〔合計7時間〕

〔合計13時間〕

①基礎編のおさらい
②「住民へのお知らせ」
　　ポスターづくり演習
③発表と振り返り

① 時間管理の大切さを認識する
② 自身の時間管理の現状把握
③ To Doリストの活用法と優先順位
④ 計画力・スケジューリング力を高
める
⑤自分の強みと仲間の強みを明確に
する

①ファシリテーションとは
②演習1
③会議の準備
④会議の運営
⑤会議の成果が上がるメカニズム
⑥演習2
⑦振り返り

① あなたの役割は6つある！
② 部下育成に必要な４つのスキル
③ 関係構築の具体手法
④ 教える指導法
⑤ 教えずに育てる指導法
⑥ 部下・後輩のやる気を高めるプラスス
トローク
⑦ ③～⑥を演習で実践

42 2 6/2(木)～3(金)

36 1 10/14(金)

42 1 5/31(火)

30 1 8/4(木)

テ

マ

研

修

ー

20

19

18

修

メンタルヘルス
研修

歴史文化講座

(NEW)
部下力研修

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る職員

受講を希望す
る若手職員

　人と組織を味方につ
けて仕事を効率 化す
る。

　ストレスのメカニズ
ムを 学 び 、実 践 的 な
コーピング技術で不安
や悩みを軽減し、仕事
や人間関係を豊かにす
る。
（コーピングとは、認
知行動療法を基本とし
たストレス対処法）

　沖 縄の歴 史と文化
に対する理解を深め、
幅広 い 教 養 を培うと
ともに、郷土愛のある
職員の育成を図る。

〔合計13時間〕

〔合計6時間〕

〔合計８時間〕

①ストレスとは？
②ストレスの個人差
③こころの４つのサイクル
④あなたのストレスは？
⑤刺激に対するコーピング
⑥評価に対するコーピング
⑦反応に対するコーピング
⑧アサーション（DESC法）
⑨社会支援コーピング

沖縄の歴史と文化
　・文化編（組踊の歴史と概要）

①仕事の効率を左右するのは何か？
②人の感情のメカニズムを理解する
③「部下力」の理解と３つのステップ
④「部下力」を実践しよう！
⑤全方位のリーダーシップを発揮する
ために

20 1 11/17（木）

48 1 9/6（火）

42 1 6/20（月）
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1　研修課程別実施状況

計画 実績 増減 実施率 計画 実績 増減 受講率 計画 実績 増減 実施率

① ② ②－① ②÷① ① ② ②－① ②÷① ① ② ②－① ②÷①

1 新採用職員研修 3 3 0 100% 258 252 △ 6 98% 15 15 0 100%

2 一般職員第1部研修 1 1 0 100% 50 49 △ 1 98% 2 2 0 100%

3 一般職員第2部研修 1 1 0 100% 48 43 △ 5 90% 2 2 0 100%

4 一般職員第3部研修 1 1 0 100% 40 32 △ 8 80% 2 2 0 100%

5 監督者第1部研修 5 5 0 100% 125 122 △ 3 98% 10 10 0 100%

6 監督者第2部研修 1 1 0 100% 30 24 △ 6 80% 2 2 0 100%

7 管理者研修 1 1 0 100% 45 27 △ 18 60% 1 1 0 100%

13 13 0 100% 596 549 △ 47 92% 34 34 0 100%

1 クレーム対応研修 2 2 0 100% 72 72 0 100% 4 4 0 100%

2 財務会計研修 1 1 0 100% 50 57 7 114% 2 1 △ 1 50%

3 税務研修 1 1 0 100% 60 65 5 108% 1 1 0 100%

4 給与実務研修 1 1 0 100% 50 57 7 114% 1 1 0 100%

5 法制執務研修 1 1 0 100% 60 64 4 107% 2 2 0 100%

6
民法講座
～行政活動に伴う国家賠償法と民法の関係
～

1 1 0 100% 60 65 5 108% 1 1 0 100%

7 行政法講座 1 1 0 100% 40 40 0 100% 3 3 0 100%

8 地方公会計整備実務研修 1 1 0 100% 82 58 △ 24 71% 1 1 0 100%

9 人事評価制度導入研修 1 1 0 100% 60 65 5 108% 1 1 0 100%

10 楽しく学ぶ地域政策づくり講座 1 1 0 100% 30 26 △ 4 87% 2 2 0 100%

11 政策法務研修 1 1 0 100% 40 32 △ 8 80% 2 2 0 100%

12 住民と行政の協働による政策形成研修 1 1 0 100% 36 34 △ 2 94% 1 1 0 100%

13 わかりやすい資料づくり講座 3 3 0 100% 165 167 2 101% 3 3 0 100%

14 業務改善（タイムマネジメント）研修 1 1 0 100% 40 42 2 105% 1 1 0 100%

15 「説明・交渉力」研修
～人と組織を動かすコミュニケーション～

1 1 0 100% 42 40 △ 2 95% 2 2 0 100%

16 ロジカルコミュニケーション研修 1 1 0 100% 40 42 2 105% 2 2 0 100%

17 成果の出る会議の進め方講座 1 1 0 100% 36 36 0 100% 2 2 0 100%

18 メンタルヘルス研修 2 2 0 100% 96 82 △ 14 85% 6 6 0 100%

歴史・文化講座（歴史編） 1 1 0 100% 30 26 △ 4 87% 1 1 0 100%

歴史・文化講座（文化編） 1 1 0 100% 30 29 △ 1 97% 1 1 0 100%

24 24 0 100% 1,119 1,099 △ 20 98% 39 38 △ 1 97%

37 37 0 100% 1,715 1,648 △ 67 96% 73 72 △ 1 99%

※特別研修における（合）は、県と市町村の合同研修である。

総 計

第2　市町村職員研修実績

（平成27年度）

区
分

研 修 課 程

研修実施回数 研修修了者延人員 研修実施延日数

一

般

研

修
小 計

特

別

研

修

19

小 計

- 43 -
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2　市町村別受講人員
一般研修

那 覇 市 6 149 155 那 覇 市 2 1 1 2 6

宜野湾市 6 43 49 宜野湾市 3 1 1 1 6

石 垣 市 3 20 23 石 垣 市 1 2 3

浦 添 市 7 58 65 浦 添 市 1 5 1 7

名 護 市 23 31 54 名 護 市 15 8 23

糸 満 市 33 68 101 糸 満 市 16 2 2 1 9 3 33

沖 縄 市 21 45 66 沖 縄 市 3 3 1 1 10 3 21

豊見城市 35 49 84 豊見城市 13 3 8 4 1 4 2 35

う る ま 市 43 42 85 う る ま 市 31 1 1 8 1 1 43

宮古島市 3 10 13 宮古島市 3 3

南 城 市 17 31 48 南 城 市 10 4 2 1 17

市計 197 546 743 市計 88 19 14 10 47 8 11 197

国 頭 村 8 19 27 国 頭 村 4 2 2 8

大宜味村 19 3 22 大宜味村 4 3 5 1 2 3 1 19

東 村 7 10 17 東 村 1 1 4 1 7

今帰仁村 8 15 23 今帰仁村 7 1 8

本 部 町 6 5 11 本 部 町 6 6

恩 納 村 3 6 9 恩 納 村 3 3

宜野座村 8 13 21 宜野座村 4 1 3 8

金 武 町 22 24 46 金 武 町 8 3 3 2 4 2 22

伊 江 村 1 10 11 伊 江 村 1 1

読 谷 村 23 20 43 読 谷 村 11 2 3 4 3 23

嘉手納町 9 20 29 嘉手納町 3 1 5 9

北 谷 町 31 43 74 北 谷 町 8 4 6 6 6 1 31

北中城村 10 13 23 北中城村 3 3 2 1 1 10

中 城 村 2 11 13 中 城 村 2 2

西 原 町 19 18 37 西 原 町 8 2 1 2 4 2 19

与那原町 22 57 79 与那原町 6 4 4 2 2 2 2 22

南風原町 14 21 35 南風原町 9 1 1 3 14

渡嘉敷村 4 2 6 渡嘉敷村 4 4

座間味村 1 1 座間味村 1 1

粟 国 村 7 10 17 粟 国 村 3 2 2 7

渡名喜村 2 2 4 渡名喜村 2 2

南大東村 4 4 南大東村 4 4

北大東村 4 1 5 北大東村 4 4

伊平屋村 8 9 17 伊平屋村 5 3 8

伊是名村 5 5 伊是名村 5 5

久米島町 6 6 12 久米島町 3 3 6

八重瀬町 14 14 28 八重瀬町 6 3 5 14

多良間村 4 4 多良間村 4 4

竹 富 町 26 21 47 竹 富 町 13 6 3 4 26

与那国町 6 6 12 与那国町 6 6

町村計 303 379 682 町村計 148 29 27 19 53 15 12 303

事務組合 49 174 223 事務組合 16 1 2 3 22 1 4 49

合計 549 1,099 1,648 合計 252 49 43 32 122 24 27 549

監 督 者
第2部研修

管 理 者
研 修

合 計

（平成2７年度）

一般研修 特別研修 合 計
新 採 用
職 員 研 修

一 般 職 員
第1部研修

一 般 職 員
第2部研修

監 督 者
第1部研修

一 般 職 員
第3部研修

- 44 -
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特別研修

ク
レ
ー
ム
対
応
研
修

財
務
会
計
研
修

税
務
研
修

給
与
実
務
研
修

法
制
執
務
研
修

民
法
講
座

行
政
法
講
座

地
方
公
会
計
整
備
実
務
研
修

人
事
評
価
制
度
導
入
研
修

楽
し
く
学
ぶ
地
域
政
策
づ
く
り
講
座

政
策
法
務
研
修

わ
か
り
や
す
い
資
料
づ
く
り
講
座

「
説
明
・
交
渉
力
」
研
修

ロ
ジ
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
修

成
果
の
出
る
会
議
の
進
め
方
講
座

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修

歴
史
・
文
化
講
座
（
歴
史
編
）

歴
史
・
文
化
講
座
（
文
化
編
）

合
　
　
　
　
　
計

業
務
改
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４　研修別実績

〔一般研修〕

修了人員252人

第91回 平成２７年４月６日（月）～４月１０日（金）(80人)

時 間

1 市 長 古 謝 景 春

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩市町村における財務会計事務の概要 3 会 計 課 長 赤 嶺 哲 雄

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

第92回 平成２７年４月１３日（月）～４月１７日（金）(82人)

時 間

1 市 長 城 間 幹 子

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩市町村における財務会計事務の概要 3 会 計 課 長 赤 嶺 哲 雄

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

第９３回 平成２７年５月２５日（月）～５月２９日（金）(90人)

時 間

1 村 長 新 垣 邦 男

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩予算のしくみ 3 課 長 知 念 伸 男

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

(2)  市町村一般職員第１部研修　　実施回数1回

第６０回 平成２７年６月２４日（水）～６月２５日（木）

修了人員　60人49人

時 間

①公務員倫理Ⅰ 3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

②地方公務員法演習 3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

③地方自治法演習 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

④情報公開制度と個人情報保護制度 4 教 授 前 津 榮 健

13

合 計

⑦ビジネスマナー 7 o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 沖 縄 県 出 納 事 務 局

糸 満 市 総 務 課

合 計

元 自 治 研 修 所

o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ

元 自 治 研 修 所

浦 添 市 国 際 交 流 課

糸 満 市 総 務 課

講 師

①講話　 北 中 城 村

合 計

講 師科 目

⑦ビジネスマナー 7 o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ⑦ビジネスマナー 7

合 計

科 目 講 師

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

糸 満 市 総 務 課

那 覇 市

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 沖 縄 県 出 納 事 務 局

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

①講話　

科 目

(1)  市町村新採用職員研修　　実施回数3回

科 目 講 師

南 城 市

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

①講話　
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(3)  市町村一般職員第２部研修　　実施回数1回

第４２回 平成２７年７月１日（水）～７月２日（木）

修了人員　35人43人

時 間

①行政法入門 7 教 授 前 津 榮 健

7 代 表 大 城 久 美 子

14

(4)  市町村一般職員第３部研修　　実施回数1回

第６回 平成２７年９月１５日（火）～９月１６日（水）

修了人員32人

科 目 時 間 講 師

①行政法（演習） 7 教 授 前 津 榮 健

②リーダーシップ発揮のためのヒューマンスキル向上 7 代 表 大 城 久 美 子

14

(5)  市町村監督者第1部研修　　実施回数5回

修了人員122人

第１８３回 平成２７年５月１４日（木）～５月１５日（金）（２５人）

第１８４回 平成２７年５月２１日（木）～５月２２日（金）（２４人）

第１８５回 平成２７年６月１８日（木）～６月１９日（金）（２７人）

第１８６回 平成２７年１０月２０日（火）～１０月２１日（水）（１８人）

第１８７回 平成27年７月１６日（木）～７月１７日（金）（２８人）

時 間

2 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

4.5 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

2.5 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

1 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

13

(6)  市町村監督者第2部研修　　実施回数1回

第３７回 平成２７年９月３日（木）～９月４日（金）

修了人員 　27人24人

時 間

3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

3 代 表 青 山 喜 佐 子

4 代 表 平 井 雅

3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

13

(7)  市町村管理者研修　　実施回数1回

第３８回 平成２７年　９月２５日（金）

修了人員　 63人27人

時 間

1 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

2 代 表 青 山 喜 佐 子

4 市 長 本 川 祐 治 郎

[ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 協働促進社代表 平 井 雅 ]

7

②パワーハラスメント オ フ ィ ス あ る ふ ぁ

③ハードからソフト、ソフトからハートへ
の地域づくりとリーダー育成

富 山 県 氷 見 市

合 計

①公務員倫理Ⅲ 元 自 治 研 修 所

②ハラスメント研修 オ フ ィ ス あ る ふ ぁ

③成果の出る会議の進め方講座 協 働 促 進 社

④公務員倫理Ⅱ 元 自 治 研 修 所

合 計

科 目 講 師

①ＪＳＴ事例研究 元 自 治 研 修 所

②リーダーのマネジメント 元 自 治 研 修 所

③リーダーシップの発揮 元 自 治 研 修 所

④コミュニケーションの活用 元 自 治 研 修 所

⑤職場における実践 元 自 治 研 修 所

合 計

科 目 講 師

①第1線のリーダーの役割 元 自 治 研 修 所

科 目 講 師

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

コ ン サ ル テ ィ ン グ オ フ ィ ス おお しろ

合 計

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

コ ン サ ル テ ィ ン グ オ フ ィ ス おお しろ

合 計

科 目 講 師

②自分の仕事人生を豊かにするキャリア開発とは
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４　研修別実績

〔一般研修〕

修了人員252人

第91回 平成２７年４月６日（月）～４月１０日（金）(80人)

時 間

1 市 長 古 謝 景 春

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩市町村における財務会計事務の概要 3 会 計 課 長 赤 嶺 哲 雄

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

第92回 平成２７年４月１３日（月）～４月１７日（金）(82人)

時 間

1 市 長 城 間 幹 子

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩市町村における財務会計事務の概要 3 会 計 課 長 赤 嶺 哲 雄

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

第９３回 平成２７年５月２５日（月）～５月２９日（金）(90人)

時 間

1 村 長 新 垣 邦 男

②メンタルヘルス 2 副 所 長 石 原 綾 子

③沖縄の歴史と文化 2 課 長 古 塚 達 朗

④交流レクリエーション 1.5 理 事 宮 城 隆 子

⑤地方自治制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑥条例・規則 3 准 教 授 朝 崎 咿

平安山 利江子

大 城 寿 恵

⑧職場のコミュニケーション 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

⑨地方公務員制度 4 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

⑩予算のしくみ 3 課 長 知 念 伸 男

⑪文書事務の基本 3 係 長 上 原 秀 樹

33.5

(2)  市町村一般職員第１部研修　　実施回数1回

第６０回 平成２７年６月２４日（水）～６月２５日（木）

修了人員　60人49人

時 間

①公務員倫理Ⅰ 3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

②地方公務員法演習 3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

③地方自治法演習 3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

④情報公開制度と個人情報保護制度 4 教 授 前 津 榮 健

13

合 計

⑦ビジネスマナー 7 o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 沖 縄 県 出 納 事 務 局

糸 満 市 総 務 課

合 計

元 自 治 研 修 所

o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ

元 自 治 研 修 所

浦 添 市 国 際 交 流 課

糸 満 市 総 務 課

講 師

①講話　 北 中 城 村

合 計

講 師科 目

⑦ビジネスマナー 7 o ｆ ｆ ｉ ｃ ｅ Ｂ ｅ s ｍ ｉ ｌ ｅ ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

ﾏﾅｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ⑦ビジネスマナー 7

合 計

科 目 講 師

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

糸 満 市 総 務 課

那 覇 市

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

元 自 治 研 修 所

元 自 治 研 修 所

元 沖 縄 県 出 納 事 務 局

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

①講話　

科 目

(1)  市町村新採用職員研修　　実施回数3回

科 目 講 師

南 城 市

EAP産業ストレス研究所/山本クリニック

那 覇 市 文 化 財 課

沖 縄 県 ﾚ ｸ ﾘ ｴ ｰ ｼ ｮ ﾝ 協 会

元 自 治 研 修 所

沖縄大学法経学部法経学科

①講話　
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(3)  市町村一般職員第２部研修　　実施回数1回

第４２回 平成２７年７月１日（水）～７月２日（木）

修了人員　35人43人

時 間

①行政法入門 7 教 授 前 津 榮 健

7 代 表 大 城 久 美 子

14

(4)  市町村一般職員第３部研修　　実施回数1回

第６回 平成２７年９月１５日（火）～９月１６日（水）

修了人員32人

科 目 時 間 講 師

①行政法（演習） 7 教 授 前 津 榮 健

②リーダーシップ発揮のためのヒューマンスキル向上 7 代 表 大 城 久 美 子

14

(5)  市町村監督者第1部研修　　実施回数5回

修了人員122人

第１８３回 平成２７年５月１４日（木）～５月１５日（金）（２５人）

第１８４回 平成２７年５月２１日（木）～５月２２日（金）（２４人）

第１８５回 平成２７年６月１８日（木）～６月１９日（金）（２７人）

第１８６回 平成２７年１０月２０日（火）～１０月２１日（水）（１８人）

第１８７回 平成27年７月１６日（木）～７月１７日（金）（２８人）

時 間

2 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

4.5 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

3 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

2.5 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

1 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

13

(6)  市町村監督者第2部研修　　実施回数1回

第３７回 平成２７年９月３日（木）～９月４日（金）

修了人員 　27人24人

時 間

3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

3 代 表 青 山 喜 佐 子

4 代 表 平 井 雅

3 嘱 託 講 師 伊 禮 幸 進

13

(7)  市町村管理者研修　　実施回数1回

第３８回 平成２７年　９月２５日（金）

修了人員　 63人27人

時 間

1 嘱 託 講 師 東 江 隆 美

2 代 表 青 山 喜 佐 子

4 市 長 本 川 祐 治 郎

[ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 協働促進社代表 平 井 雅 ]

7

②パワーハラスメント オ フ ィ ス あ る ふ ぁ

③ハードからソフト、ソフトからハートへ
の地域づくりとリーダー育成

富 山 県 氷 見 市

合 計

①公務員倫理Ⅲ 元 自 治 研 修 所

②ハラスメント研修 オ フ ィ ス あ る ふ ぁ

③成果の出る会議の進め方講座 協 働 促 進 社

④公務員倫理Ⅱ 元 自 治 研 修 所

合 計

科 目 講 師

①ＪＳＴ事例研究 元 自 治 研 修 所

②リーダーのマネジメント 元 自 治 研 修 所

③リーダーシップの発揮 元 自 治 研 修 所

④コミュニケーションの活用 元 自 治 研 修 所

⑤職場における実践 元 自 治 研 修 所

合 計

科 目 講 師

①第1線のリーダーの役割 元 自 治 研 修 所

科 目 講 師

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

コ ン サ ル テ ィ ン グ オ フ ィ ス おお しろ

合 計

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部

コ ン サ ル テ ィ ン グ オ フ ィ ス おお しろ

合 計

科 目 講 師

②自分の仕事人生を豊かにするキャリア開発とは
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(1)  クレーム対応研修　　　　　　実施回数２回　　

第 ９ 回 平成2７年６月１１日（木）～６月１２日（金）（36人）

第 １ ０ 回 平成2７年７月２２日（木）～７月２３日（金）（36人）

修了人員　72人

時間

12 オ フ ィ ス Ｄ Ｅ Ｎ 代 表 田 港 華 子

⑥クレーム事例研究

12

(２)  財務会計研修　　実施回数1回

第56回 平成２７年１１月１８日（水）

修了人員 57人

時間

予算編成と決算のしくみ 1

地方財政制度 2 元沖縄県企画部市町村課 副 参 事 比 嘉 敏 彦

地方交付税制度 2

5

(３)  税務研修　　実施回数1回

第 34 回 平成２７年１０月９日（金）

修了人員 65人

時間

2 南 城 市 税 務 課 副 参 事 嶺 井 康 伸

1.5

1.5

5

(４)  給与実務研修　　実施回数1回

第２０回 平成２７年１１月１０日（火）

修了人員 57人

時間

2 沖縄県企画部市町村課行政班 主 査 伊 志 嶺 聡 子

4 宜野湾市 人事課 給与係 係 長 山 城 隼 人

6

(５)  法制執務研修　　実施回数1回

第２０回  平成2７年８月１０日（月）～８月１１日（火）

修了人員 ６４人

時間

7

13

⑥演習

合 計

②法の仕組み

③条例・規則概論
第 一 法 規 株 式 会 社 講 師 大 瀬 勉

④法令用字及び法令用語
6

⑤条例・規則の立案方式

給 与 の し く み ・ 体 系

演 習

合 計

科 目 講 師

①法制執務について

合 計

科 目 講 師

市 町 村 民 税 （ 個 人 住 民 税 ）

所 得 税 （ 個 人 所 得 税 ）

固 定 資 産 税 制 度

④クレーム対応は信頼獲得のチャンス

⑤ハードクレームの対応

⑦対応者のメンタルフォロー

合 計

科 目 講 師

神 谷 税 理 士 事 務 所 税 理 士 神 谷 幸 子

〔特別研修〕

科 目 講 師

①私達を取りまく環境と価値観の変化

②クレーム対応の役割と心構え

③クレーム対応の基本技術と実践

合 計

科 目 講 師



56

研修だより

第 ４ １ 回 平成2７年１０月２３日（金）

修了人員　６５人

時間

2

講 師 岡 輝 一

4

6

(７)　行政法講座　　実施回数1回

第 ２ ５ 回 平成２７年　８月１８日（火）～８月２０日（木）

修了人員 ４０人

時間

2

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

1

2

20

（8）  地方公会計整備及び公共施設等総合管理計画実務研修　実施回数1回

第 １ 回 平成2７年６月３０日（月）

修了人員 58人

時間

3.5 (一社）地方公会計研究センター 専 門 委 員 中 神 邦 彰

3.5

（９）  人事評価制度の基礎的理解と制度策定・導入の進め方　実施回数1回

第 １ 回 平成2７年１０月２７日(火)

修了人員 65人

時間

5 （公財）日本生産性本部 研 究 主 幹 村 上 和 成

5合 計

②人事評価制度の構造と特性

③自治体における人事評価基準の策定

④人事評価制度の具体的事例の紹介

⑤人事評価制度策定と導入手順

⑩情報公開・個人情報保護法

⑪国家補償法

⑫行政不服審査法

⑬行政事件訴訟法

合 計

沖 縄 国 際 大 学 法 学 部 教 授 前 津 榮 健
⑦行政上の強制措置

⑧行政手続

⑨行政指導

科 目 講 師

①制度の概要

合 計

②「資産評価及び固定資産台帳整備の手引
き」に関する実務上の要点と勘所

③公共施設等総合管理計画の策定における
活用方法とその手順

科 目 講 師

①人事評価に対する基礎的理解

①行政法の基本原理

②国の行政組織

③地方自治

④行政立法

⑤行政行為

⑥演習と解説

科 目 講 師

①民法不法行為（損害賠償）と
債務不履行（損害賠償）の相異

⑤事案から国家賠償法、民法の各視点から
の結論が導かれ論証と解説

合 計

科 目 講 師

③行政の適法活動による
賠償問題の相違確認

②国家賠償法と民法の相違

④行政の違法・適法活動による損害・補償問
題の相違確認

（株）東京リーガルマインド
（ＬＥＣ）

(６)  民法講座　　実施回数1回
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(10）  楽しく学ぶ地域政策づくり講座　　実施回数１回

第 ２ ０ 回 平成２７年　８月１３日（木）～８月１４日（金）

修了人員　２６人

時間

13

(11）  政策法務研修　　実施回数1回

第 １ ３ 回 平成２７年　１０月１５日（木）～１０月１６日（金）

修了人員　３２人

時間

14

第 ５ 回 平成２７年４月２８日（火）

修了人員 ３４人

時間

会議ファシリテーター普及協会 代 表 釘 山 健 一

〃 講 師 小 野 寺 郷 子

6.5

(13）  わかりやすい資料づくり講座　実施回数３回

第 1 ９ 回 平成２７年７月２８日（火）（５８人）

第 ２ ０ 回 平成２７年９月９日（水）（５６人)

第 ２ １ 回 平成２７年１２月９日（水）（５３人）

修了人員　１６７人

時間

6.5 協 働 促 進 社 平 井 雅

6.5合 計

⑥具体的に効果をだす「協働の指針」とは

合 計

科 目 講 師

①プロのコツを学ぼう　[表現力]

代 表②図表的思考力を身につける　[分析力]

③考えをカタチにする　[編集力]

①対話をもちいた協働の合意形成の事例紹介

②協働の定義

③NPOと行政の特性

6.5④人はいつ動くのか？

⑤既存の協働の方針の分析

④政策法務の流れ

⑤政策法務手段

⑥条例案など作成例の演習

合 計

(12）  住民と行政の協働による政策形成研修　実施回数1回

科 目 講 師

合 計

科 目 講 師

①基礎法学について(グループワーク)

②行政立法について

③判例確認
14

(株)東京リーガルマインド
（ＬＥＣ）

講 師 鎌 田 晋

講 師 浦 野 秀 一⑤地域との合意形成の進め方＝人の心を
   つかみ、やる気を引き出すには

⑥地域づくりとワークショップ

⑦ファシリテーション・ファシリテーターとは
   何か？

⑧地域公務員として、またこれからの
   地域振興のプロデューサーとして「政策プ
   ランナー」に求められる意識と行動力

①「地域振興」＝「地域づくりの見方・考え方」

②「今なぜ地域政策づくりの意識と行動が求めら
    れるのか」

③地域に根ざした政策形成の手法＝住民
    ニーズをどう把握し、ニーズからプランを
    どう発想するか（実習）

④地方自治新時代における行政経営

13 (有)あしコミュニティー研究所

科 目 講 師
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(14）  業務改善（タイムマネジメント）研修　実施回数1回

第 ３ 回 平成２７年６月３日（水）

修了人員　４２人

時間

7

(15)  「説明・交渉力」研修　～人と組織を動かすコミュニケーション～　　実施回数1回

第 １ ４ 回 平成２７年１０月１日（木）～10月２日（金）

修了人員　４０人

時間

13

第 １ ０ 回 平成２７年６月４日（木）～６月５日（金）

修了人員　４２人

時間

13

第 １ 回 平成２７年１１月２６日(木)～１１月２７日(金)

修了人員　36人

時間

14 協 働 促 進 社 代 表 平 井 雅

14

(17）  成果の出る会議の進め方講座　　実施回数1回

科 目 講 師

合 計

(16)  ロジカルコミュニケーション研修　　実施回数1回

科 目 講 師

①論理的に考えることの意義

②論理的に話す

新 名 史 典
⑥わかりやすい資料作成

⑦プレゼン資料の基礎を学ぶ

⑧プレゼンは交渉にも貢献する

⑨交渉を実践してみる

⑩今回の学びをプレゼンする

③プレゼンを支える４つの要素①②③④

④作成したストーリーを発表する

⑤よいプレゼンとは

⑪本研修のまとめ

合 計

⑥演習「話し合いプロセス」

⑦ミニレクチャー「議論の構造化と見える化」

⑧演習「実際に会議をやってみる」

⑨演習「会計の設計」

①ファシリテーションとは

<演習>1～7

⑤まとめ

合 計

⑤ミニレクチャー「会議の運営」

③さらにわかりやすく納得を引き出すために
13 株 式 会 社 Ｃ ｕ ｂ ｅ － ｕ ｐ 取 締 役 高 嶋 謙 行

④論理的に聴く

②演習「会議の成果とは」

③ミニレクチャー「会議の準備」

④演習「企画立案会議」

13 株式会社　経済法令研究会 講　師

④まとめ

合 計

科 目 講 師

①「伝える」と「伝わる」の違い

②陥りやすい３つの落とし穴

科 目 講 師

①タイムマネジメントの重要性

②実践タイムマネジメント
（３つの心得、Ｔｏ　Ｄｏリストの活用法）

7 株 式 会 社 Ｃ ｕ ｂ ｅ － ｕ ｐ 取 締 役 高 嶋 謙 行
③実践タイムマネジメント
（スケジュール、時短術のポイント）
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(18)  メンタルヘルス研修　　　実施回数1回

第 ７ 回 平成２７年  ９月１１日（金）（４５人）

第 ８ 回 平成２７年  １２月４日（金）（３７人）

修了人員 ８２人

時間

①良いストレスとは？悪いストレスとは？

②あなたのストレスに気づいてみよう

③ストレスの個人差

④うつ病を理解する

⑤心の４つのサイクル

6 メンタルトレーナー・心理相談員　　 仲 間 由 美 子

⑫解決法・対処法のいろいろ

⑬リラクセーション法（セルフケア）筋弛緩法

6

(19)  歴史・文化講座（歴史編）　　実施回数１回

第 23 回 平成２７年１１月５日（木）

修了人員　２６人

時間

7 沖 縄 考 古 学 会 会 長 當 眞 嗣 一

7

(20） 歴史・文化講座（文化編）

第 24 回 平成２７年１１月１２日（木）

修了人員　２９人

時間

1.5 国 立 劇 場 お き な わ ス タ ッ フ

2.5 沖 縄 県 立 芸 術 大 学 非 常 勤 講 師 鈴 木 耕 太

4

「組踊りの歴史と概要」

合 計

講 師

世界遺産「琉球王国のｸﾞｽｸ及び関連遺産
群」の登録理由や条件

合 計

科 目 講 師

生 徒 の 為 の 組 踊 鑑 賞 教 室

科 目

⑦セルフトーク転換法

⑧ストレスパターンテスト

⑨アサーショントレーニング

⑩社会支援コーピング

⑪アセスメントシート（事例　対処法）

合 計

科 目 講 師

⑥セルフトーク
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～
10

月
7
日
 

５
 

第
6
回
 

管
理
職
対
象
の
一
般
研
修
で
す
。
 

管
理

職
に

必
要

な
変

革
時

代
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
 

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
、
多
様
な
主
体
と
連
携
の
中
で
課
題
を

解
決
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
多
様
な
人
材
を
組
織
で
活

か
す
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
講
義
及
び
演
習

に
よ
り
、
変
革
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
向
上
を

図
り
ま
す
。
 

管
理
職
 

1 
40
 

7
月

19
日
～
7
月

21
日
 

３
 

第
3
回
 

管
理
職
対
象
の
短
期
講
座
で
す
。
 

管
理

職
に

必
要

な
組

織
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト
 

市
町
村
行
政
を
め
ぐ
る
重
要
課
題
、
自
治
体
経
営
の
あ
り
方
、
公
務

員
制
度
改
革
の
動
向
、
部
下
の
育
成
等
に
関
す
る
講
義
と
演
習
に
よ

り
、
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

管
理
職
 

1 
40
 

11
月

16
日
～
11

月
18

日
 

３
 

第
7
回
 

〃
 

管
理

職
が

進
め

る
超

高
齢

社
会

の
医
療
福
祉
政
策

A 
（
主
と
し
て
町
村
職
員
向
け
）
 

主
に
町
村
の
管
理
職
職
員
を
対
象
に
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
持

続
可
能
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
医
療
・
福
祉
の
あ
り
方
に

つ
い
て
学
び
、
政
策
形
成
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

管
理
職
 

1 

60
 

5
月

18
日
～
5
月

20
日
 

３
 

第
2
回
 

人
口
規
模
別
に
編
成
し
た
、
管
理
職
対
象
の

短
期
講
座
で
す
。
 

管
理

職
が

進
め

る
超

高
齢

社
会

の
医
療
福
祉
政
策

B 
（
主
と
し
て
市
職
員
向
け
）
 

主
に
市
の
管
理
職
職
員
を
対
象
に
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
持
続

可
能
な
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
基
盤
の
弱
体

化
の
対
応
し
た
医
療
・
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
学
び
、
政
策
形
成

能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 

管
理
職
が
進
め
る
地
域
経
済
の
 

活
性
化

A 
（
主
と
し
て
人
口

20
万
人
未
満
の

団
体
向
け
）
 

主
に
人
口
20
万
人
未
満
の
自
治
体
管
理
職
職
員
を
対
象
に
、
地
域
に

あ
る
資
源
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
戦
略
や
、
周
辺
自
治
体
及
び
地

域
組
織
と
の
連
携
の
方
策
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
地
域
の
人
材

を
は
じ
め
、
外
部
人
材
の
活
用
を
含
め
た
人
材
の
強
化
・
育
成
に
よ

る
活
性
化
手
法
等
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
地
域
活
性
化
の
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

管
理
職
 

1 

60
 

7月
11
日
～
7月

13
日
 

３
 

第
３
回
 

人
口
規
模
別
に
編
成
し
た
、
管
理
職
対
象
の

短
期
講
座
で
す
。
 

管
理
職
が
進
め
る
地
域
経
済
の
 

活
性
化

B 
（
主
と
し
て
中
核
市
以
上
の
団
体
向
け
） 

主
に
中
核
市
以
上
の
自
治
体
の
管
理
職
職
員
を
対
象
に
、
地
域
に
あ

る
資
源
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
戦
略
や
、
周
辺
自
治
体
及
び
地
域

組
織
と
の
連
携
の
方
策
に
つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
多
様
な
人
材
を

発
掘
し
、
育
成
・
強
化
し
て
い
く
手
法
等
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
地
域
活
性
化
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 

管
理

職
の

た
め

の
滞

納
整

理
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
 

市
町
村
税
の
徴
収
業
務
を
は
じ
め
、
強
制
徴
収
公
債
権
や
非
強
制
徴

収
公
債
権
、
私
債
権
を
含
む
債
権
全
般
に
つ
い
て
、
そ
の
徴
収
業
務

や
滞
納
整
理
を
担
う
管
理
職
と
し
て
の
役
割
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観

点
か
ら
、
滞
納
整
理
強
化
に
向
け
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を

図
り
ま
す
。
 

管
理
職
 

1 
40
 

10
月

3
日
～
10

月
7
日
 

５
 

第
６
回
 

管
理
職
対
象
の
一
般
研
修
で
す
。
 

管
理

職
の

た
め

の
住

民
と

す
す

め
る
地
域
づ
く
り
 

市
町
村
の
重
要
な
政
策
課
題
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く
た
め
 

住
民
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

（
管
理
職
・
係
長
級
対
象
）
 

管
理
職
、
係

長
級
 

1 
40
 

8
月

1
日
～
8
月

5
日
 

５
 

第
4
回
 

〃
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 (２
)制

度
運
用
篇
 
（
対
象
者
：
中
堅
職
員
）
※
管
理
職
級
の
受
講
も
可
能
で
す
。
 
 

64
回
（
定
員
3,
97
0人

）
 

研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 

定
員
 

研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）
 

科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

法 務 ・ 人 事 ・ 人 材 育 成

 

研
修
講
師
養
成
講
座
 

(地
方
自
治
制
度
) 

地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
体
系
的
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
研
修
講
師
に
必
要
レ
ッ
ス

ン
プ
ラ
ン
等
の
作
成
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
話
法
等
の
研
修
技
法
に
関
す
る
講

義
、
演
習
及
び
模
擬
講
義
等
を
行
い
、
自
治
体
に
お
い
て
地
方
自
治
制
度
に
関
す

る
研
修
を
行
う
講
師
の
養
成
を
目
指
し
ま
す
。
 

1 
40
 

11
月

29
日
～
12

月
9
日
 

11
 

第
７
回
 

本
科
目
を
修
了
し
、
講
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
「
自
治
体
職
員

研
修
講
師
」
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
す
。
 

研
修
講
師
養
成
講
座
 

(地
方
公
務
員
制
度
) 

地
方
公
務
員
制
に
つ
い
て
体
系
的
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
研
修
講
師
に
必
要
な
レ
ッ

ス
ン
プ
ラ
ン
等
の
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
話
法
等
の
研
修
技
法
に
関
す
る

講
義
、
演
習
及
び
模
擬
講
義
等
を
行
い
、
自
治
体
に
お
い
て
地
方
公
務
員
制
度
に

関
す
る
研
修
を
行
う
講
師
の
養
成
を
目
指
し
ま
す
。
 

1 
40
 

5
月

31
日
～
6
月

10
日
 

11
 

第
２
回
 

〃
 

人
材
育
成
の
企
画
と
実
践
 

様
々
な
職
場
に
お
け
る
人
材
育
成
を
進
め
る
た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
人
材
育

成
・
能
力
開
発
の
意
義
、
研
修
を
企
画
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
、
研
修
技
法
等
に
関

し
て
の
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
「
人
材
育
成
(研

修
)プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
す

る
講
義
や
実
習
等
を
行
い
、
実
践
的
な
人
材
育
成
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1  
40
 

Ｈ
29

年
1
月

17
日
～
1
月

25
日
 

９
 

第
8
回
 

 

職
員
研
修
の
す
す
め
方
 

研
修
担
当
職
員
と
し
て
、
対
象
に
即
し
た
研
修
ニ
ー
ズ
を
捉
え
て
、
人
材
育
成
の

観
点
か
ら
研
修
を
実
施
す
る
た
め
、
人
材
育
成
・
能
力
開
発
の
意
義
、
研
修
を
企

画
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
、
様
々
な
研
修
技
法
、
研
修
評
価
・
効
果
測
定
等
の
講
義
、

実
習
等
に
よ
り
、
研
修
に
必
要
な
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向

上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
40
 

8
月

22
日
～
8
月

26
日
 

５
 

第
４
回
 

 

研
修
講
師
養
成
講
座
 

(地
方
自
治
制
度
) 

地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
体
系
的
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
研
修
講
師
に
必
要
レ
ッ
ス

ン
プ
ラ
ン
等
の
作
成
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
話
法
等
の
研
修
技
法
に
関
す
る
講

義
、
演
習
及
び
模
擬
講
義
等
を
行
い
、
自
治
体
に
お
い
て
地
方
自
治
制
度
に
関
す

る
研
修
を
行
う
講
師
の
養
成
を
目
指
し
ま
す
。
 

1 
40
 

11
月

29
日
～
12

月
9
日
 

11
 

第
７
回
 

本
科
目
を
修
了
し
、
講
師
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
「
自
治
体
職
員

研
修
講
師
」
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
す
。
 

研
修
講
師
養
成
講
座
 

(地
方
公
務
員
制
度
) 

地
方
公
務
員
制
に
つ
い
て
体
系
的
に
学
ぶ
と
と
も
に
、
研
修
講
師
に
必
要
な
レ
ッ

ス
ン
プ
ラ
ン
等
の
作
成
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
話
法
等
の
研
修
技
法
に
関
す
る

講
義
、
演
習
及
び
模
擬
講
義
等
を
行
い
、
自
治
体
に
お
い
て
地
方
公
務
員
制
度
に

関
す
る
研
修
を
行
う
講
師
の
養
成
を
目
指
し
ま
す
。
 

1 
40
 

5
月

31
日
～
6
月

10
日
 

11
 

第
２
回
 

〃
 

人
材
育
成
の
企
画
と
実
践
 

様
々
な
職
場
に
お
け
る
人
材
育
成
を
進
め
る
た
め
、
市
町
村
に
お
け
る
人
材
育

成
・
能
力
開
発
の
意
義
、
研
修
を
企
画
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
、
研
修
技
法
等
に
関

し
て
の
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
「
人
材
育
成
(研

修
)プ

ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
す

る
講
義
や
実
習
等
を
行
い
、
実
践
的
な
人
材
育
成
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1  
40
 

Ｈ
29

年
1
月

17
日
～
1
月

25
日
 

９
 

第
8
回
 

 

職
員
研
修
の
す
す
め
方
 

研
修
担
当
職
員
と
し
て
、
対
象
に
即
し
た
研
修
ニ
ー
ズ
を
捉
え
て
、
人
材
育
成
の

観
点
か
ら
研
修
を
実
施
す
る
た
め
、
人
材
育
成
・
能
力
開
発
の
意
義
、
研
修
を
企

画
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
、
様
々
な
研
修
技
法
、
研
修
評
価
・
効
果
測
定
等
の
講
義
、

実
習
等
に
よ
り
、
研
修
に
必
要
な
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向

上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
40
 

8
月

22
日
～
8
月

26
日
 

５
 

第
４
回
 

 

法
令
実
務
能
力
の
向
上
Ａ
 

(基
礎
) 

<J
IA
M
と
共
同
実
施
> 

法
令
実
務
に
つ
い
て
の
経
験
が
浅
い
職
員
を
対
象
に
、
法
令
実
務
の
基
礎
知
識
に

つ
い
て
学
ぶ
と
と
も
に
、
条
例
、
規
則
等
の
一
部
改
正
及
び
立
案
の
う
ち
、
比
較

的
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
立
案
・
審
議
が
で
き
る
よ
う
な
専
門
的
知
識
の
習
得
及

び
実
務
遂
行
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
80
 

5
月

23
日
～
5
月

27
日
 

<J
IA
M 
6
月

13
日
～
6
月

16
日
> 

５
 

第
２
回
 

法
令

実
務

経
験

が
１

年
以

上
あ

っ
て

も
法

令
立

案
・

審
査

の
経

験
が

不
足

し
て

い
る

と
思

わ
れ

る
者

は
「
法
令
実
務
能
力
の
向
上
Ａ
（
基
礎
）」

の
受
講
が
適

し
て
い
ま
す
。
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研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 
定
員

 
研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 
申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

法 務 ・ 人 事 ・ 人 材 育 成

 

法
令
実
務
能
力
の
向
上
Ｂ
(応

用
) 

< 
JI
AM

と
共
同
実
施
> 

1年
以
上
の
法
令
実
務
経
験
を
有
す
る
職
員
又
は
「
法
令
実
務
能
力

の
向
上
Ａ
（
基
礎
）」

を
修
了
し
た
職
員
を
対
象
に
、
自
治
体
法
案

の
あ
り
方
や
法
令
の
立
案
・
審
査
に
要
す
る
体
系
的
な
知
識
 

行
政
争
訟
へ
の
適
切
な
対
応
方
法
等
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
課
題
解
決

の
た
め
の
条
例
立
案
・
改
正
演
習
を
通
じ
て
実
践
的
な
立
法
技
術
や

法
務
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

2 
50
 

50
 

 
①
8
月

30
日
～
9
月

9
日
 

②
11

月
29

日
～
12

月
9
日
 

<J
IA
M 
10

月
11

日
～
10

月
21

日
> 

11
 
①
第
４
回
 

②
第
７
回
 

条
例

改
正

等
の

演
習

を
行
う

た
め

、
１

年
以
上

の
実

務
経

験
又

は
「
法

令
実

務
能

力
の
向

上
Ａ

(
基

礎
)」

の
修

了
を

受
講

条
件

と
し

ま
す
。

研
修

の
中

で
受
講

者
の

地
方

自
治
法

、
行

政
法

等
の
法

令
知

識
の

客
観
的

な
理

解
レ
ベ
ル
を
確
認
し
ま
す
。
 

情
報
公
開
と
個
人
情
報
保
護
 

自
治
体
の
情
報
公
開
と
個
人
情
報
保
護
を
め
ぐ
る
課
題
と
動
向
、
公

文
書
管
理
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ

り
、
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま

す
。
 

1 
80
 

6
月

21
日
～
6
月

29
日
 

９
 

第
２
回
 

 

住
民
行
政
事
務
能
力
の
向
上
 

住
民
基
本
台
帳
事
務
、
戸
籍
事
務
、
印
鑑
登
録
事
務
等
の
住
民
行
政

事
務
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
、
外
国
人
台
帳
制
度
な

ど
の
動
向
や
実
務
上
の
課
題
、
個
人
情
報
保
護
、
住
民
対
応
に
必
要

な
窓
ロ
サ
ー
ビ
ス
改
善
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
専
門

的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

6
月

21
日
～
6
月

29
日
 

９
 

第
２
回
 

住
民

基
本

台
帳

、
戸

籍
な
ど

の
行

政
事

務
に
つ

い
て

、
実

務
に
即

し
た

演
習

、
意
見

交
換

等
が

設
定
さ

れ
て

い
る

の
で
、

住
民

行
政

事
務
に

つ
い

て
あ

る
程
度

の
実

務
経

験
が
あ

る
、

も
し

く
は
各

種
研

修
会

へ
の
参

加
等

に
よ

り
業
務

に
関

す
る

基
礎
的

な
知

識
を

習
得
し

て
い

る
職
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

住
民
窓
ロ
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

市
町
村
の
窓
口
業
務
全
般
に
つ
い
て
、
窓
ロ
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
、
個

人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
窓
□
に
お
け

る
住
民
満
足
度
を
高
め
る
た
め
の
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能

力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

8
月

22
日
～
8
月

26
日
 

５
 

第
４
回
 

住
民
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
窓
口
業
務
を
担
当
す
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
部
門
の
職
員
を
対
象
と
し
ま
す
。（

住
民
基
本
台
帳
、
戸

籍
等
を
担
当
す
る
職
員
は
、「
住
民
行
政
事
務
能
力
の
向
上
」

の
受
講
を
お
勧
め
し
ま
す
。）

 

組
織
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

 

自
治
体
に
お
け
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
等
の
内
部
統
制
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
向

上
の
た
め
の
実
習
等
に
よ
り
、
人
事
や
組
織
管
理
に
対
す
る
専
門
的

知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
40
 

8
月

22
日
～
8
月

26
日
 

５
 

第
４
回
 

 

人
事
評
価
制
度
の
運
用
 

地
方
公
務
員
法
の
改
正
に
よ
る
人
事
評
価
制
度
の
本
格
施
行
を
控

え
、
公
務
員
の
人
事
評
価
制
度
に
関
す
る
最
新
の
動
向
、
人
事
評
価

制
度
を
運
営
す
る
た
め
の
実
践
的
な
理
論
及
び
手
法
等
を
体
系
的

に
学
び
、
人
事
評
価
制
度
を
適
切
に
運
用
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り

ま
す
。
 

1 
40
 

8
月

1
日
～
8
月

5
日
 

５
 

第
４
回
 

 

自
治
体
リ
ー
ダ
ー
・
ス
テ
ッ
プ
 

ア
ッ
プ
講
座

 

今
後
、
管
理
職
と
し
て
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
中
堅
職
員
を
対
象
に
、

人
材
育
成
・
人
事
管
理
の
あ
り
方
、
行
政
経
営
、
住
民
協
働
、
交
渉

力
の
向
上
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の
リ
ー
ダ

ー
に
必
要
な
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

2 
60
 

60
 

①
8
月

1
日
～
8
月

5
日
 

 
②
Ｈ
29

年
2
月

27
日
～
3
月

3
日
 

５
 
①
第
４
回
 

②
第
９
回
 

    

企 画 ・ 税 ・ 財 政

 

少
子
・
高
齢
社
会
に
お
け
る
政
策
企

画
 

少
子
・
高
齢
社
会
が
急
速
に
進
む
中
で
、
自
治
体
の
人
口
構
成
、
産

業
構
造
、
地
域
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
と
分
析
、
時
代
を
見
据
え
た
政
策
形
成
の

ポ
イ
ン
ト
、
地
域
づ
く
り
に
求
め
ら
れ
る
視
点
等
に
関
す
る
講
義
・

演
習
等
に
よ
り
、
こ
れ
か
ら
の
自
治
体
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策
を
企
画

立
案
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

Ｈ
29

年
1
月

31
日
～
2
月

8
日
 

９
 

第
８
回
 

 

長
期
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
と
実
践
 

（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
）
 

将
来
の
人
口
推
計
や
財
政
見
通
し
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
20
年
、
30

年
先
を
見
据
え
た
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
や
そ

の
手
法
に
つ
い
て
、
基
調
講
義
や
少
人
数
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
に
よ

る
演
習
等
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
特
性
に
即
し
た
、

地
域
づ
く
り
を
実
践
し
て
い
く
た
め
の
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

２
 

20
 

20
 

①
7
月

4
日
～
7
月

8
日
 

 
②
9
月

12
日
～
9
月

16
日
 

５
 
①
第
３
回
 

 
②
第
５
回
 

総
務
、
企
画
、
財
政
、
行
革
改
革
、
都
市
計
画
、
経
済
・

産
業
、
地
域
振
興
等
、
幅
広
い
分
野
の
職
員
を
想
定
し

て
い
ま
す
。
 

IC
T
に
よ
る
情
報
政
策
 

〈
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
と
共
催
〉
 

IC
Tを

活
用
し
た
自
治
体
の
経
営
改
革
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
自

治
体
ク
ラ
ウ
ド
の
活
用
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
等
に
関
す
る
講
義
、

演
習
等
に
よ
り
、
地
域
の
情
報
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
能
力
の
向

上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

 
8
月

22
日
～
8
月

26
日
 

 
５
 

 
第
４
回
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研修だより

-
 1
6 
- 

 

研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 定

員
 

研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

企 画 ・ 税 ・ 財 政

 

広
報
・
広
聴
の
効
果
的
実
践
 

広
報
・
広
聴
活
動
の
課
題
、
広
報
文
章
の
ポ
イ
ン
ト
、
写
真
撮
影

の
ポ
イ
ン
ト
、
広
報
誌
の
デ
ザ
イ
ン
・
レ
イ
ア
ウ
ト
、
住
民
意
識

調
査
等
に
関
す
る
講
義
や
実
践
的
な
実
習
に
よ
り
、
広
報
・
広
聴

担
当
者
と
し
て
の
専
門
的
知
識
の
習
得
や
実
務
遂
行
能
力
の
向
上

を
図
り
ま
す
。
 

2 

 50
  50
  

 
①
5
月

31
日
～
6
月

10
日
 

②
11

月
29

日
～
12

月
9
日
 

 

11
 

 
①
第
２
回
 

②
第
７
回
 

 

   

自
治
体
財
政
運
営
講
座
 

財
政
運
営
に
つ
い
て
１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
職
員
を
対

象
に
、
地
方
財
政
を
め
ぐ
る
最
新
の
動
向
と
課
題
、
公
共
施
設
と

魚
の
老
朽
化
対
策
や
自
治
体
財
政
健
全
化
法
の
対
応
、
地
方
公
会

計
の
整
備
推
進
、
公
営
企
業
や
第
三
セ
ク
タ
ー
の
経
営
管
理
、
地

方
交
付
税
や
地
方
債
の
現
状
と
改
革
の
動
向
、
地
方
税
制
改
正
を

め
ぐ
る
動
向
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
専
門
的
知
識

の
取
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
80
 

 

8
月

30
日
～
9
月

7
日
 

 

９
 

第
４
回
 

１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

住
民
税
課
税
事
務
 

＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

1
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
住
民
税
の
課
税
担
当
職
員
を
対

象
に
、
課
税
自
主
権
を
め
ぐ
る
状
況
へ
の
理
論
、
地
方
税
法
(総

則
及
び
住
民
税
)や

所
得
税
・
法
人
税
制
度
、
所
得
決
定
の
実
務
、
税

務
情
報
の
開
示
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
納
税
者
と
の
応
対
等
に
関
す

る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
地
方
税
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
伊
敷
を

高
め
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の

向
上
を
図
り
ま
す
。
 

3 
11
0 

11
0 

11
0 

①
8
月

30
日
～
9
月

9
日

 
 
 
 

②
10

月
11

日
～
10

月
21

日
 
 
 
 

③
11

月
8
日
～
11

月
18

日
 

 
<J
IA
M 
7
月

19
日
～
7
月

29
日
> 

11
 

 
①
第
４
回
 

②
第
６
回
 

③
第
７
回
 

1年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

受
請
者
に
対
し
て
eラ

ー
ニ
ン
グ
(注

3-
-P
26
)よ

る
事

前
学
習
を
実
施
し
ま
す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

固
定
資
産
税
課
税
事
務
（
土
地
）
 

＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
固
定
資
産
税
（
土
地
）
の
課
税

担
当
職
員
を
対
象
に
、
地
方
税
の
あ
り
方
、
資
産
課
税
の
理
論
、

土
地
評
価
実
務
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
地
方
税
の

重
要
性
に
つ
い
て
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
の
習

得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 

 

11
0  

5
月

31
日
～
6
月

10
日
 

<J
IA
M 
6
月

21
日
～
7
月

1
日
> 

11
 

第
２
回
 

1年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

受
請
者
に
対
し
て
eラ

ー
ニ
ン
グ
(注

3-
P2
6)
に
よ
る
事

前
学
習
を
実
施
し
ま
す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

固
定
資
産
税
課
税
事
務
（
家
屋
）
 

＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

 

１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
固
定
資
産
税
（
家
屋
）
の
課
税

担
当
職
員
を
対
象
に
、
地
方
税
の
あ
り
方
、
資
産
課
税
の
理
論
、

家
屋
評
価
実
務
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
及
び
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
で

の
実
地
研
修
等
に
よ
り
、
地
方
税
の
重
要
性
に
つ
い
て
意
識
を
高

め
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
践
的
な
実
務
遂
行

能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

2 
 

11
0  

 

7
月

19
日
～
7
月

29
日
 

<J
IA
M 
8
月

23
日
～
9
月

2
日
> 

11
 

第
３
回
 

 1年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

受
請
者
に
対
し
て
eラ

ー
ニ
ン
グ
(江

3-
P2
6)
に
よ
る
事

前
学
習
を
実
施
し
ま
す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

市
町
村
税
徴
収
事
務
 

＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

1
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
市
町
村
税
の
徴
収
担
当
職
員
を

対
象
に
、
地
方
税
法
総
則
や
国
税
徴
収
法
等
の
制
度
、
財
産
の
調

査
・
差
押
え
等
の
実
務
、
納
税
者
折
衝
、
滞
納
整
理
事
例
等
に
関

す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
地
方
税
の
重
要
性
に
つ
い
て
意
識

を
高
め
る
と
と
も
に
、
税
徴
収
に
関
す
る
基
本
的
事
項
及
び
専
門

的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

3 
11
0 

11
0 

11
0 

①
7
月

19
日
～
7
月

29
日
 

②
10

月
11

日
～
10

月
21

日
 

③
11

月
8
日
～
11

月
18

日
 

 
<J
IA
M 
6
月

21
日
～
7
月

1
日
> 

11
 

①
第
３
回
 

②
第
６
回
 

③
第
７
回
 

 1年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

受
請
者
に
対
し
て
eラ

ー
ニ
ン
グ
(注

3-
P2
6)
に
よ
る
事

前
学
習
を
実
施
し
ま
す
。
 

 

使
用
料
等
の
滞
納
債
権
の
回
収
強

化
＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

公
営
住
宅
の
賃
借
料
、
上
・
下
水
道
料
金
、
学
校
の
授
業
料
・
給

食
費
、
各
種
公
の
施
設
の
使
用
料
な
ど
、
租
税
債
権
以
外
の
債
権

に
つ
い
て
保
全
・
回
収
す
る
方
策
、
訴
訟
ま
で
踏
み
込
む
べ
き
段

階
の
見
極
め
方
な
ど
、
市
町
村
自
ら
の
努
力
で
歳
入
を
確
保
す
る

上
で
必
要
な
専
門
的
知
識
の
習
得
と
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図

り
ま
す
。
 

1 
60
 

7
月

4
日
～
7
月

8
日
 

<J
IA
M 
10

月
3
日
～
10

月
7
日
> 

５
 

第
３
回
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研修だより

-
 1
7 
- 

 

研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 

定
員
 

研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

企 画 ・ 税 ・ 財 政

 

地
方
公
会
計
制
度
 (
基
礎
) 

<総
務
省
と
共
催
> 

＜
JI
AM
と
共
同
実
施
＞
 

地
方
公
会
計
の
業
務
に
従
事
し
て
１
年
未
満
の
職
員
を
対
象
に
、

地
方

公
会

計
の

整
備

手
法

や
財

務
書

類
等

の
活

用
事

例
の

講
義

等
を
通
じ
て
、
統
一
的
な
基
準
に
よ
る
財
務
書
類
等
の
作
成
に
必

要
な

複
式

簿
記

や
発

生
主

義
を

は
じ

め
と

す
る

基
礎

的
な

知
識

を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
財
務
書
類
等
の
活
用
事
例
の
分
析
及
び

他
団
体
と
の
比
較
分
析
等
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公

共
施

設
等

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
及

び
自

治
体

経
営

に
係

る
能

力
の

向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

 

７
月

11
日
～
７
月

13
日
 

<J
IA
M 
4
月

25
日
～
4
月

27
日
> 

 

３
 

第
３
回
 

 

地
方
公
会
計
制
度
 （

応
用
）
 

<総
務
省
と
共
催
> 

＜
JI
AM
と
共
同
実
施
＞
 

 

こ
れ
ま
で
の
地
方
公
会
計
の
業
務
に
複
数
年
従
事
し
た
職
員
ま

た
は
簿
記
３
年
程
度
の
知
識
を
有
す
る
職
員
を
対
象
に
、
地
方
公

会
計
の
整
備
の
必
要
性
及
び
地
方
財
政
に
お
け
る
地
方
公
会
計

の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
財
務
書
類
等
の
活
用
事
例

の
分
析
や
演
習
等
を
通
し
て
、
財
務
書
類
等
を
海
容
し
た
自
治
体

の
財
政
状
況
等
の
把
握
地
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
各
種
財
政
指
標

等
の
見
方
や
活
用
な
ど
管
理
会
計
的
な
視
点
で
自
治
体
経
営
を

分
析
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

10
月

3
日
～
10

月
5
日
 

〈
JI
AM
 9

月
12

日
～
9
月

14
日
〉
 

３
 

第
６
回
 

 

公
共
施
設
の
総
合
管
理
 

 (
施
設
の
有
効
活
用
)  

高
度
経
済
成
長
期
に
急
速
に
整
備
さ
れ
た
自
治
体
の
資
産
が
更

新
時
期
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
各
自
治
体
が
策
定
す
る
公
共
施
設
等

総
合
管
理
計
画
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く
た
め
、
住
民
と
の
合
意

形
成
を
図
り
な
が
ら
、
長
期
的
・
経
営
的
視
点
に
基
づ
い
た
資
産

の
活
用
、
効
率
的
な
管
理
維
持
、
補
修
、
建
替
え
、
売
却
等
に
対

処
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

2 
50
 

50
 

 
①
6
月

13
日
～
6
月

17
日
 

 
②
9
月

12
日
～
9
月

16
日
 

 

５
 

①
第
２
回
 

 ②
第
５
回
 

演
習
で
は
、
自
分
の
自
治
体
の
公
共
施
設
デ
ー
タ
を
持
ち
寄
り
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
活
用
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治

体
の
長
期
修
繕
計
画
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
フ
ァ
シ
リ

テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
興
味
の
あ
る
自
治
イ
本
の
事
・
技
術
系

職
員
(施

設
関
係
)向

き
で
す
。
 

資
金
調
達
・
運
用
戦
略
の
基
本
 

<地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
と
共
催
> 

市
町
村
の
資
金
調
達
担
当
職
員
を
対
象
に
、
多
様
な
民
間
資
金
調

達
の
選
択
肢
の
中
か
ら
、
自
ら
の
団
体
に
と
っ
て
最
適
な
も
の
を

選
び
出
す
手
法
を
探
る
と
と
も
に
、
市
場
参
加
者
と
の
相
互
理
解

を
深
め
る
た
め
、
金
融
市
場
の
仕
組
み
や
金
利
、
償
還
期
間
、
償

還
方
法
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
資
金
調
達
方
法
の
ほ
か
、
地

方
債
制
度
や
資
金
運
用
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
学
び
ま
す
。
 

1 
40
 

 
７
月

11
日
～
７
月

13
日
 

 
３
 

第
３
回
 

 

高
度
化
す
る
契
約
実
務
へ
の
 

対
応
 

工
事
、
設
計
、
シ
ス
テ
ム
開
発
、
指
定
管
理
な
ど
に
関
す
る
契
約

業
務
に
つ
い
て
１
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
職
員
を
対
象

に
、
契
約
約
款
や
仕
様
書
の
作
成
な
ど
の
実
務
の
ほ
か
、
発
注
者

と
受
注
者
の
リ
ス
ク
分
担
、
著
作
権
な
ど
の
知
的
書
所
有
権
の
取

扱
い
な
ど
、
後
日
の
紛
争
防
止
に
も
対
応
で
き
る
、
複
雑
化
・
高

度
化
す
る
契
約
事
務
の
専
門
的
知
識
を
習
得
し
、
実
務
遂
行
能
力

の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

１
 

50
 

5
月

23
日
～
5
月

27
日
 

５
 

第
２
回
 

1
年
以
上
の
実
務
経
験
を
受
講
条
件
と
し
ま
す
。
 

地 域 づ く り

 

地
域
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
 

地
域
活
性
化
 

地
域
の
活
性
化
や
住
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
農
業
、

観
光
、
地
域
交
通
、
地
域
文
化
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
分
野
に

お
い
て
展
開
さ
れ
る
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
の
意
義
と
発
掘
・
育
成
の
手

法
に
つ
い
て
、
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
地
域
金
融
の
活
用
方
策

と
共
に
学
び
、
人
口
減
少
時
代
に
お
け
る
自
立
的
な
地
域
づ
く
り

を
推
進
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

１
 

50
 

5
月

23
日
～
5
月

27
日
 

５
 

第
２
回
 

 

住
民
と
と
も
に
す
す
め
る
地
域
政

策
 

住
民

参
加

型
社

会
を

構
築

す
る

た
め

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
・
自
治
会
等
と
行
政
と
の
連
携
、
住
民
と
行
政
の
情
報
共
有
や

政
策
実
現
の
た
め
の
法
整
備
や
住
民
合
意
に
よ
る
政
策
形
成
手
法

に
関
す
る
講
義
、
住
民
協
働
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を

通
じ
て
、
住
民
と
行
政
双
方
の
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
の
手
法

等
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
 

１
 

80
 

Ｈ
29

年
1
月

31
日
～
2
月

8
日
 

９
 

第
８
回
 

自
治
体
か
ら
推
薦
を
受
け
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
自
治
組
織

の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。
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研修だより

-
 1
8 
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研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 

定
員
 

研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

地 域 づ く り

 

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
実
践
 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
「
地
域
資
源
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
の
提
案
」
実
習
の
他
、
都
市
計
画
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
や
中

心
市
街
地
の
活
性
化
、
住
民
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り
手
法

等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を

推
進
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 
 

1 
50
 

10
月

11
日
～
10

月
21

日
 

11
 

第
６
回
 

演
習
で
は
、
近
隣
自
治
体
の
地
域
を
実
際
に
視
察
し
、

グ
ル
ー
プ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
い
、
自
治
体

へ
の
具
体
的
な
政
策
を
提
案
し
ま
す
。
 

中
心
市
街
地
と
地
域
再
生
の
た
め

に
A 

（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
）
 

（
主
と
し
て
人
口

20
万
人
未
満
の
団

体
向
け
）
 

主
に
人
口

20
万
人
未
満
の
自
治
体
の
職
員
を
対
象
に
、
中
心
市

街
地
の
活
性
化
、
空
き
家
の
利
活
用
、
住
民
と
の
協
働
な
ど
に
よ

る
地
域
づ
く
り
手
法
等
に
関
す
る
基
調
講
義
や
事
例
を
基
に
、
主

と
し
て
ゆ
と
り
あ
る
空
間
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
自
然
、
時
間
な
ど

の
資
源
を
活
か
し
た
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
、
少
人
数
の
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
方
式
に
よ
る
演
習
等
に
よ
り
学
び
ま
す
。
 

1 

40
 

10
月

26
日
～
10

月
28

日
 

３
 

第
６
回
 

人
口
規
模
別
に
編
成
し
た
、
中
堅
職
員
対
象
の
短
期
講

座
で
す
。
 

中
心
市
街
地
と
地
域
再
生
の
た
め

に
B 

（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
）
 

（
主
と
し
て
中
核
市
以
上
の
団
体

向
け
）
 

主
に
中
核
市
以
上
の
自
治
体
の
職
員
を
対
象
に
、
中
心
市
街
地
の

活
性
化
、
空
き
家
の
利
活
用
、
住
民
と
の
協
働
な
ど
に
よ
る
地
域

づ
く
り
手
法
等
に
関
す
る
基
調
講
義
や
事
例
を
基
に
、
主
と
し
て

経
済
活
力
、
情
報
、
知
識
、
文
化
な
ど
の
資
源
を
活
か
し
た
魅
力

あ
る
地
域
づ
く
り
を
、
少
人
数
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
に
よ
る
演
習

等
に
よ
り
学
び
ま
す
。
 

1 

地
域
ブ
ラ
ン
ド
等
観
光
戦
略
の
実

践
 

観
光
地
域
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
み
の
方
向
性
、
観
光
地
域
づ
く

り
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
地
域
資
源
の
発
掘
や
活
用
の
手
法
、
広
報

戦
略
、
人
材
の
育
成
等
に
関
す
る
講
義
演
習
に
よ
り
、
豊
か
な
地

域
づ
く
り
を
実
現
す
る
観
光
地
域
づ
く
り
や
観
光
戦
略
と
連
携

し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
実
践
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
80
 

H2
9
年

1
月

17
日
～
1
月

25
日
 

９
 

第
８
回
 

 観
光
、
産
業
振
興
、
広
報
、
地
域
振
興
等
、
幅
広
い
分

野
の
職
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

超
高
齢
社
会
の
地
域
づ
く
り
 

（
コ
ミ
ュ
二
テ
ィ
機
能
の
効
果
的

な
提
供
方
策
）
 

急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、
人
口
構
造
が
大
き
く
変

化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
が
顕
在
化
す
る
中
、
地
域
の
住
民

が
自
ら
の
地
域
に
満
足
し
て
暮
ら
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ま
ち

づ
く
り
や
、
減
少
す
る
人
口
に
対
応
す
る
公
共
施
設
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。
 

1 
40
 

7
月

4
日
～
7
月

8
日
 

５
 

第
３
回
 

都
市
計
画
や
ま
ち
づ
く
り
、
企
画
、
福
祉
、
地
域
振
興

等
、
幅
広
い
分
野
の
職
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

農
山
漁
村
地
域
の
活
性
化
 

(新
た
な
時
代
へ
の
対
応
) 

魅
力

あ
る

農
山

漁
村

地
域

づ
く

り
や

農
山

漁
村

地
域

の
活

性
化

に
向
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
課
題
と
対
応
策
、
農
商
工
連

携
・
６
次
産
業
化
等
の
取
組
み
、
農
山
漁
村
と
都
市
と
の
交
流
、

田
園

回
帰

の
動

き
を

促
進

す
る

た
め

の
農

山
漁

村
政

策
な

ど
に

つ
い
て
の
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
農
山
漁
村
地
域
の
再
生
の
た

め
の
諸
課
題
に
的
確
に
対
処
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

Ｈ
29

年
2
月

27
日
～
3
月

3
日
 

５
 

第
９
回
 

 

全
国
地
域
づ
く
り
人
財
塾
 

＜
総
務
省
と
共
催
＞
 

地
域
活
性
化
に
お
い
て
は
、
様
々
な
知
識
、
経
験
を
持
っ
た
人
が
、

そ
の

能
力

と
ア

イ
デ

ア
を

活
か

し
な

が
ら

地
域

づ
く

り
に

取
組

み
、
様
々
な
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
う
し
た

活
動
を
生
み
出
す
た
め
に
必
要
と
な
る
、
地
域
づ
く
り
活
動
を
自

ら
の
手
で
企
画
し
実
践
で
き
る
人
材
（
人
財
）
の
育
成
を
図
り
ま

す
。
 

1 
80
 

10
月

26
日
～
10

月
28

日
 

３
 

第
６
回
 

地
域
づ
く
り
に
取
組
む
市
町
村
職
員
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
関
係

者
等
で
全
日
程
を
受
講
で
き
る
方
を
対
象
と
し
ま
す
。
 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
及
び
集
落

支
援
員
の
初
任
者
を
対
象
と
し
た

研
修
会
 

＜
総
務
省
と
共
催
＞
 

地
域

お
こ

し
協

力
隊

員
の

地
域

協
力

活
動

や
集

落
支

援
員

の
集

落
対

象
支

援
の

取
組

み
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
と

な
る

知
識

や
実
務
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
15
0  

5
月

18
日
～
5
月

20
日
 

３
 

第
２
回
 

全
国
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
、
集
落
支
援
員
を
対
象

と
し
ま
す
。
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研修だより

-
 1

9 
- 

 

研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 

定
員
 

研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

環 境 ・ 福 祉 ・ 教 育 ・ 文 化

 

環
境
問
題
に
関
す
る
政
策
法
務
 

地
球

温
暖

化
対

策
や

廃
棄

物
処

理
対

策
な

ど
環

境
問

題
の

現
状

と
課
題
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
解
決
に
向
け
た
政
策
立
案
の
視

点
、
実
現
手
法
と
し
て
条
例
案
の
策
定
等
に
つ
い
て
、
講
義
や
演

習
等
を
通
じ
て
学
び
、
実
践
的
な
政
策
形
成
能
力
の
向
上
を
図
り

ま
す
。
 

1 
50
 

9
月

26
日
～
9
月

30
日
 

５
 

第
５
回
 

 

廃
棄
物
処
理
対
策
と
３
Ｒ
の
推
進
 

ご
み

の
有

料
化

な
ど

経
済

的
手

法
の

導
入

や
住

民
参

加
に

よ
る

市
町

村
の

ご
み

減
量

化
、

分
別

収
集

の
取

組
み

な
ど

、
ご

み
減

量
・
処
理
・
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
重
点
を
お
い
た
講
義
、
演
習

等
に
よ
り
、
廃
棄
物
処
理
対
策
を
め
ぐ
る
諸
課
題
に
的
確
に
対
処

す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

6
月

13
日
～
6
月

17
日
 

５
 

第
２
回
 

 

高
齢
者
福
祉
と
介
護
保
険
 

高
齢
者
に
関
す
る
医
療
・
社
会
保
障
制
度
の
現
状
、
介
護
保
険
制

度
に
関
す
る
現
状
と
課
題
、
今
後
の
動
向
、
適
切
な
ケ
ア
プ
ラ
ン

の
作
成
、
介
護
予
防
、
高
齢
者
の
権
利
擁
護
等
に
関
す
る
講
義
や

演
習
等
に
よ
り
、
高
齢
者
福
祉
と
介
護
保
険
に
お
け
る
専
門
的
知

識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

Ｈ
29

年
1
月

31
日
～
2
月

8
日
 

９
 

第
８
回
 

 

地
域
保
健
と
住
民
の
健
康
増
進
 

地
域
保
健
と
医
療
制
度
の
現
状
と
課
題
、
今
後
の
動
向
、
健
康
づ

く
り
の
計
画
の
策
定
と
推
進
、
地
域
保
健
と
地
域
医
療
の
連
携
、

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の
特
定
健
診
・
保
健
指
導
の
推
進
等
に

関
す
る
講
義
や
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
演
習
等
に
よ
り
、
行
政
職

員
と
し
て
必
要
な
専
門
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向

上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

Ｈ
29

年
2
月

14
日
～
2
月

22
日
 

９
 

第
９
回
 

 

障
が
い
者
福
祉
政
策
 

障
が
い
者
の
権
利
保
障
が
進
む
世
界
的
な
流
れ
の
中
で
、
障
が
い

者
福
祉
施
策
の
最
新
の
動
向
、
地
域
住
民
や
専
門
機
関
等
と
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
発
達
障
が
い
・
精
神
障
が
い
者
へ
の
支
援
、
相
談
・

就
労
支
援
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
等
に

関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
地
域
と
連
携
し
た
障
が
い
者
福

祉
に
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま

す
。
 

1 
40
 

6
月

21
日
～
6
月

29
日
 

９
 

第
２
回
 

 

生
活
保
護
と
自
立
支
援
対
策
 

生
活
保
護
制
度
の
現
状
と
課
題
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に

関
す
る
講
義
、
現
場
で
の
問
題
事
例
に
則
し
た
演
習
等
に
よ
り
、

生
活
困
窮
に
係
る
諸
課
題
に
的
確
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る

能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
70
 

9
月

26
日
～
9
月

30
日
 

５
 

第
５
回
 

 

子
育
て
支
援
対
策
 

子
育
て
が
し
や
す
い
社
会
環
境
を
形
成
す
る
た
め
、
次
世
代
育
成

支
援
、
保
育
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
と
今
後
の
あ
り
方
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
役
割
等
に
つ
い
て
学
び
、
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
の
自

治
体
の
役
割
や
有
効
な
対
策
を
遂
行
で
き
る
能
力
の
向
上
を
図

り
ま
す
。
 

1 
60
 

6
月

13
日
～
6
月

17
日
 

５
 

第
２
回
 

 

児
童
虐
待
防
止
対
策
 

子
ど
も
の
健
全
育
成
や
子
育
て
支
援
を
め
ぐ
る
重
要
課
題
で
あ

る
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
児
童
相
談
等
の
初
期
窓
口
の
開
設
、

都
道
府
県
や
支
援
団
体
、
医
療
機
関
と
の
連
携
・
協
働
、
社
会
的

養
護
の
あ
り
方
、
市
民
へ
の
啓
発
活
動
等
に
つ
い
て
講
義
、
演
習

等
に
よ
り
学
び
、
的
確
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
向
上

を
図
り
ま
す
。
 

1 
50
 

 
9
月

12
日
～
9
月

16
日
 

 
５
 

第
５
回
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研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 
定
員

 
研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

環 境 ・ 福 祉 ・ 教 育 ・ 文 化

 

多
文
化
共
生
の
地
域
づ
く
り
 

＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

多
文
化
共
生
社
会
の
構
築
に
あ
た
り
、
在
住
外
国
人
を
め
ぐ
る
現
状
と

課
題
を
分
析
し
、
住
環
境
を
は
じ
め
と
し
た
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
知

識
の
習
得
、
関
係
機
関
と
の
調
整
等
、
多
様
化
す
る
諸
問
題
に
柔
軟
に

対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
修
了
者
は
「
多

文
化
共
生
地
域
づ
く
り
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
し
て
認
定
し
ま
す
。
 

1 
30
 

10
月

3
日
～
10

月
7
日
 

〈
Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｍ
〉
 

①
8
月

29
日
～
9
月

2
日
 

②
H2
9.
1
月

30
日
～
2
月

3
日

 

５
 

第
６
回
 

自
治
体
職
員
、
国
際
交
流
協
会
職
員
の
他
、
自
治
体
か
ら
推
焉
を
受
け
た

NP
Oや

自
治
組
織
か
ら
の
参
加
も
可
能
で
す
。
(財

)白
治
体
国
際
化
協
会

と
の
共
催
を
予
定
し
て
お
り
、研

修
費
及
び
交
通
買
の
一
部
が
同
協
会
か

ら
助
成
さ
れ
る
予
定
で
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
」
JA
MP
研
修
部
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

文
化
・
芸
術
の
活
用
に
よ
る
地
域

の
活
性
化
 

地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
・
芸
術
の
活
用
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
進
め

る
た
め
、
文
化
芸
術
活
動
の
行
政
効
果
や
文
化
施
設
の
活
用
方
策
、
人

材
育
成
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
と
し
、
講
義
に
加
え
て
、
教
育
・
福
祉
等

の
様
々
な
分
野
に
お
け
る
文
化
活
動
に
よ
る
地
域
活
性
化
の
実
践
事

例
な
ど
に
つ
い
て
も
知
見
を
深
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

1 
40
 

平
成

29
年

2
月

27
日
～
3
月

3
日
 

５
 

第
９
回

 
文
化
振
興
、
地
戦
振
興
、
ま
ち
づ
く
り
、
企
画
等
、
幅

広
い
分
野
の
職
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

行
政
と
教
育
の
連
携
に
よ
る
地

域
づ
く
り
 

行
政
と
学
校
教
育
と
の
連
携
、
学
校
を
核
と
し
た
地
域
づ
く
り
な
ど
に

つ
い
て
、
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
認
識
を
深
め
、
行
政
職
員
と
教
育
委

員
会
職
員
が
連
携
す
る
こ
と
の
重
要
性
と
、
こ
れ
に
よ
り
効
果
的
に
地

域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
手
法
を
学
び
ま
す
。
 

1 
40
 

平
成

28
年

2
月

1
日
～
2
月

5
日
 

５
 

第
８
回
 

教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
ほ
か
、
行
政
の
企
画
、
施

設
管
理
、
地
域
振
興
、
住
民
協
働
等
、
幅
広
い
分
野
の

職
員
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
 

防 災 ・ 危 機 管

理

 

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
と
危

機
管
理
 

地
震
や
風
水
害
等
に
備
え
た
地
域
防
災
力
の
強
化
、
災
害
発
生
時
の
効

果
的
な
情
報
伝
達
、
住
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
事
業
者
と
行
政
の
協
働
、
災
害

図
上
訓
練
（
Ｄ
Ｉ
Ｇ
）
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
自
治
体

の
実
践
的
な
災
害
対
応
力
、
危
機
対
応
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

２
 

80
 

80
 

①
6
月

21
日
～
6
月

29
日
 

 
②
Ｈ
29

年
2
月

14
日
～
2
月

22
日
 

９
 

第
９
回
 

 

行 政 委 員 会 ・ 公 営 企 業

 

選
挙
事
務
 ＜
JI
AM

と
共
同
実
施
＞
 

選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
選
挙
執
行
の
実
務
、
政
治
活
動
と
選
挙

運
動
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
等
に
よ
り
、
選
挙
事
務
の
運
営
に
必
要

な
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

１
 

50
 

Ｈ
29

年
2
月

14
日
～
2
月

22
日
 

 
<J
IA
M 
11

月
8
日
～
11

月
16

日
> 

９
 

第
９
回
 

 

監
査
事
務
 

監
査
事
務
に
関
す
る
制
度
と
実
務
、
自
治
体
財
政
健
全
化
法
へ
の
対

応
、
監
査
事
務
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
行
政
評
価
、
財
務
分
析
、
住

民
訴
訟
、
内
部
統
制
、
今
後
の
自
治
体
監
査
の
展
望
等
に
関
す
る
講
義
、

監
査
報
告
に
関
す
る
演
習
等
に
よ
り
、
専
門
的
知
識
の
習
得
及
び
実
務

遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
10
0 

Ｈ
29

年
1
月

31
日
～
2
月

8
日

 
９
 

第
８
回
 

 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

 

議
会
事
務
 

地
方
議
会
を
め
ぐ
る
改
革
の
最
新
状
況
及
び
課
題
と
方
向
性
を
学
ぶ

と
と
も
に
、
議
会
事
務
局
職
員
と
し
て
必
要
な
議
会
運
営
の
た
め
の
専

門
知
識
を
習
得
し
、
実
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
10
0 

平
成

29
年

1
月

17
日
～
1
月

25
日
 

９
 

第
８
回
 

受
講
者
に
対
し
て
、
eラ

ー
ニ
ン
グ
（
注
３
－
P2
6）

に

よ
る
事
前
学
習
を
実
施
し
ま
す
。
 

上
下
水
道
事
業
の
経
営
管
理
 

 

人
口
減
少
と
施
設
老
朽
化
に
対
応
を
す
る
た
め
、
経
営
的
視
点
か
ら
事

業
を
と
ら
え
評
価
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
中
、
公
営
企
業
会
計

の
適
用
、
施
設
の
効
率
的
に
維
持
管
理
な
ど
に
つ
い
て
学
び
、
経
営
力

を
高
め
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
10
0 

9
月

26
日
～
9
月

30
日
 

５
 

第
５
回

 
 

新
時

代
の

地
方

公
営

企
業

の
経

営
 

＜
総
務
省
と
共
催
＞
 

平
成

26
年
度
か
ら
全
面
適
用
と
な
っ
た
地
方
公
営
企
業
会
計
基
準
に

つ
い
て
改
正
内
容
を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
民
間
的
経
営
手
法
の
導
入

や
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
等
に
関
す
る
講
義
、
演
習
に
よ
り
、
地
方

公
営
企
業
の
課
題
に
的
確
に
対
処
す
る
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
す
。
 

1 
40
 

11
月

8
日
～
11

月
10

日
 

３
 

第
７
回
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(3
)巡

回
ア
カ
デ
ミ
ー

  

研
 
修
 
科
 
目
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
注
１
参
照
）
 

回
数
 
定
員

 
研
 
修
 
期
 
間
 

日
数
 

申
込
期
限
 

（
区
分
）

 
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
（
注

2,
3
参
照
）
 

巡
回
ア
カ
デ
ミ
ー
 

ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
研
修
受
講
が
困
難
な
地
域
の
市
町
村
の
職
員
等
を
対
象
と
し
、
当
該
地

域
に
出
向
き
、
ア
カ
デ
ミ
ー
と
広
域
研
修
機
関
（
都
道
府
県
、
都
道
府
県
市
町
村
振
興
協

会
、
都
道
府
県
な
ど
が
設
置
す
る
広
域
的
に
市
町
村
職
員
の
研
修
を
行
う
機
関
）
が
連
携

し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
高
度
で
専
門
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
短
期

研
修
と
し
て
提
供
し
ま
す
。
 

2 
30
 

30
 

 
 
 
未
 
 
 
 
 
定
 

3
日

程
度
 

未
定
 

 

 

 注
１
）
 
研
修
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
該
科
目
に
係
る
直
近
の
状
況
変
化
等
に
対
応
す
る
た
め
、
一
部
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

注
２
）
 
各
科
目
の
「
科
目
受
講
上
の
留
意
事
項
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
要
件
に
該
当
し
な
い
者
で
、
当
該
団
体
の
業
務
運
営
等
の
必
要
上
 

 
 
 
 
ど
う
し
て
も
 受

講
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
予
め
個
別
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

注
３
）
 
当
該
科
目
受
講
の
前
提
と
な
る
基
本
的
知
識
の
習
得
を
目
的
と
し
て
数
時
間
程
度
の

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
事
前
学
習
を
実
施
し
ま
 

 
 
 
 
す
。
 

研
修
開
始
の
約
１
か
月
前
か
ら
受
講
で
き
る
こ
と
と
し
、
研
修
生
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
が

e
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
受
講
に
適
さ
 

 
 
 
 
な
い
場
合
に
は
、
同
じ
内
容
の
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ
を
別
途
配
付
し
ま
す
。
 

    ○
 
申
し
込
み
期
限

 

区
分
 

申
込
期
限
 

申
込
の
対
象
と
な
る
研
修
の
回
数
 

第
1
回
 

平
成
28
年
3月

2日
㈬
 

４
月
に
開
講
す
る
特
別
セ
ミ
ナ
ー
 

第
2
回
 

平
成
28
年
4月

6日
㈬
 

５
月
１
２
日
～
６
月

29
日
分
 

第
3
回
 

平
成
28
年
5月

11
日
㈭
 

７
月
４
日
～
７
月

29
日
分
 

第
4
回
 

平
成
28
年
6月

8日
㈬
 

８
月
１
日
～
９
月
９
日
分
 

第
5
回
 

平
成
28
年
7月

6日
㈬
 

９
月

12
日
～
９
月

30
日
分
 

第
6
回
 

平
成
28
年
8月

3日
㈬
 

10
月
３
日
～
10

月
28

日
分
 

第
7
回
 

平
成
28
年
9月

7日
㈬
 

11
月
１
日
～
12

月
９
日
分
 

第
8
回
 

平
成
28
年
11
月
16
日
㈬
 

平
成

29
年
１
月

12
日
～
２
月
８
日
分
 

第
9
回
 

平
成
28
年
12
月
7日

㈬
 

平
成

29
年
２
月

14
日
～
３
月
３
日
分
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国
際
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
】

-
 2
2 
- 

 ウ
 

全
国
市
町
村

国
際
文
化
研
修
所
（
国
際
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
）
 

海
外

研
修

（
海
外

の
自

治
制

度
や

自
治

体
経

営
、

ま
ち

づ
く

り
の

手
法

を
学

び
、

国
際

比
較

を
含

め
た

様
々

な
視

点
か

ら
地

域
の

課
題

に
向

き
合

い
、

施
策

を
企

画
立

案
で

き
る

能
力

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

実
施

す
る

。）
 

研
 

 
修

 
 

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
 
修

 
期

 
間

 
（

予
定

）
 

予
定

人
数
 

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
開
発
コ
ー
ス
 

（
国

内
＋

海
外

）
 

 

約
２

週
間

の
国

内
研

修
に

お
い

て
、
自

治
体

経
営

や
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

等
に

関
す

る
講

義
や

演
習

を
行

い
ま

す
。

そ
の

後
、

ア
メ

リ
カ

で
の

実
地

研
修

に
赴

き
、

同
行

す
る

専
門

家
の

指
導

を
受

け
な

が
ら

、
先

進
事

例
等

の
実

地
調

査
を

行
い

ま
す

。
 

（
研

修
の

ね
ら

い
）

 
 

■
 
こ

れ
か

ら
の

自
治

体
経

営
に

つ
い

て
、
中

長
期

的
な

視
野

に
立

っ
て

、
様

々
な

角
度

か
ら

多
面

的
に

政
策

を
企

画
・

立
案

す
る

こ
と

が
で

き
る

人
材

を
育

成
す

る
。

 
 

■
 
こ

れ
か

ら
の

組
織

変
革

の
担

い
手

と
な

る
「

将
来

の
リ

ー
ダ

ー
」

と
し

て
の

資
質

を
高

め
る

。
 

（
国

内
研

修
）

 
 

・
こ

れ
か

ら
の

国
際

化
社

会
に

お
け

る
地

方
自

治
 

 
・

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

経
営

の
あ

り
方

 
 

・
ア

メ
リ

カ
の

地
方

行
政

と
自

治
 

 
・

異
文

化
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

 
 

・
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

論
 

 
・

海
外

研
修

事
前

調
査

 
 

・
施

策
立

案
演

習
 

な
ど

 
（

海
外

研
修

）
 

 
 
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

（
テ

ー
マ

に
関

す
る

２
都

市
程

度
を

予
定

）
 

（
2
7
年

度
：

デ
ン

バ
ー

、
ボ

ル
ダ

ー
、

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

の
行

政
機

関
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
）

 

2
8
年

8
月

2
2
日

(
月

)
 

―
 

 
 
 
 
 
9
月

1
6
日

(
金

)
 

 

【
う

ち
海

外
研

修
】

 

2
8
年

9
月

6
日

(
火

)
 

―
 

 
 
 
 
 
9
月

1
6
日

(
金

)
 

  
＜

2
6
日

間
＞

 

2
0
名

 

こ
れ

か
ら

の
公

共
の

あ
り

方
 

～
国

際
比

較
の

視
点

か
ら

～
 

（
国

内
＋

海
外

）
 

４
日

間
の

国
内

研
修

に
お

い
て

、
住

民
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

民
間

企
業

な
ど

多
様

な
主

体
と

と
も

に
地

域
の

運
営

を
担

う
方

策
に

つ
い

て
の

講
義

や
演

習
を

行
い

ま
す

。
そ

の
後

、
ア

メ
リ

カ
で

の
実

地
研

修
に

赴
き

、
同

行
す

る
専

門
家

の
指

導
を

受
け

な
が

ら
、

先
進

事
例

等
の

実
地

調
査

を
行

い
ま

す
。

 
（

研
修

の
ね

ら
い

）
 

 
■

 
住

民
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
民

間
企

業
な

ど
多

様
な

主
体

と
の

協
働

の
あ

り
方

に
つ

い
て

、
国

際
比

較
の

視
点

か
ら

理
解

を
深

め
る

。
 

 
■

 
住

民
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

民
間

企
業

な
ど

多
様

な
主

体
と

と
も

に
地

域
課

題
を

解
決

し
て

い
く

た
め

 
の

施
策

に
つ

い
て

、
企

画
・

立
案

、
評

価
、

関
係

者
と

の
調

整
な

ど
が

で
き

る
人

材
を

育
成

 
す

る
。

 
（

国
内

研
修

）
 

 
・

自
治

体
と

地
域

政
策

に
関

す
る

日
米

比
較

 
 

・
ア

メ
リ

カ
の

Ｎ
Ｐ

Ｏ
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

 
 

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

等
と

行
政

の
協

働
の

仕
組

み
づ

く
り

 
 

・
海

外
研

修
事

前
調

査
 

な
ど

 
（

海
外

研
修

）
 

 
 
ア

メ
リ

カ
合

衆
国

（
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
及

び
そ

の
近

郊
都

市
）

 
（

2
7
年

度
：

バ
ー

ク
レ

ー
、

サ
ン

ノ
ゼ

、
サ

ン
フ

ラ
ン

シ
ス

コ
の

行
政

機
関

及
び

Ｎ
Ｐ

Ｏ
）

 

2
8
年

8
月

2
3
日

(
火

)
 

―
 

 
 
 
9
月

5
日

(
月

)
 

 

【
う

ち
海

外
研

修
】

 

2
8
年

8
月

2
7
日

(
土

)
 

―
 

 
 
 
9
月

5
日

(
月

)
 

  
＜

1
4
日

間
＞

 

2
0
名
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環
境

と
ユ

ニ
バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
 

（
国
内
+
海
外
）
 

３
日
間
の
国
内
研
修
に
お
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
環
境
政
策
の
あ
り
方
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
等
に
関
す
る

講
義
や
演
習
を
行
い
ま
す
。
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
実
地
研
修
に
赴
き
、
同
行
す
る
専
門
家
の
指
導
を
受

け
な
が
ら
、
先
進
事
例
等
の
実
地
調
査
を
行
い
ま
す
。
 

（
研
修
の
ね
ら
い
）
 

 
■
 
環
境
行
政
の
動
向
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。
 

 
■
 
地
域
の
特
性
に
合
っ
た
「
環
境
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
す
る
政
策

を
企
画
・
立
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
。
 

（
国
内
研
修
）
 

 
・
人
と
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
 

 
・
公
共
交
通
を
活
か
し
た
交
通
戦
略
と
ま
ち
づ
く
り
 

 
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
か
ら
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
へ
の
展
開
 

 
・
海
外
研
修
事
前
調
査
 
な
ど
 

（
海
外
研
修
）
 

 
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
テ
ー
マ
に
関
す
る
３
都
市
程
度
を
予
定
）
 

（
2
7
年
度
：
ロ
ン
ド
ン
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
ナ
ン
ト
）

 

2
8
年
9
月
4
日
(
日
)
 

―
 

9
月
1
6
日
(
金
)
 

 

【
う
ち
海
外
研
修
】
 

2
8
年
9
月
7
日
(
水
)
 

―
 

 
 
9
月
1
6
日
(
金
)
 

  
＜
1
3
日
間
＞
 

1
5
名
 

 ※
申
し
込
み
方
法
等
 

申
込
期
限
：
年
間
研
修
生
派
遣
計
画
書
（
様
式
２
）
を
提
出
い
た
だ
い
た
団
体
に
別
途
ご
案
内
し
ま
す
。
 

申
込
み
に
あ
た
っ
て
提
出
す
る
様
式
等
：
○
年
間
派
遣
計
画
書
（
様
式
２
）
【
提
出
期
限
：
平
成

28
年

2
月

10
日
(水

)】
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
研
修
受
講
申
込
書
（
様
式
３
）【

申
込
期
限
に
つ
い
て
は
、
別
途
ご
案
内
し
ま
す
】
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 国
際

文
化

研
修

 
（
多
様
な
文
化
や
価
値
観
へ
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
地
域
の
活
力
へ
と
つ
な
げ
る
施
策
の
企
画
立
案
能
力
、
実
践
的
な
業
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
る
 

こ
と
を
目
的
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
。
）
 
 
○
海
外
戦
略
 
 
○
多
文
化
共
生
 
 
○
消
防
職
員
向
け
研
修
 
○
海
外
の
地
方
自
治
体
等
職
員
向
け
研
修
 

区
分
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

海

 

外

 

戦

 

略

 

等

 

 

グ
ロ
ー
バ

ル
化
す
る

地
域
社

会

～
ト
ッ
プ

マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
の

方
 
 
 

 
 
 

 
 
 

の
た
め
に

～
【
新
規

】
 

市
区
町
村

長
・
副
市

町
村
長

及
び
部
長

級
職
員

、
議
員
及

び
Ｎ
Ｐ

Ｏ
代
表
者

等
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

短
期
(
１
泊

2
日

)の
研
修
期

間
で
、
国

際
政
治

経
済
、
地

球
環
境

問
題
、
多

文
化
共

生
、
イ
ン

バ
ウ
ン

ド
観

光

な
ど

、
グ

ロ
ー

バ
ル

化
す

る
地
域

社
会

に
お

い
て
課

題
と

な
っ

て
い
る

様
々

な
テ

ー
マ
を

取
り

上
げ

、
進
展

す

る
グ

ロ
ー

バ
ル

化
を

戦
略

的
に
施

策
に

取
り

込
み
地

域
の

活
性

化
に
繋

げ
て

い
く

方
策
な

ど
、

今
後

の
地
域

経

営
の
あ
り

方
を
考
え

て
い
き

ま
す
。
 

詳
細
日
程

未
定
 

2
日

間
 

3
0
名

 
 

海
外

へ
売

り
込

め
！

地
域

資
源

を

活
用
し
た
海
外
販
路
開
拓
 

～
農
林
水
産
物
と
地
場
産
品
～
 

人
口
減
少

な
ど
に
よ

る
国
内

市
場
の
縮

小
が
見

込
ま
れ
る

中
、
経

済
活
動
か

盛
ん
な

海
外
市
場

へ
地
上

産
品
を

輸
出
し
よ

う
と
い
う

取
り
組

み
が
全
国

各
地
で

進
め
ら
れ

て
い
ま

す
。
こ
の

研
修
で

は
、
講
義

・
事
例

紹
介
・

演
習
を
通

じ
、
農
林

水
産
物

・
地
上
産

品
を
ど

の
よ
う
に

進
め
て

い
く
の
か

、
巨
大

な
市
場
を

有
す
る

ア
ジ
ア

新
興
国
を

は
じ
め
と

す
る
海

外
市
場
に

お
け
る

販
路
開
拓

の
手
法

に
つ
い
て

学
び
ま

す
。
 

2
8
年

7
月

1
1
日

(月
)－

 

7
月

1
3
日
(
水
) 

３
日
間
 

3
0
名

 

 

海
外

へ
売

り
込

め
！

地
域

資
源

を

活
用
し
た
国
際
観
光
戦
略
 

2
0
2
0年

夏
の
五
輪
・

パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク

の
東
京

開
催
な
ど

、
今
後

も
訪
日
す

る
観
光

客
の
増
加

が
見
込

ま
れ
、

そ
の
観
光

ニ
ー
ズ
は

多
様
化

し
て
い
ま

す
。
こ

の
研
修
で

は
、
こ

れ
ら
の
機

会
を
と

ら
え
、
地

域
の
経

済
を
活

性
化
さ
せ

る
方
策
の

一
つ
と

し
て
、
地

域
に
あ

る
資
源
の

特
色
を

活
か
し
、

世
界
に

通
用
す
る

魅
力
あ

る
観
光

地
域
づ
く

り
を
行
う

た
め
の

戦
略
、
手

法
な
ど

を
学
び
ま

す
。
 

2
8
年

10
月

3
1
日
(
月

)－

1
1
月

2
日
(
水
) 

３
日
間
 

3
0
名

 

 
 

海
外

事
例

で
学

ぶ
子

育
て

支
援

の

ま
ち
づ
く
り
 

～
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ネ
ウ
ボ
ラ
～
 

【
新
規
】
 

妊
娠
・
出

産
か
ら
子

育
て
ま

で
、
途
切

れ
る
こ

と
な
く
子

育
て
世

帯
を
支
援

す
る
た

め
、
フ
ィ

ン
ラ
ン

ド
の
先

進
事
例
「
ネ
ウ

ボ
ラ

」
を

参
考
に

し
た

取
り
組

み
が

、
全

国
の
自

治
体
で
広

が
っ
て

い
ま
す
。
こ
の

研
修
で

は
、

フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
ネ

ウ
ボ
ラ

の
制
度
や

取
り
組

み
の
内
容

、
こ
れ

ま
で
の
成

果
、
ま

た
日
本
の

自
治
体

で
の
導

入
事
例
等

に
つ
い
て

学
び
、

人
材
育
成

や
体
制

整
備
、
区

療
等
他

分
野
と
の

連
携
な

ど
、
受
講

者
が
各

自
の
地

域
で
途
切

れ
の
な
い

子
育
て

世
帯
支
援

を
実
現

し
て
い
く

上
で
の

課
題
と
解

決
策
に

つ
い
て
考

え
ま
す

。
 

2
8
年

1
1
月

1
6
日
(
水

)－
 

 
 
 

1
1
月

1
8
日

(金
) 

３
日
間
 

3
0
名

 

 

ア
ー
ト
（
文
化
芸
術
）
に
よ
る
 

ま
ち
づ
く
り
 
【
新
規
】
 

世
界
の
多

く
の
地
域

で
は
、

1
98
0年

代
か
ら
文

化
芸
術
の

創
造
性

を
生
か
し

た
地
域

再
生
が
行

わ
れ
て

き
て
い

ま
す
。
近

年
、
日
本

も
人
口

減
少
や
産

業
の
空

洞
化
等
に

よ
り
地

域
が
疲
弊

す
る
中

、
地
域
の

文
化
財

や
伝
統

文
化
あ
る

い
は
現
代

文
化
等

の
地
域
資

源
を
活

用
し
た
文

化
芸
術

活
動
は
、

地
元
住

民
の
ア
イ

デ
ン
テ

ィ
テ
ィ

を
醸
成
す

る
だ
け
で

な
く
、

地
域
経
済

の
活
性

化
に
も
貢

献
す
る

こ
と
が
期

待
さ
れ

る
も
の
と

し
て
注

目
さ
れ

て
い
ま
す

。
行
政
、

住
民
、

芸
術
家
、

文
化
団

体
、
企
業

等
が
連

携
し
な
が

ら
ア
ー

ト
(
文
化
芸

術
)
に
よ
る

ま

ち
づ
く
り

を
行
う
た

め
の
戦

略
、
手
法

な
ど
を

学
び
ま
す

。
 

2
8
年

7
月

1
1
日

(月
)－

 

 
 
 

7
月

1
3
日
(
水

) 
3
日

間
 

3
0
名

 

 

多 文 化 共 生

 

《
入
門
》
 

自
治
体
外

国
人
施
策

の
実
務
 

～
第

一
線

で
対

応
す

る
方

の
た

め

に
～
 

【
改

定
】

（
旧

：
自

治
体

外
国

人

施
策

の
実

務
～

は
じ

め
て

担
当

す

る
方
へ
～
）
 

 

第
一
線
で

外
国
人
施

策
を
担

当
す
る
自

治
体
職

員

（
所
属
は

問
い
ま
せ

ん
。
）

を
対
象
と

す
る
多

文
化

共
生
研
修

の
実
務
的

な
入
門

編
で
す
。
 

多
文
化
共

生
の
現
状

と
課
題

、
外
国
人

住
民
を

取
り

巻
く
制
度

や
施
策
に

つ
い
て

、
基

本
を

理
解
し

ま
す

。

そ
の
上
で

、
福
祉
、

税
、
教

育
な
ど
の

各
業
務

に
お

け
る
外
国

人
へ
の
対

応
等
に

つ
い
て
、

事
例
等

を
通

じ
て
実
践

的
に
学
び

ま
す
。
 

 ・
多
文
化

共
生
の
現

状
と
課

題
 

・
外
国
人

の
在
留
制

度
 

・
外
国
人

住
民
へ
の

窓
口
対

応
 

・
自
治
体

の
外
国
人

施
策
 

な
ど
 

 

2
8
年

6
月

1
5
日

(水
)－

 

 
 
 

6
月

1
7
日
(
金

) 
 

 
 ３
日
間
 

3
0
名

 

 

《
入
門
》
 

基
礎
か
ら

学
ぶ
多
文

化
共
生

と

自
治
体
、

協
会
、
住

民
の
役

割
 

自
治
体
職

員
、
地
域

国
際
化

協
会
及
び

市
区
町

村
国

際
交
流
協

会
等
の
職

員
を
対

象
と
す
る

多
文
化

共
生

研
修
の
入

門
編
で
す

。
 

異
な
る
文

化
を
持
つ

人
々
が

、
互
い
の

違
い
を

認
め

合
い
、
地

域
で
共
生

し
て
い

く
た
め
に

は
、
自

治
体

職
員
や
国

際
交
流
協

会
職
員

、
地

域
の

住
民
な

ど
が

、

様
々
な
立

場
で
多
文

化
社
会

の
中
で
お

こ
る
社

会
問

題
や
課
題

に
関
わ
っ

て
い
く

こ
と
が
必

要
と
な

り
ま

す
。
こ
の

研
修
で
は

、
地
域

の
現
状
に

応
じ
た

そ
れ

ぞ
れ
の
役

割
に
つ
い

て
考
え

ま
す
。
 

 ・
多

文
化
共

生
の
推

進
と
自

治
体
、
協

会
、
住
民

役
割
 

・
外
国
人

か
ら
見
た

日
本
の

地
域
社
会
 

・
異
文
化

理
解
の
ワ

ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
 

な
ど
 

2
8
年

５
月

1
9
日
(
木

)－
 

５
月

2
0
日

(金
) 

２
日
間
 

3
0
名
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研修だより

-
 2
5 
- 

 区
分
 

研
修
名

 
研

修
の

目
標

及
び

内
容

（
予

定
）

 
研

修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

多 分 化 共 生

 

《
初

級
》

 

多
文

化
共

生
の

地
域

づ
く

り

コ
ー

ス
 

【
J
AM

P共
同

実
施

】
 

[
実

施
回

数
２

回
] 

自
治

体
職

員
、
地

域
国

際
化

協
会

及
び

市
区

町
村

国
際

交
流

協
会

等
の

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

多
文

化
共

生
に

関
す

る
基

礎
知

識
を

習
得

す
る

と
と

も
に

、
地

域
に

お
け
る

多
文

化
共

生
の

課
題

を
分

野
別

に
学

び
ま

す
。
ま

た
、
自

治
体

や
そ

の
関

係
団

体
が

施

策
を

展
開

す
る

際
に

、
多

文
化

共
生

に
配

慮
で

き
る

よ

う
理

解
を

深
め

ま
す

。
 

修
了

者
を

「
多

文
化

共
生

地
域

づ
く

り
サ

ポ
ー

タ
ー

」

と
し

て
認

定
し

ま
す

。
 

・
多

文
化

共
生

の
現

状
と

課
題

 

・
学

校
の

教
育

支
援

、
日

本
語

教
育

、
生

活
相

談
 

・
母

子
保

健
、

高
齢

者
福

祉
 

・
災

害
時

対
応

 

・
自

治
体

等
の

事
例

紹
介

 

・
施

策
立

案
演

習
 

な
ど

 

第
1
回

 
 

 
 
 

 
 

2
8

年
８

月
2
9

日
(
月

)
－
 

９
月

２
日

(金
) 

５
日
間
 

3
0
名
 

  ・
財
団
法

人
自
治
体

国
際
化

協
会

（
Ｃ
Ｌ
Ａ

Ｉ
Ｒ

)と
の

共
催
を

予

定
し
て
い

ま
す
。
な

お
、
研

修
費

及
び
交
通

費
の
一
部

が
一
般

財
団

法
人
自
治

体
国
際
化

協
会
（

Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｉ
Ｒ

)か
ら

助
成
さ

れ
る
予

定

で
す
。
助

成
に
関
す

る
詳
細

に
つ

い
て
は
、

一
般
財
団

法
人
自

治
体

国
際
化
協

会
（
Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｉ
Ｒ

)多
文

化
共
生
部
 

（
℡
0
3
-5
2
13
-
17
25
）
ま
で

お
問
い

合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
 

な
お
、
自

治
体
職
員

へ
の
助

成
に

つ
い
て
は

、
平
成

28
年
度

か
ら
研

修
費
の
み

と
な
り
ま

す
の
で

、
予

め
ご
了
承

く
だ
さ
い

。
 

 ・
多

文
化
共

生
の
地
域

づ
く
り

コ
ー

ス
は
市
町

村
職
員
中

央
研
修

所

（
Ｊ
Ａ
Ｍ

Ｐ
）
と
の

共
同
実

施
科

目
で
す
。

全
国
市
町

村
国
際

文
化

研
修
所
（

Ｊ
Ｉ
Ａ
Ｍ

）
・
市

町
村

職
員
中
央

研
修
所
（

Ｊ
Ａ
Ｍ

Ｐ
）

の
ど
ち
ら

で
も
同
等

の
内
容

の
研

修
が
受
講

で
き
る
よ

う
カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
を
調

整
し
て
い

ま
す
の

で
、

時
期
・
ア

ク
セ
ス
等

に
応
じ

て
選

択
し
、
ご

活
用
く
だ

さ
い
。
 

  

第
２

回
 

 
 
 
 

 
 

2
9

年
１

月
3
0

日
(
月

)
－
 

２
月

３
日

(金
) 

５
日
間
 

3
0
名
 

【
JA
MP

実
施
日

程
】

 
 
 

2
8
年

1
0
月

 
3
日

(月
)－

 

1
0
月

7
日
(
金
) 

５
日
間
 

3
0
名
 

《
中

級
》

 

多
文

化
共

生
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー

養
成

コ
ー

ス
 

（
イ

ン
タ

ー
バ
ル

研
修

）
 

[
実

施
回

数
２

回
] 

自
治

体
職

員
、
地

域
国

際
化

協
会

及
び

市
区

町
村

国
際

交
流

協
会

等
の

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

外
国

人
住

民
に

関
わ

る
諸

制
度

や
諸

課
題

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
、
多

文
化

共
生

社
会

の
進

展
に

対
応

で
き

る
た

め
の

知
識

の
習

得
、
関

係
機

関
・
部

局
等

と
の

コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

能
力

及
び

企
画
・
立

案
能

力
の

向
上

を

図
り

ま
す

。
 

研
修

効
果

を
高

め
る

た
め

イ
ン

タ
ー

バ
ル

期
間

を
設

け
、

後
期

に
は

3カ
年

計
画

を
策

定
す

る
と

い
う

実
践

的
な

研
修

で
す

。
 

修
了

者
を

(一
財

)自
治

体
国

際
化

協
会

が
「

多
文

化
共

生
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
」

と
し

て
認

定
し

ま
す

。
 

（
前

期
）

 

・
多

文
化

共
生

に
関

す
る

施
策

の
概

要
 

・
外

国
人

住
民

と
法

制
度

 

（
外

国
人

労
働

者
政

策
、

外
国

人
児

童
・

生
徒

の
教

育
、
医

療
・

保
健

・
福

祉
分

野
、
日

本
語

教
育

等
）
 

・
地

域
課

題
の

リ
サ

ー
チ

と
プ

ラ
ン

づ
く

り
(演

習
) 

（
後

期
）

 

・
地

域
課

題
と

取
り

組
み

に
関

す
る

現
状

の
共

有
 

・
実

地
研

修
（

外
国

人
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、

 

教
育

現
場

で
の

意
見

交
換

）
 

・
事

例
紹

介
(他

文
化

共
生

推
進

プ
ラ

ン
策

定
プ

ロ
セ

ス
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
、

地
域

に
お

け
る

連

携
・

協
働

等
) 

・
多

文
化

共
生

の
た

め
３

ヵ
年

計
画

づ
く

り
(演

習
) 

第 １ 回

 

2
8
年

5
月

9
日

(月
) 

5
月

1
3
日
(
金
) 

５
日

間

(
前
期

) 

2
0
名
 

2
8
年

6
月

2
7
日

(月
) 

7
月

1
日

(金
) 

５
日

間

(
後
期

)  

第 ２ 回

 

28
年

11
月

7
日
(月

) 

11
月

11
日
(金

) 

５
日

間

(
前
期

)  

2
0
名
 

2
9
年

1
月

1
6
日

(月
) 

1
月

2
0
日
(
金
) 

５
日

間

(
後
期

) 

《
上

級
》

 

多
文

化
共

生
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

ス
キ

ル
ア

ッ
プ
コ

ー
ス

 

【
隔

年
実

施
】
 

多
文

化
共

生
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
養

成
コ

ー
ス

の
修

了
者

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

多
文

化
共

生
を

取
り

巻
く

最
新

事
情

を
理

解
す

る
と

と
も

に
、

各
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

実
践

事
例

や
課

題
等

に
つ

い
て

意
見

交
換

を
行

い
、

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

り
ま

す
。

 

2
9
年

2
月

9
日

(木
)－

 

 
 

 
2
月

1
0
日
(
金

) 
２

日
間
 

2
0
名
 

外
国

に
つ

な
が

り
を

持
つ

子

ど
も

た
ち

へ
の
学

習
支

援
 

～
多

様
性

社
会

を
生

き
る

[
次

世
代

〕
の

育
成

～
【

改
定

】 
 （

旧
：

外
国

に
つ

な
が

り
を

持
つ

子
ど

も
た

ち
へ

の
学

習

支
援

（
基

礎
編
）

）
 

自
治

体
職

員
、

地
域

国
際

化
協

会
及

び
市

区
町

村
国

際
交

流
協

会
等

の
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

外
国

に
つ

な
が

り
を

持
つ

子
ど

も
た

ち
を

取
り

巻
く

現
状

に
つ

い
て

の
講

義
や

事
例

紹
介

に
加

え
、

外
国

人
が

多
く

在
住

す
る

地
域

の
教

育
現

場
に

赴
き

、
意

見
交

換
を

行
い

ま
す

。
そ

の
上

で
、

多
様

社
会

に
お

い
て

、
外

国
に

つ
な

が
り

を
持

つ
子

ど
も

た
ち

へ
の

学
習

支
援

や
保

護
者

等
へ

の
支

援
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

現
場

に
お

け
る

課
題

を
共

有
し

、
問

題
解

決
に

繋
が

る
実

践
的

な
支

援
の

方
法

を
考

え
ま

す
。

 

2
8
年

8
月

2
2
日

(月
) 

8
月

2
6
日
(
金
) 

５
日
間
 

3
0
名
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研修だより

-
 2
6 
- 

 区
分
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

多 文 化 共 生

 

災
害
時
に

お
け
る
外

国
人
へ

の
支
援
セ

ミ
ナ
ー
 

自
治
体
職

員
、
地
域

国
際
化

協
会
及
び

市
区
町

村
国
際
交

流
協
会

等
の
職
員

を
対
象

と
し
ま
す

。
 

大
地
震
や

水
害
な
ど

の
大
規

模
災
害
時

の
外
国

人
住
民
を

取
り
巻

く
状
況
を

踏
ま
え

、
支

援
の

た
め
の

仕
組
み

づ

く
り
な
ど

に
つ
い
て

理
解
を

深
め
ま
す
。
ま
た
、
災
害
時

に
お
い

て
、
外
国

人
住
民

を
含
め
た

様
々
な

セ
ク
タ

ー

と
の
連
携

に
よ
る
地

域
防
災

の
あ
り
方

に
つ
い

て
考
え
ま

す
。
 

2
8
年

1
1
月

3
0
日
(
水

) 

1
2
月

2
日
(
金
) 

３
日
間
 

4
0
名

 

 ・
一

般
財
団

法
人
自

治
体
国

際
化
協

会
（
Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｉ
Ｒ

)と
の
共
催

を
予

定
し
て
い

ま
す
。
な

お
、
研
修

費
及

び
交
通
費

の
一
部
が

一
般
財

団
法

人
自
治
体

国
際
化
協

会
（
Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｉ

Ｒ
)か

ら
助
成

さ
れ
る

予
定
で

す
。
 

助
成
に
関

す
る
詳
細

に
つ
い

て
は
、

一
般
財
団

法
人
自
治

体
国
際

化
協

会
（
Ｃ
Ｌ

Ａ
Ｉ
Ｒ

)多
文
化
共

生
部

（
T
EL
0
3-
5
21
3
-1
72
5
）
ま
で

お
問

い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

。
 

医
療
通
訳

の
基
礎
 

【
タ
イ
ト

ル
変
更
】
 

(
旧
：

医
療
通

訳
基
礎

研
修
）
 

自
治
体
職

員
、
地
域

国
際
化

協
会
及
び

市
区
町

村
国
際
交

流
協
会

等
の
職
員

を
対
象

と
し
ま
す

。
 

地
域
に
お

け
る
医
療

通
訳
の

取
り
組
み

を
推
進

す
る
た
め

、
医
療

通
訳
の
概

論
や
先

進
事
例
を

学
ぶ
と

と
も
に

、

ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
等

に
よ
り

情
報
の
共

有
を
図

り
ま
す
。
 

詳
細
日
程

未
定
 

２
日
間
 

3
0
名

 

消 防 職 員 向 け 研 修

 

消
防
職
員

コ
ー
ス
 

～
非
常
時

に
お
け
る

外
国
人

と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
 

  消
防
職
員
（
自

治
体

の
防
災

担
当
職
員

含
む

）
を
対

象
と

し

ま
す
。
 

非
常
時
に

お
い
て
外

国
人
を

救
援
救
助

す
る
活

動
が
迅

速
・
的

確
に
行

え
る

よ
う

、
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力

の

向
上
を
図

る
と
と
も

に
、
そ
の
た

め
に
必

要
な
知

識
や
方
法

等
に
つ
い

て
学
び
ま

す
。
 

  ・
自
治
体

の
危
機
管

理
 

・
災
害
時

に
お
け
る

外
国
人

の
救
援
活

動
 

・
外
国
人

住
民
の
医

療
問
題

と
情
報
提

供
 

・
外
国
人

住
民
か
ら

み
た
日

本
 

・
外
国
人

と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
 

・
自
治
体

の
事
例
紹

介
 

・
施
策
立

案
演
習
 

・
語
学
研

修
 

 
 
共
通

：
英
語
 

 
 
選
択

：
中
国
語

又
は
ポ

ル
ト
ガ
ル

語
 
な

ど
 

2
8
年
５

月
1
8
日

(水
) 

６
月
３
日

(金
) 

 

１
７
日
間
 

 

定
員
 ３
０
名
 

申
込
方
法
 

備
 
 
考
 

次
の
書
類

を
、
各
期
限

ま
で
に

提
出
し
て

く
だ
さ
い

。
（

詳
細

は
、
P8
0を

ご
覧
く
だ

さ
い

。
） 

 ①
年
間
派

遣
計
画
書

の
提
出
 

・
年
間

派
遣
計

画
書
（
様

式
2）
 

【
提
出
期

限
：
 

平
成
2
8年

2月
1
0日

（
水
）
】 

②
研
修
受

講
申
込
み

・
 

研
修
受
講

申
込
書
（

様
式

3）
 

【
申
込
期

限
：
 

平
成
2
8年

4月
8日

（
金
）
】
 

・
語
学
研

修
に
あ
た

っ

て
は
、
語

学
レ
ベ
ル

に

応
じ
た
少

人
数
の
ク

ラ
ス
編
成

に
よ
り
研

修
を
行
い

ま
す
。
ま

た
、
語
学

力
の
程
度

は

問
い
ま
せ

ん
。
 

 上
記

の
ほ

か
に

、
以

下
の

研
修

も
実

施
い

た
し

ま
す

。
 

 
詳

細
は

、
対

象
者

へ
別

途
お

知
ら

せ
し

ま
す

。
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

国
際
消
防

救
助
隊
セ

ミ
ナ
ー
 

大
規
模
災

害
時
に
お

け
る
国

際
協
力
の

た
め
の

国
際
消
防

救
助
隊

の
一
層
の

充
実
を

図
る
た
め

、
そ
の

意
義
や
救

助
活
動

等
に
つ
い

て
学
び

ま
す
。
 

Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ

ロ
グ
ラ
ム

翻
訳
・

通
訳
講
座

の
集
合

研
修
 

[
英
語

] 
自

治
体
に

お
い
て
語

学
指
導

や
国
際
交

流
事
業

に
従
事
し

て
い
る

J
ET
プ
ロ
グ

ラ
ム
参

加
者
を
対

象
に
、

翻
訳
・
通

訳
技
法

の
研
修
を

行
い
ま

す
。
 

Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ

ロ
グ
ラ
ム

翻
訳
・

通
訳
講
座

の
集
合

研
修
 

[
中
国

語
・
韓

国
語
]
 

協
力
交
流

研
修
員
研

修
コ
ー

ス
 

協
力
交
流

研
修
員
と

し
て
来

日
し
た
外

国
の
地

方
自
治
体

等
の
職

員
を
対
象

に
、
日

本
語
、
日

本
の
地

方
自
治
制

度
、
日

本
文
化
の

理
解
等

に
関
す
る

研
修
を

行
い
ま
す

。
 

地
方
公
務

員
海
外
派

遣
プ
ロ

グ
ラ
ム
サ

ポ
ー
ト

研
修
 

「
地
方
公

務
員
海
外

派
遣
プ

ロ
グ
ラ
ム

」
の
参

加
者
を
対

象
に
、

事
前
研
修

（
海
外

派
遣
前
の

教
養
研

修
及
び
語

学
研
修

）
及
び
事

後
研
修

（
成
果
報

告
会
な

ど
）
を
実

施
し
ま

す
。
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研修だより

-
 2

7 
- 

 公
共

政
策

技
法

研
修

 
（
個

別
分

野
を

超
え

て
全

て
の

公
共

政
策

に
共

通
す

る
政

策
過

程
（

プ
ロ

セ
ス

）
に

着
目

し
、

企
画

立
案

、
実

施
、

評
価

等
の

意
義

や
相
互

の
つ

な
が

り
、

各
手

法
等

に
つ

い
て

学
び

、
 

政
策

形
成

能
力

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

研
修

を
実

施
す

る
。

）
 

 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

公
共
政
策

エ
ッ
セ
ン

ス
講
座
 

～
政
策
の

立
案
～
 

公
共
政
策

を
立
案
す

る
に
は

、
問

題
の

本
質
を

明
ら
か
に

し
た
う

え
で

、
中
・
長

期
的

、
総
合

的
な
視

点
か
ら
解

決
策
を
幅

広
く
検
討

す
る
必

要
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
研
修

で
は

、「
公

共
と
は

何
か
」

と
い
う
問

い
を
出

発
点
と

し
て
、
公
共

政
策
の

基
本
的

な
考
え
方
、
政
策
過

程
の
各

段
階
の

異
議
と
重

要
ポ
イ

ン
ト
、
政

策
目
的

と
手
段

と

の
関
係
な

ど
に
つ
い

て
学
び

ま
す
。
さ

ら
に
、
具

体
の
政

策
立
案

方
法
を
学

ぶ
と
と

も
に
、
政

策
立
案

に
必
要

と

な
る
種
々

の
統
計
資

料
の
読

み
解
き
方

や
政
策

立
案
へ
の

活
用
法

に
つ
い
て

も
理
解

を
深
め
ま

す
。
 

2
8
年

9
月

1
2
日

(月
) 

9
月

1
6
日
(
金
) 

５
日
間
 

3
0
名

 
 

事
務
事
業

評
価
の
活

用
 

～
実
践
上

の
課
題
と

対
応
～
 

（
イ
ン
タ

ー
バ
ル
研

修
）
 

事
務
事
業

評
価
を
担

当
す
る

課
の
職
員

を
対
象

と
し
ま
す

。
 

政
策
過
程

に
お
い
て

重
要
と

さ
れ
る
評

価
に
つ

い
て
、
こ

の
研
修

で
は
、
事

務
事
業

評
価
の
意

義
や
基

本
的
な

考

え
方
、
成
果

指
標
の

設
定
や

庁
内
に
お

け
る
推

進
体
制
、
さ

ら
に
は

、
評
価

結
果
の

具
体
的
な

活
用
方

法
等
に

つ

い
て
学
ぶ

講
義
・
演

習
等
を

実
施
し
ま

す
。
事
務

事
業
評

価
を
円

滑
に
導
入

し
て
い

く
た
め
の

実
践
上

の
課
題

を

発
見
し
、

そ
の
解
決

能
力
を

養
成
し
ま

す
。
 

研
修
効
果

を
高
め
る

た
め
に

イ
ン
タ
ー

バ
ル
期

間
を
設
け

、
前
期

と
後
期
の

2回
に
分
け

て
実
施

し
、
イ

ン
タ
ー

バ
ル
期
間

中
の
取
り

組
み
に

つ
い
て
は

後
期
の

研
修
で
フ

ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
を

行
い
ま

す
。
 

2
8
年

5
月

3
1
日

(火
) 

6
月

3
日

(金
) 

4
日

間
 

（
前

期
）

 

3
0
名

 

 

2
8
年

1
0
月

2
6
日
(
水

) 

1
0
月

2
7
日

(木
) 

2
日

間
 

（
後

期
）
 

行
政
評
価
を
核
と
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

～
予
算
・
決
算
、
総
合

計
画
へ

の
活
用

～
【
改
定

】
 

 （
旧
：
行

政
経
営
シ

ス
テ
ム

の
構
築
 

～
行
政
評

価
を
活
用

し
た
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
～
）
 

事
務
事
業

評
価
を
既

に
導
入

済
み
の
自

治
体
に

お
い
て
評

価
に
関

す
る
実
務

経
験
が

原
則
と
し

て
1
年
以
上

の
職

員
を
対
象

と
し
ま
す

。
 

人
口
減
少

時
代
に
お

い
て
、
自

治
体
が

行
政
資

源
を
有
効

に
活
用

し
、
施
策

や
事
務

事
業
を
的

確
に
選

択
す
る

た

め
に
は

、
行
政

評
価

を
核
と

す
る
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
を
行
っ

て
い
く

こ
と
が
求

め
ら
れ

て
い
ま
す

。
こ

の
研
修

で
は

、

行
政
評
価

を
予
算
編

成
や
決

算
審
査
、
ま

た
、
総
合

計
画

や
地
方

版
総
合
戦

略
の
進

捗
管
理
等

に
効
果

的
に
活

用

し
て
い
く

た
め
に
、
自

治
体
が

直
面
す

る
様
々

な
課
題
に

つ
い
て

の
解
決
方

策
や
施

策
評
価
の

導
入
方

法
、
さ

ら

に
は
行
政

評
価
を
核

と
す
る

マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を

構
築
す
る

手
法
に

つ
い
て
学

び
ま
す

。
 

2
8
年

7
月

2
7
日

(水
) 

7
月

2
9
日
(
金
) 

３
日
間

 
3
0
名

 

  

自
治
体
職

員
の
た
め

の
デ
ー

タ
分
析

の
基
本
 

【
新
規
】
 

地
域
の
課

題
解
決
や

住
民
へ

の
説
明
な

ど
様
々

な
場
面
に

お
い
て

、
自

治
体

職
員
に

も
統
計
の

知
識
と

ス
キ
ル

が

求
め
ら
れ

て
い
ま
す

。
こ

の
研
修

で
は

、
統

計
に
関

す
る

基
本
的

な
知
識
や

技
能

、
活
用

法
を

学
び

、
統
計

デ
ー

タ
の
正
し

い
読
み
解

き
方
や

表
計
算
ソ

フ
ト
を

使
っ
た
基

本
的
な

統
計
資
料

の
作
成

、
デ

ー
タ

の
分
析

等
が
で

き

る
よ
う
に

な
る
こ
と

を
目
指

し
ま
す
。
 

2
8
年

6
月

2
0
日

(月
)－

 

 
 
 

6
月

2
2
日
(
水

) 
３

日
間
 

3
0
名

 

 

自
治
体
職

員
の
た
め

の
マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ
の
基

本
 

 
 

行
政
施
策

に
「
最
少

の
費
用

で
最
大
の

効
果
を

出
す
こ
と
」
が
強
く

求
め
ら

れ
る
時

代
に
お
い

て
、
施
策

の
対

象

を
明
確
に

し
、
自
ら

の
自
治

体
の
強
み
・
弱
み
等

を
把
握

す
る
こ

と
に
よ
り
、
施
策
の

立
案
か

ら
広
報

等
を
よ

り

効
果
的
に

行
う
必
要

が
あ
り

ま
す
。
そ

の
た
め

に
は
マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ
手
法

の
導
入

が
効
果
的

で
す
。
こ

の
研

修

で
は
、
マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ
の

基
礎
的
な

手
法
や

知
識
を
習

得
す
る

た
め
に
、
講

義
に
加

え
て
、
行

政
施
策

へ
の

導

入
事
例
を

交
え
て
学

び
ま
す

。
 
 

2
8
年

1
0
月

1
7
日
(
月

)

―
 

1
0
月

1
9
日

(金
)  

３
日
間
 

3
0
名
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研修だより

-
 2

8 
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 政
策

・
実

務
研

修
 

（
特
定
の
政
策
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の
企
画
立
案
能
力
や
実
践
的
な
業
務
遂
行
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
。
）
 

○
組
織
・
経
営
改
革
、
職
場
の
活
性
化
 
○
災
害
対
応
・
危
機
管
理
○
人
材
育
成
・
人
事
 
○
行
政
経
営
・
公
営
企
業
 
○
法
務
・
選
挙
・
監
査
○
税
務
等
 
○
財
政
・
財
務
 
 

○
企
画
・
協
働
・
ま
ち
づ
く
り
 
○
産
業
振
興
 
○
福
祉
 

区
分
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

 組 織 ・ 職 場 の 活 性 化
 

学
習

す
る

組
織

を
目

指
し

て
 

環
境

の
変

化
や

地
域

の
実

情
に

合
っ

た
政

策
を

的
確

に
打

ち
出

し
、

実
行

し
て

い
く

た
め

に
、

自
治

体
に

も

自
律

的
に

価
値

観
や

思
考

様
式

等
の

変
革

を
行

い
、

ま
た

、
そ

の
た

め
に

必
要

な
知

識
を

自
ら

学
び

、
成

長

す
る

こ
と

を
促

す
よ

う
な

組
織

づ
く

り
、

す
な

わ
ち

「
学

習
す

る
組

織
」

を
目

指
し

た
組

織
づ

く
り

が
求

め

ら
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

「
学

習
す

る
組

織
」

の
考

え
方

を
踏

ま
え

、
組

織
内

の
オ

ー
プ

ン
な

対

話
に

よ
る

人
材

育
成

や
組

織
開

発
等

の
手

法
に

つ
い

て
、

実
践

的
な

講
義

、
演

習
を

通
し

て
学

び
、

「
学

習

す
る

組
織

」
を

志
向

し
た

組
織

づ
く

り
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

 

2
8
年

7
月

1
9
日

(火
)ー

 

 
 

7
月

2
1
日

(木
) 

３
日

間
 

4
0
名

 

 

職
場

の
チ

ー
ム

力
ア

ッ
プ

 

 

地
域

の
実

情
に

あ
っ

た
政

策
を

的
確

か
つ

迅
速

に
企

画
・

実
行

す
る

た
め

に
は

、
メ

ン
バ

ー
が

相
互

に
信

頼

関
係

を
築

き
、

協
働

し
て

課
題

に
取

り
組

み
、

成
果

を
上

げ
る

こ
と

が
で

き
る

「
強

い
組

織
」

を
つ

く
る

こ

と
が

必
要

で
す

。
そ

こ
で

、
こ

の
研

修
で

は
、

職
場

の
チ

ー
ム

力
ア

ッ
プ

を
目

指
し

た
組

織
づ

く
り

・
場

づ

く
り

の
方

法
に

つ
い

て
、

参
加

体
験

型
学

習
を

通
じ

て
考

え
ま

す
。

 

2
8
年

5
月

1
6
日

(月
)ー

 

 
 

 
5
月

1
7
日

(
火

) 
２

日
間
 

3
0
名

 

 

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
フ

ォ
ー

カ

ス
に

よ
る

解
決

構
築

 
 

～
職

場
の

笑
顔

と
成

果
を

増
や

す
～

 

（
イ

ン
タ

ー
バ

ル
研

修
）

 

「
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

フ
ォ

ー
カ

ス
」
と

は
、
現

状
の

問
題

点
に

注
目

す
る

原
因

追
求

型
で

は
な

く
、
目

標
（

目

指
す

と
こ

ろ
）
に

焦
点

を
当

て
な

が
ら

、
課

題
の

解
決

を
図

ろ
う

と
す

る
手

法
で

す
。
自

治
体

に
お

い
て

も
、

職
場

の
活

性
化

を
は

じ
め

、
政

策
形

成
、
住

民
と

の
協

働
に

よ
る

地
域

の
活

性
化

等
、「

ソ
リ

ュ
ー

シ
ョ

ン
フ

ォ
ー

カ
ス

」
を

活
用

で
き

る
場

面
は

数
多

く
あ

り
ま

す
。
こ

の
研

修
で

は
、
参

加
型

学
習

に
よ

り
、「

ソ
リ

ュ

ー
シ

ョ
ン

フ
ォ

ー
カ

ス
」

に
つ

い
て

の
考

え
方

を
学

び
、

各
自

の
課

題
解

決
に

応
用

し
ま

す
。

 

研
修

効
果

を
高

め
る

た
め

に
、
イ

ン
タ

ー
バ

ル
期

間
を

設
け

、
前

期
と

後
期

の
2
回

に
分

け
て

実
施

し
、
イ

ン

タ
ー

バ
ル

期
間

中
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

は
後

期
の

研
修

で
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

い
ま

す
。

 

 
2
8
年

1
0
月

2
4
日

(
月

)ー
 

 
 

 
1
0
月

2
5
日

(火
) 

２
日

間
 

（
前

期
）
 

3
6
名

 

 

2
8
年

1
1
月

2
4
日

(
木

)ー
 

 
 

 
1
1
月

2
5
日

(金
) 

２
日

間

（
後

期
）
 

 

災 害 対 応 ・ 危 機 管 理

 

地
域

住
民

の
防

災
力

向
上

～

平
時

か
ら

の
取

り
組

み
～

 

地
震

や
記

録
的

な
豪

雨
に

よ
り

、
甚

大
な

被
害

が
発

生
し

て
い

ま
す

。
耐

震
や

治
水

対
策

と
い

っ
た

ハ
ー

ド

対
策

は
行

政
の

最
も

重
要

な
施

策
の

一
つ

で
す

。
し

か
し

、
一

旦
大

災
害

が
発

生
す

る
と

、
公

が
で

き
る

こ

と
に

は
限

界
が

あ
り

、
自

助
と

共
助

が
非

常
に

重
要

で
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

地
域

住
民

の
防

災
力

向
上

の

た
め

に
、

平
時

か
ら

行
政

が
ど

の
よ

う
な

取
り

組
み

を
進

め
て

い
く

か
、

教
育

分
野

と
の

連
携

も
含

め
て

考

え
ま

す
。

 

2
8
年

5
月

3
0
日

(月
)ー

 

 
 

6
月

1
日

(
水

)
 

３
日

間
 

4
0
名

 

 

災
害

発
生

時
の

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
～

対
策

本
部

の
運

営
～

 

 

災
害

発
生

時
に

対
策

本
部

に
参

集
す

る
職

員
を

対
象

に
実

施
し

ま
す

。
 

災
害

へ
の

初
動

対
応

期
（

地
震

の
場

合
 

発
災

後
7
2時

間
）

で
は

、
災

害
対

策
本

部
に

お
け

る
迅

速
か

つ
的

確
な

判
断

が
重

要
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
避

難
勧

告
・

指
示

の
発

令
、

初
動

対
応

期
の

情
報

収
集

、
国

・

都
道

府
県

・
他

市
町

村
へ

の
連

絡
・

連
携

、
緊

急
時

の
マ

ス
コ

ミ
対

応
等

の
事

例
を

交
え

な
が

ら
、

災
害

対

策
本

部
に

お
け

る
ト

ッ
プ

の
判

断
を

サ
ポ

ー
ト

で
き

る
職

員
の

能
力

養
成

を
図

り
ま

す
。

 

2
9
年

3
月

1
日

(水
)ー

 

 
 

 
3
月

3
日

(金
) 

３
日

間
 

3
0
名

 

 

災
害

発
生

後
の

市
町

村
の

役

割
～

復
旧

か
ら

復
興

へ
～

 

 

初
動

対
応

期
（

地
震

の
場

合
 

災
害

発
生

後
72

時
間

）
以

降
は

、
い

か
に

迅
速

に
復

旧
し

、
復

興
を

図
っ

て

い
く

か
が

行
政

に
と

っ
て

最
重

要
課

題
と

な
っ

て
き

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

被
災

後
の

復
旧

か
ら

復
興

ま

で
の

被
災

者
対

応
（

避
難

所
運

営
、

仮
設

住
宅

、
心

の
ケ

ア
等

）
や

他
帰

還
と

の
連

携
等

に
つ

い
て

、
事

例

を
交

え
な

が
ら

学
び

ま
す

。
 

2
8
年

1
1
月

7
日

(月
)ー

 

 
 

 
 

1
1
月

9
日

(水
) 

３
日

間
 

4
0
名

 

 

自
治
体
の
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対

策
 

～
サ

イ
バ

ー
攻

撃
等

か
ら

情
 

 
 

 

報
を

ど
う

守
る

か
～

【
新

規
】
 

自
治

体
で

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

を
担

当
す

る
職

員
等

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

の
運

用
が

始
ま

る
中

、
自

治
体

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
は

こ
れ

ま
で

に
増

し
て

万
全

を
期

す

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

ま
す

。
特

に
、

日
々

進
化

す
る

サ
イ

バ
ー

攻
撃

に
対

し
て

自
治

体
が

ど
う

対
処

す
る

べ

き
か

、
サ

イ
バ

ー
攻

撃
や

そ
れ

の
対

策
の

最
新

情
報

を
学

び
ま

す
。

 

2
8
年

6
月

8
日

(水
)－

 

 
 

 
6
月

1
0
日

(
金

) 
３

日
間
 

5
0
名

 

 

災
害

時
に

お
け

る
外

国
人

へ

の
支

援
セ

ミ
ナ

ー
 

［
（

2
）

国
際

文
化

研
修

の
多

文
化

共
生

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

(
56

・
5
7ペ

ー
ジ

)］
 

2
8
年

1
1
月

3
0
日

(
水

)－
 

 
 

 
1
2
月

2
日

(金
) 

３
日

間
 

4
0
名

 
 

     



77

研修だより

-
 2
9 
- 

 区
分
 

研
修

名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

人 材 育 成 ・ 人 事

 

職
員

の
や

る
気

を
引

き
出

す

自
治
体
人

事
戦
略
 

人
事
制
度

改
革
に
携

わ
る
人

事
担
当
課

の
職
員

を
対
象
と

し
ま
す

。
 

職
員
の
や

る
気
を
引

き
出
し

、
職

員
一

人
ひ
と

り
の
能
力

を
最
大

限
に
生
か

す
た
め

に
は

、
人

材
確
保

か
ら
育

成
・
登
用
・
退

職
ま

で
、
人

事
制
度
を

総
合
的

に
考
え
る

こ
と
が

必
要
で
す

。
こ
の

研
修
で
は

、
先
進

自
治

体

の
事
例
等

を
参
考
に

し
な
が

ら
、
組
織

の
目
標

や
戦
略
を

明
確
に

し
た
上
で

、
人
事

評
価

、
給

与
、
昇

進
、
研

修
等
の
各

種
制
度
の

あ
り
方

を
見
直
し

、
人

事
制
度

を
ト

ー
タ
ル

に
構
築
・
運
用

で
き
る

能
力

の
向
上

を
図
り

ま
す
。
 

2
8
年

8
月

2
2
日

(
月
)
－
 

 
 
 
8
月

2
5
日
(
木
)
 
 

4
日
間

 
3
0
 

 

人
事

評
価

制
度

と
そ

の
運

用

の
実
際
 

人
事
評
価

制
度
を
所

管
し
て

い
る
人
事

担
当
課

の
職
員
を

対
象
と

し
ま
す
。
 

受
講
者
同

士
の
積
極

的
な
討

議
を
通
し

、
人

事
評
価

制
度

の
意
義

、
能

力
評

価
と
業

績
評
価
に

つ
い
て

制
度
全

般
を
理
解

し
た
上
で
、
人
事
評

価
を
異

議
あ
る

も
の
と
し

て
機
能

さ
せ
る
た

め
に
必

要
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン
の
あ
り

方
に
つ
い

て
学
び

、
自

ら
の

自
治
体

の
状
況
を

踏
ま
え

た
人
事
評

価
制
度

の
改
選
し

、
運

用
で
き

る

能
力
の
養

成
を
図
り

ま
す
。
 

2
8
年

7
月

2
5
日

(
月
)
－
 

 
 
7
月

2
8
日
(
木
)
 
 

4
日
間

 
3
0
 

 

人
事
評
価

制
度
の
実

践
 

～
納

得
性

を
高

め
る

た
め

の

評
価
者
訓

練
～
 

人
事
評
価

の
評
価
者

訓
練
を

行
う
職
員

を
対
象

と
し
ま
す

。
 

人
事
評
価

の
運
用
に

あ
た
り

、
評

価
者

の
能
力

を
高
め
る

た
め
の

評
価
者
訓

練
を
行

う
こ
と
が

重
要
で

す
。
こ

の
研
修
で

は
、
実
践

的
な
評

価
者
訓
練

に
焦
点

を
あ
て
、
具

体
的
な

事
例
を

交
え
、
実

際
に
市

町
村
等

で
評
価

者
訓
練
を

行
う
方
を

対
称
に

、
評
価
者

訓
練
尾

ス
キ
ル
向

上
を
図

り
ま
す
。
 

2
8
年

5
月

1
2
日

(
木
)
－
 

 
 
 
5
月

1
3
日
(
金
)
 

2
日
間

 
3
0
 

 

働
き
方
改

革
 

～
満

足
度

を
高

め
、

能
力

方

を
発
揮
す

る
た
め
に

～
 

【
新
規
】
 

職
員
の
働

き
方
を
考

え
る
担

当
課
の
職

員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

少
子
高
齢

化
の
進
展

等
に
よ

り
人
口
構

成
が
大

き
く
変
化

す
る
と

と
も
に
、
仕

事
に
対

す
る
価

値
観
も

多
様

化

し
て
い
ま

す
。
様
々

な
背
景
・
事
情
等

に
よ
り

仕
事
に
対

し
て
制

約
を
持
つ

人
々
も

社
会
参
加

し
、
生
き

生
き

と
働
く
こ

と
が
で
き

る
、
働
き
や

す
い

職
場
環

境
等
を
い

か
に
整

え
て
い
く

か
が
重

要
に
な
っ

て
き
ま

す
。
職

員
の
満
足

度
を
高
め

、
そ
れ

ぞ
れ
の
持

つ
能
力

を
発
揮
で

き
る
働

き
方
に
つ

い
て
考

え
ま
す
。
 

2
8
年

8
月

8
日
(
月
)
－
 

 
 
 
8
月

1
0
日
(
水
)
 
 

3
日
間

 
4
0
 

 

ス
ト

レ
ス

チ
ェ

ッ
ク

を
活

用

し
た
職
場

の
改
善
【

新
規
】
 

平
成

2
7
年

1
2
月

1
日

に
労
働

安
全
衛

生
法
の

一
部
を
改

正
す
る

法
律
が
施

行
さ
れ

、
従
業
員

5
0
人
以
上

の

職
場
で
は

、
ス

ト
レ

ス
チ
ェ

ッ
ク
の
実

施
が
義

務
化
さ
れ

て
い
ま

す
。
ス
ト

レ
ス
が

高
い
状
態

の
場
合

は
医
師

の
面
接
を

受
け
た
り
、
仕
事
の

軽
減
、
職

場
環
境

の
改
善

に
繋
げ

る
な
ど
、
メ

ン
タ
ル

ヘ
ル
ス

の
不
調

を
未
然

に
防
ぐ
制

度
と
し
て

導
入
さ

れ
て
い
ま

す
。
こ
の
研

修
で

は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

職
場
で

の
ス
ト
レ

ス
チ
ェ

ッ
ク
を

ど
の
よ
う

に
進
め
、

そ
の
結

果
を
活
用

し
て
い

か
に
快
適

な
職
場

環
境
を
つ

く
る
か

に
つ
い
て

考
え
ま

す
。
 

2
8
年

5
月

2
3
日

(
月
)
－
 

 
 
 
5
月

2
4
日
(
火
)
 

2
日
間

 
4
0
 

 

行 政 経 営 ・ 公 営 企 業

 

人
口

減
少

を
前

提
と

し
た

こ
れ

か
ら

の
自

治
体

経
営
 

い
わ
ゆ
る
「

消
滅
可

能
性
都

市
」
リ
ス

ト
の
公

表
を
機
に
、
人
口
減

少
問
題

が
全
国

の
ほ
と
ん

ど
の
自

治
体
の

主
要
課
題

と
し
て
認

識
さ
れ

て
き
ま
し

た
。
こ
の
研

修
で

は
、
自
治
体

経
営

を
左
右

す
る
人
口

減
少
問

題
に
つ

い
て
理
解

し
た
上
で

、
人

口
減
少

に
伴

う
様
々

な
課
題
を

踏
ま
え

て
い
か
に

自
治
体

を
経
営
し

て
い
く

か
、
フ

ァ
シ
リ
テ

ィ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

の
視
点
や

民
間
的

経
営
手
法

等
、
様

々
な
事
例

を
交
え

な
が
ら
理

解
し
ま

す
。
 

2
9
年

1
月

2
5
日

(
水
)
－
 

 
 
 
1
月

2
7
日
(
金
)
 

 

3
日
間
 

 

4
0
 

 
 

人
口

減
少

社
会

に
お

け
る

フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

～
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計

画
の
運
用

～
【
改
訂

】
 

（
旧

：
自

治
体

の
ﾌｧ
ｼ
ﾘ
ﾃ
ｨ
ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞ
ﾒ
ﾝ
ﾄ
～

公
共

施
設

等
総

合

管
理
計
画

策
定
～
）
 

公
共
施
設

等
総
合
管

理
計
画

を
策
定
し

た
（
も

し
く
は
策

定
中
）

の
自
治
体

職
員
を

対
象
と
し

ま
す
。
 

公
共
施
設

等
の
老
朽

化
対
策

が
喫
緊
の

課
題
で

あ
る
一
方
、
自
治
体

の
財
政

は
依
然

と
し
て
厳

し
い
状

況
に

あ

る
中
、
総
務
省

に
よ

り
公
共

施
設
等
総

合
管
理

計
画
の
策

定
が
求

め
ら
れ
、
各
自

治
体
で

対
応

さ
れ
て

い
る
と

こ
ろ
で
す
。
こ
の
研

修
で
は
、
公
共
施

設
等
総

合
管
理
計

画
を
策

定
後
、
実

際
に
ど

の
よ
う
に

計
画
を

進
め
て

い
く
か
考

え
ま
す
。
 

2
8
年

1
0
月

1
3
日
(
木
)

－
 

 
 
 
1
0
月

1
4
日
(
金
)
 
 

2
日
間

 
4
0 

 

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

に

向
け
た
実

務
 

地
方
公
営

企
業
法
（

財
務

規
定
等

）
を

適
用
し

て
い
な
い

下
水
道

事
業
や
簡

易
水
道

事
業
等
の

公
営
企

業
担

当

職
員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

地
方
公
営

企
業
法
を

任
意
適

用
し
て
い

る
先
進

事
例
や
取

り
組
み

の
紹
介
、
簿

記
の
基

礎
や
財

務
諸
表

の
作

成

演
習
を
通

じ
て
、
地

方
公
営

企
業
法
の

適
用
に

向
け
た
実

践
的
な

業
務
・
知

識
を
習

得
し
ま
す

。
 

2
8
年

7
月

6
日
(
木
)
－
 

 
 
 
7
月

8
日

(
金
)
 
 

3
日
間

 
5
0 

総
務
省
と
の
共

催
を
予

定
し
て
い
ま
す

 

地
方
公
営

企
業
経
営

の
基
本
 

～
財

務
会

計
と

新
経

営
手

法
～
 

地
方
公

営
企

業
法

を
適
用
ま
た
は
任

意
適
用
し
て
い
る

地
方
公
営
企
業
担

当
部
署
の
初
任
者

を
対
象
と
し
ま
す

 

地
方
公
営

企
業
を
め

ぐ
る
最

近
の
動
向

と
併
せ

て
、
地
方

公
営
企

業
の
基
本

的
な
制

度
の
概
要

及
び
財

務
会

計

制
度
、
さ

ら
に
は
、
経
営
戦

略
の
策
定

、
民
間

的
手
法
な

ど
経
営

に
関
す
る

講
義
・
演
習
に
よ

り
、
地

方
公

営

企
業
に
関

わ
る
基
礎

知
識
の

習
得
及
び

実
務
遂

行
能
力
の

向
上
を

図
り
ま
す

。
 

2
8
年

6
月

1
5
日

(
水
)
 

 
 
 
6
月

1
7
日
(
金
)
 
 

3
日
間

 
1
0
0 

地
方

公
営

企
業

連
絡

協
議

会
と

の
共

催
を

予
定
し
て
い
ま

す
。
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        区 分
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

行 政 経 営 ・

 

公 営 企 業

 

こ
れ

か
ら

の
地

方
公

営
企

業
経

営
戦

略
 

 

地
方

公
営

企
業

担
当

職
員

（
主

と
し

て
１

年
以

上
在

籍
し

、
財

務
諸

表
作

成
の

経
験

の
あ

る
方

）
を

対
象

と

し
ま

す
。

 

平
成

2
6
年

8
月

29
日

に
公

表
さ

れ
た

「
公

営
企

業
の

経
営

に
当

た
っ

て
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
に

お
い

て
策

定
が

求
め

ら
れ

て
い

る
経

営
戦

略
に

つ
い

て
、

事
例

等
を

通
し

て
そ

の
策

定
や

経
営

の
見

直
し

方
法

を

学
び

、
今

後
の

各
団

体
に

お
け

る
持

続
可

能
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

資
す

る
知

識
を

習
得

し
ま

す
。

ま
た

、

今
後

、
人

口
減

少
や

施
設

の
老

朽
化

が
進

む
中

で
、

公
営

企
業

が
持

続
的

な
経

営
を

行
っ

て
い

く
た

め
に

、

民
間

的
経

営
手

法
や

ス
ト

ッ
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

等
の

知
識

を
習

得
し

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

31
日
(
水
)
－
 

 
 
9
月

2
日
(
金
)
 

3
日
間

 
5
0 

総
務
省
と
の
共

催
を
予

定
し
て
い
ま
す

 

法 務 ・ 選 挙 ・ 監 査

 

法
令

実
務

A 

～
法

務
の

基
礎

と
実

務
（

改
正

演
習

を
中

心
に

）
～

 

【
J
AM

P
共

同
実

施
】

(
注

1
）

 

 自
治

体
職

員
と

し
て

知
っ

て
お

く
べ

き
行

政
実

務
に

関
連

す
る

基
礎

的
な

法
知

識
の

習
得

を
目

指
し

ま
す

。

法
令

の
解

釈
、

運
用

等
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
講

義
や

法
令

改
正

演
習

に
よ

り
、

基
本

的
な

法
務

能
力

を

身
に

つ
け

ま
す

。
 

2
8
年

6
月

1
3
日

(月
)－

  
4
日

間
 

   5
日

間
 

5
0 

申
込

期
間

は
、

平
成

2
8
年

4
月

日
(金

)～
4
月

2
8
日
（

木
）
で

す
。  

詳
細

は
P
8
0
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

 
 

6
月

1
6
日

(木
)
  

【
JA
MP

実
施
日

程
】
 

2
8
年

5
月

2
3
日

(月
)－

  

 
 

 
5
月

2
7
日

(
金

) 
 

 8
0 

法
令

実
務

B 

～
法

務
の

応
用

と
実

践
～

 

【
J
AM

P
共

同
実

施
】

(
注

1
）

 

＊
「

法
令

実
務

A」
の

修
了

者
、

ま
た

は
、

主
と

し
て

1
年

以
上

の
法

令
実

務
経

験
を

有
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

 地
方

分
権

の
進

展
に

伴
う

自
治

体
法

務
の

動
向

や
法

令
の

立
案

・
審

査
に

要
す

る
体

系
的

な
知

識
、

行
政

訴

訟
へ

の
適

切
な

対
応

方
法

等
を

学
ぶ

講
義

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

課
題

解
決

の
た

め
の

条
例

立
案

・
改

正

演
習

を
通

じ
て

、
実

践
的

な
立

法
技

術
の

向
上

や
政

策
法

務
能

力
の

養
成

を
図

り
ま

す
。

ま
た

、
研

修
の

中

で
、

受
講

者
の

地
方

自
治

法
、

行
政

法
等

の
法

令
知

識
の

客
観

的
な

理
解

レ
ベ

ル
を

確
認

し
ま

す
。

 

2
8
年

1
0
月

1
1
日

(
火

)－
  

 
 

 
1
0
月

2
1
日

(金
)
  

11
日

間
 

 5
0 

申
込

期
間

は
、
平

成
2
7
年

4
月

1

（
水

）
～

7
月

3
1
日
（

金
）
で

す
。

詳
細

は
P
7
0
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

【
JA
MP

実
施
日

程
】
 

○
2
8
年

8
月

3
0
日

(火
) 

－
9
月

9
日

(金
) 

○
2
8
年

1
1
月

2
9
日

(火
) 

ー
1
2
月

9
日

(金
) 

5
0 

5
0 

訴
訟

等
実

務
 

訴
訟

等
に

係
わ

る
基

礎
的

知
識

を
有

す
る

職
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

地
方

分
権

の
進

展
に

よ
り

、
自

治
体

が
独

自
に

法
的

判
断

を
行

っ
た

り
、

紛
争

事
件

を
処

理
す

る
局

面
が

増

大
し

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

講
義

や
答

弁
書

の
作

成
な

ど
の

実
践

的
な

課
題

演
習

を
通

じ
、

住
民

監

査
請

求
・

住
民

訴
訟

等
行

政
訴

訟
に

的
確

に
対

処
す

る
た

め
の

実
務

遂
行

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
 

2
8
年

1
0
月

2
4
日

(
月

)－
 

 
 

 
1
0
月

2
8
日

(金
)
  

5
日

間
 

3
0
 

 

選
挙

事
務

 

【
J
AM

P
共

同
実

施
】

(
注

1
）

 

選
挙

事
務

の
担

当
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

選
挙

制
度

を
め

ぐ
る

諸
問

題
、

選
挙

執
行

の
実

務
、

政
治

活
動

と
選

挙
運

動
な

ど
に

関
す

る
講

義
、

演
習

等

に
よ

り
、

選
挙

事
務

の
運

営
に

必
要

な
専

門
的

知
識

の
習

得
及

び
実

務
遂

行
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

 

2
8
年

1
1
月

8
日

(火
)－

 

1
1
月

1
6
日

(水
) 
 

9
日
間
 

 

5
0
 

 
 
 

 
 
 

5
0
 

 

申
込

期
間

は
、
平

成
2
8
年

4
月

1

（
金

）
～

7
月

2
9
日
（

金
）
で

す
。

詳
細

は
P
8
0
を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
 

[J
AM

P
実
施

日
程
】
 

2
8
年

2
月

2
3
日

(火
)－

 

2
8
年

3
月

2
日

(水
) 

行
政

不
服

審
査

～
行

政
不

服
審

査
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
に

～
【

改
定

】
 

（
旧

：
行

政
不

服
審

査
～

行
政

不
服

審
査

法
の

見
直

し
を

受
け

て
～

）
 

約
5
0
年

ぶ
り

に
全

部
改

正
さ

れ
た

行
政

不
服

審
査

法
に

つ
い

て
、
平

成
2
8
年

施
行

が
予

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

公
平

性
・

使
い

や
す

さ
の

向
上

、
国

民
の

救
済

手
段

の
充

実
・

拡
充

の
観

点
か

ら
、

審
理

員
制

度
の

導
入

や

有
識

者
か

ら
な

る
第

三
期

間
の

設
置

、
不

服
申

立
て

の
手

続
き

を
審

査
請

求
へ

一
元

化
す

る
な

ど
の

大
幅

な

改
正

が
行

わ
れ

る
な

か
、

そ
れ

ぞ
れ

の
市

町
村

で
行

政
不

服
審

査
法

の
を

い
か

に
適

切
か

つ
円

滑
に

実
施

し

て
い

く
か

学
び

ま
す

。
 

2
8
年

6
月

1
日

(水
) 

 
 

 
6
月

2
日

(木
)
  

2
日

間
 

3
0
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区
分
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

法 務 ・ 選 挙 ・ 監 査

 

自
治

体
の

内
部

統
制

と
監

査

機
能
 

自
治
体
の

行
財
政
運

営
の
透

明
性
を
高

め
、
リ
ス

ク
を
予

防
・
抑
制

す
る
た

め
、
内
部

統
制
の

体
制
整

備
が
求

め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ

の
研
修

で
は
、
内

部
統
制

の
基
本

的
な
考

え
方
や
仕

組
み
、
具

体
的
な

取
り
組

み
方
法

や
導
入
に

お
け
る
重

要
な
論

点
を
学
び

ま
す

。
さ
ら

に
、
内
部

統
制
の

目
的

を
達
す

る
た
め
に

必
要
不

可
欠
な

仕
組
み
で

あ
る
監
査

機
能
の

あ
り
方
に

関
す
る

講
義
・
演

習
等
を

行
い

、
内

部
統
制

の
制
度
構

築
と
監

査
機
能

の
充
実
・

強
化
に
的

確
に
対

応
で
き
る

実
務
能

力
を
養
成

し
ま
す

。
 

2
8
年

10
月

18
日
(火

)－
 

 
 
 

1
0
月

2
0
日

(木
)
  

3
日
間

 
4
0
 

 

自
治
体
監

査
実
務
の

基
本
 

自
治
体
の

監
査
制
度

を
め
ぐ

る
最
近
の

動
向
と

併
せ
て
、
監
査

の
基
本

的
な

制
度
の

概
要
と
機

能
、
実
務
上

の

ポ
イ
ン
ト
、
財
政
健

全
化
法

な
ど
に
つ

い
て
学

ぶ
講
義
・
演

習
を
実

施
し
、
監

査
の
実

務
を
適

切
に
行

う
た
め

に
必
要
な

基
礎
的
知

識
の
習

得
及
び
実

務
遂
行

能
力
の
向

上
を
図

り
ま
す
。
 

2
8
年

6
月

6
日

(月
)－

 

6
月

1
0
日
(
金
) 

5
日
間

 
4
0
 

 

税

  

務

  

等

 

住
民
課
税

事
務
 

【
J
AM
P
共
同
実

施
】

(
注

1）
 

*
1

年
以

上
の

実
務

経
験

を

有
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま

す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ

(注
2
)
 

 

住
民
税
の

課
税
担
当

職
員
を

対
象
と
し

ま
す
。
 

所
得

課
税

の
理

論
、

地
方

税
法

（
総

則
及

び
住

民
税

）
、

所
得

税
・

法
人

税
制

度
、

所
得

決
定

の
実

務
、

税
務

情
報
公
開

と
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
、
納
税
者

の
応
対

な
ど
に
関

す
る
講

義
、
演
習

等
に
よ

り
、
分
権

時
代
の

地
方
税

の
重
要
性

に
つ
い
て

意
識
を

高
め
る
と

と
も
に
、
専
門
的

知
識
の

習
得
及
び

実
務
遂

行
能
力
の

向
上
を

図
り

ま

す
 

2
8
年

7
月

1
9
日

(火
)－

 

 
 
 

7
月

2
9
日
(
金

) 

 

1
1
日
間
 

 

5
0 

申
込
期
間

は
、
平
成

2
8
年

4
月

1

（
金
）
～

4
月

2
8
日
（

木
）
で

す
。

詳
細
は

P
8
0
を
ご
覧

く
だ
さ

い
。
 

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

 

○
2
8
年

8
月

3
0
日

(火
) 

ー
9
月

9
日

(金
)
 

○
2
8
年

1
0
月

1
1
日

(火
) 

 
 
 
ー
1
0
月

2
1
日

(金
) 

○
2
8
年

1
1
月

8
日

(火
) 

 
 
  
－
1
1
月

1
8
日

(金
) 

1
1
0 

1
1
0 

1
1
0 

固
定
資
産

税
課
税
事

務
 

【
J
AM
P
共
同
実

施
】

(
注

1）
 

*
1

年
以

上
の

実
務

経
験

を

有
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま

す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ

(注
2
)
 

 固
定
資
産

税
（
土
地

）
の
課

税
担
当
職

員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

資
産
課
税

の
理
論
、
土

地
評
価

実
務
等

に
関
す

る
講
義
、
演

習
な
ど

に
よ
り
、
分
権
時

代
の
地

方
税
の

重
要
性

に
つ
い
て

意
識
を
高

め
る
と

と
も
に
、

専
門
的

知
識
の
習

得
及
び

実
務
遂
行

能
力
の

向
上
を
図

り
ま
す

。
 

2
8
年

6
月

21
日

(火
)
 

 
 
 
－

7
月
 
1
日

(金
) 

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

2
8
年

5
月

3
1
日

(火
) 

 
 
 
－

6
月

1
0
日

(金
) 

 

1
1
日
間
 

 

 

5
0   

1
1
0  

固
定
資
産
税
課
税
事
務
（
家
屋
） 

【
J
AM
P
共
同
実

施
】

(
注

1）
 

*
1
年
以

上
の
実

務
経

験
を

有
す
る
職

員
を
対
象

と
し
ま

す
。
 

ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ

(注
2
)
 

 固
定
資
産

税
（
家
屋

）
の
課

税
担
当
職

員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

資
産
課
税

の
理
論
、
家

屋
評
価

実
務
な

ど
に
関

す
る
講
義
、
実
地
演

習
等
に

よ
り
、
分

権
時
代

の
地
方

税
の
重

要
性
に
つ

い
て
意
識

を
高
め

る
と
と
も

に
、
専

門
的
知
識

の
習
得

及
び
実
務

遂
行
能

力
の
向
上

を
図
り

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

2
3
日

(火
) 

 
－

9
月

2
日
(
金
)
 

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

2
8
年

7
月

1
9
日

(火
)  

 
 
－

7
月

2
9
日
(
金

) 

1
1
日
間
 

 

5
0   

1
1
0 

 市
町
村
税

徴
収
事
務
 

【
J
AM
P
共
同
実

施
】

(
注

1）
 

*
1

年
以

上
の

実
務

経
験

を

有
す

る
職

員
を

対
象

と
し

ま

す
。
 

 

ｅ
ラ
ー
ニ

ン
グ

(注
2
)
 

 市
町
村
税

の
徴
収
担

当
職
員

を
対
象
と

し
ま
す

。
 

地
方
税
法

総
則
や
国

税
徴
収

法
等
の
制

度
、
財
産
の

調
査
・
差

押
え
な

ど
の

実
務

、
納
税

者
折

衝
、
滞
納
整

理

事
例
な
ど

に
関
す
る

講
義

、
演
習

等
に

よ
り

、
分
権

時
代

の
地
方

税
の
重
要

性
に
つ

い
て
意
識

を
高
め

る
と
と

も
に
、
税

徴
収
に
関

す
る
基

本
的
事
項

及
び
専

門
的
知
識

の
習
得

、
実
務
遂

行
能
力

の
向
上
を

図
り
ま

す
。
 

2
8
年

6
月

2
1
日

(火
)
  

 
 
－

7
月

1
日

(金
)
  

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

○
2
8
年

7
月

1
9
日

(火
)
  

 
 
－

7
月

2
9
日
(
金

) 
 

○
2
8
年

1
0
月

1
1
日

(火
) 
 

 
 
－

1
0
月

2
1
日

(金
)
  

○
2
8
年

1
1
月

8
日

(火
)
  

 
 
－

1
1
月

1
8
日

(金
)
  

1
1
日
間
 

5
0  

1
1
0  

1
1
0  

1
1
0 
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研修だより

-
 3

2 
- 

  区
分
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

税

  

務

  

等

 

滞
納
整

理
の

実
践
と

徴
収

マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
 

 

市
町
村
税

の
徴
収
に

つ
い
て

、
基
礎
的

知
識
を

有
す
る
職

員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

滞
納
整
理

に
関
す
る

講
義
・
演
習
、
受

講
者
の

持
ち
寄
り

事
例
に

よ
る
意
見

交
換
等

を
実
施
し

、
徴
収

マ
ネ

ジ

メ
ン
ト
や

徴
収
困
難

な
事
例

へ
の
対
処

方
法
等

、
よ
り

高
度

な
専
門

知
識
の
習

得
及
び

実
務
遂
行

能
力
の

向
上

を
図
り
ま

す
。
 

2
8
年

11
月

28
日
(月

)－
 

 
 
1
2
月

2
日

(金
)
  

5
日

間
 

5
0 

 

使
用
料
等

の
債
権
回

収
 

【
J
AM
P
共
同
実

施
】

(
注

1）
 

公
営
住
宅

の
賃
借
料

、
上
・
下
水
道
料

金
、
学
校
の

授
業

料
・
給
食
費
、
各

種
公
の

施
設
の
使

用
料
な

ど
、
自

治
体
が
有

す
る
租
税

以
外
の

各
種
債
権

の
回
収

を
対
象
と

し
ま
す

。
 

使
用
料
等

の
債
権
の

法
的
性

格
、
債
権

管
理
の

あ
り
方
、
強
制

執
行
や

裁
判

所
を
利

用
し
た
債

権
確
保

の
法
的

手
続
き
と

そ
の
流
れ

や
債
務

者
折
衝
の

手
法
等

に
関
す
る

講
義
・
演
習

を
通

じ
、
効
果
的

な
回

収
の
仕

組
み
づ

く
り
が
で

き
る
職
員

の
養
成

を
図
り
ま

す
。
 

2
8
年

1
0
月

3
日

(月
)－

  

5
日

間
 

7
0   6
0 

 

 
 
1
0
月

7
日

(金
)
  

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

2
8
年

7
月

4
日

(月
)
 －

 

 
 

7
月

8
日
(
金
)
  

財 政 ・ 財 務

 

自
治
体
の

自
律
的
な

財
政
運

営
 

～
制
度
と

最
新
の
動

向
～
 

社
会
保
障

改
革
や
地

方
財
政

制
度
、
地

方
公
税

等
の
諸
課

題
に
関

す
る
講
義
・
演
習

等
に
よ
り

、
財
政

に
お

け

る
国
と
地

方
の
財
政

関
係
を

は
じ
め
、
地
方
財

政
・
税
制

等
に
お

け
る
最
新

の
動
向

を
読
み
解

き
、
自

律
的

で

健
全
な
財

政
運
営
に

取
り
組

ん
で
い
く

た
め
の

能
力
を
養

成
し
ま

す
。
 

 2
8
年

9
月

5
日

(月
)－

 

 
 
 

9
月

7
日

(水
) 

3
日

間
 

4
0 

 

変
革
期
の

自
治
体
財

務
～
財

政
診
断
・

公
会
計
・

公
営
企

業
会
計
・

資
金
調
達

～
【
タ

イ
ト
ル
変

更
】
 

＊
財
政
に
関
す
る
実
務
経
験

1

年
以
上
の
職
員
を
対
象
と
し
ま

す
。
 

（
旧
：
変

革
期
の
自

治
体
財

務
～
財
務

分
析
・
公

会
計
・

公
営
企
業

会
計
・
資

金
調
達

～
）
 

健
全
な
財

政
運
営
を

行
っ
て

い
く
た
め

に
は

、
財
政

状
況

を
的
確

に
分
析
し
、
地

方
債
の

発
行

管
理
を

行
う
こ

と
が
必
要

で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
的
な

償
還
能

力
や
ス
ト

ッ
ク
面

も
含
め
て

、
財
政

診
断
が
で

き
る
能

力
が

不

可
欠
で
す

。
こ
の
研

修
で
は

、
自
ら
の

自
治
体

の
財
政
を

的
確
に

分
析
・
診

断
し
つ

つ
、
変
革

に
対
応

し
、
将

来
負
担
を

把
握
し
た

上
で
適

切
な
財
政

運
営
を

行
い
、
財
政

状
況
を

住
民
や
金

融
市
場

等
へ
説
明

で
き
る

能
力

を
養
成
し

ま
す
。
 

2
8
年

5
月

1
8
日

(水
)－

 

 
 
 

5
月

2
0
日
(
金

) 
 

3
日

間
 

4
0 

   

自
治
体
フ

ァ
イ
ナ
ン

ス
基
礎

講
座
 

～
よ
り
よ

い
資
金
調

達
・
運

用
を
目
指

し
て
～
 

自
治
体
に

と
っ
て
の
「

よ
り
よ

い
資
金

調
達
・
運

用
」
を

実
現
す

る
た
め
、
資

金
調
達

又
は
資

金
運
用

に
携
わ

る
職
員
を

対
象
と
し

て
、
自
ら
の

団
体

の
現
状

を
把
握
し
、
多

様
な
資

金
調

達
の
選

択
肢
か
ら

最
適
な

手
法
を

選
び
出
す

た
め
の
基

礎
知
識

及
び
昨
今

の
金
融

情
勢
下
に

お
け
る

確
実
か
つ

有
利
で

効
率
的
な

資
金
運

用
を

行
う
た
め

の
基
礎
知

識
を
学

び
ま
す
。
 

2
8
年

9
月

2
7
日

(火
)－

 

 
 

9
月

3
0
日

(金
)
  

4
日

間
 

4
0 

地
方
公
共

団
体
金
融

機
構
と

の

共
催
を
予

定
し
て
い

ま
す
。
 

自
治
体
の

財
源
確
保

策
 

厳
し
い
財

政
状
況
が

続
く
中

、
自

治
体

が
財
政

の
健
全
化

を
図
る

た
め
に
は
、
歳

出
削
減

だ
け

で
は
な

く
収
入

の
確
保
も

大
切
で
す

。
こ
の

研
修
で
は

、
自
治

体
の
財
源

確
保
を

図
る
た
め

、
自
治

体
の
財
源

や
財
政

運
営

の

仕
組
み
に

つ
い
て
学

び
、
ま
た
、
施
設

使
用
料

の
適
正
化
、
広
告
料
・
ネ
ー

ミ
ン
グ

ラ
イ
ツ
等

に
よ
る

財
源
確

保
の
手
法

等
に
つ
い

て
理
解

を
深
め
ま

す
。
 

2
8
年

1
1
月

9
日

(水
)－

 

 
 
1
1
月

1
1
日

(金
)
  

3
日

間
 

3
0 

 

自
治
体
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
の
た

め
の
地
方

公
会
計
実

務
 

【
Ｊ
Ａ
Ｍ

Ｐ
共
同
実

施
】
 

地
方
公
会

計
の
業
務

に
従
事

し
て
１
年

未
満
の

職
員
を
主

な
対
象

と
し
ま
す

。
 

地
方
公
会

計
の
整
備

手
法
や

財
務
書
類

等
の
活

用
事
例
の

講
義
等

を
通
じ
て

、
統
一

的
な
基

準
に

よ
る
財

務
書

る
等
の
作

成
に
必
要

な
複
式

簿
記
や
発

注
主
義

を
は
じ
め

と
す
る

基
礎
的
な

知
識
を

習
得
す
る

と
と
も

に
、
財

務
書
類
等

の
活
用
事

例
の
分

析
及
び
他

団
体
と

の
比
較
分

析
等
に

よ
り
、
地
方

公
共
団

体
に
お
け

る
公
共

施
設

等
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

な
ど
自

治
体
経
営

に
係
る

能
力
の
向

上
を
図

り
ま
す
。
 

2
8
年

4
月

2
5
日

(月
)－

 

 
 

4
月

2
7
日

(水
)
  

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

2
8
年

7
月

1
1
日

(月
)
 －

 

 
 

7
月

1
3
日

(水
) 

3
日

間
 

5
0  5
0 

総
務

省
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
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研修だより

-
 3
3 
- 

  区
分
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

財 政 ・ 財 務

 

自
治

体
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

た

め
の

地
方

公
会

計
事

務
（

ｽﾃ

ｯ
ﾌ
ﾟ
ｱｯ

ﾌ
ﾟ研

修
）【

新
規

】
 

 【
Ｊ

Ａ
Ｍ

Ｐ
共

同
実

施
】

 

こ
れ

ま
で

地
方

公
会

計
の

業
務

に
複

数
年

従
事

し
た

職
員

ま
た

は
簿

記
３

級
程

度
の

知
識

を
有

す
る

職
員

を

主
な

対
象

と
し

ま
す

。
 

地
方

公
会

計
の

整
備

の
必

要
性

及
び

地
方

財
政

に
お

け
る

地
方

公
会

計
の

位
置

づ
け

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

財
務

書
類

等
の

活
用

事
例

の
分

析
や

演
習

等
を

通
し

て
、
財

務
書

類
等

を
活

用
し

た
自

治
体

の
財

政
状

況
等

の

把
握

と
、
そ

こ
か

ら
得

ら
れ

る
各

種
財

政
指

標
の

見
方

や
活

用
な

ど
管

理
会

計
的

な
視

点
で

自
治

体
経

営
を

分

析
す

る
能

力
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

 

2
8
年

9
月

1
2
日

(月
)－

 

 
 

 
9
月

1
4
日

（
水

）
 

【
JA

MP
実

施
日

程
】
 

2
8
年

10
月

3
日

(月
)
 －

 

 
 

 
1
0
月

5
日

(
水

) 

2
日

間
 

5
0  5
0 

総
務
省
と
の
共

催
を
予

定
し
て
い
ま
す
 

固
定

資
産

台
帳

の
整

備
 

公
共

施
設

用
の

一
斉

老
朽

化
が

危
惧

さ
れ

る
な

か
、
市

町
村

等
に

お
い

て
は

早
急

に
全

体
把

握
を

行
い

、
計

画

的
に

対
応

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
平

成
2
6
年

4
月

に
総

務
省

か
ら

示
さ

れ
た

財
務

書
類

等
の

作
成

に
関

す
る

統
一

的
な

基
準

に
基

づ
き

、
市

町
村

等
に

は
、

原
則

と
し

て
平

成
2
9
年

度
ま

で
に

財
務

書
類

等
の

整
備

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
そ

の
前

提
と

な
る

固
定

資
産

台
帳

整
備

が
要

請
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

す
。

こ
の

研
修

で
は

、
固

定
資

産
台

帳
の

整
備

に
つ

い
て

先
進

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
自

治
体

の
事

例
か

ら
、

そ
の

具
体

的
な

ノ
ウ

ハ
ウ

や
、

整
備

後
の

活
用

方
法

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
 

2
8
年

6
月

6
日

(月
)－

 

 
 

 
6
月

7
日

（
火

）
 

2
日

間
 

5
0 

 

企 画 ・ 協 働 ・ ま ち づ く り

 

住
民

と
の

協
働

に
よ

る
ま

ち

づ
く

り
 

～
ま

ち
づ

く
り

コ
ー

デ
ィ

ネ

ー
タ

ー
の

役
割

と
技

術
の

習

得
～

 

講
義

や
事

例
、
フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク
等

を
通

し
て

、
住

民
と

の
協

働
の

手
法

な
ど

を
、
具

体
的

な
テ

ー
マ

を
題

材
に

し
て

学
び

ま
す

。
ま

た
、

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
等

の
参

加
型

学
習

に
よ

り
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
し

て
、

そ
の

役
割

や
実

際
に

ま
ち

づ
く

り
を

行
う

た
め

の
ス

キ
ル

を
学

び
、
住

民
と

の
協

働
の

実
践

の
場

で
役

立
つ

能

力
を

養
成

し
ま

す
。

 

2
8
年

9
月

2
6
日

(月
)－

 

 
 

 
9
月

3
0
日

(
金

) 
5
日

間
 

4
0 

 

地
方

創
生

に
狙

い
手

の
連

携

～
地

域
の

総
合

力
ア

ッ
プ

の

た
め

に
～

【
新

規
】

 

地
方

創
生

に
向

け
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

自
治

体
で

策
定

さ
て

い
る

戦
略

を
着

実
に

実
行

に
移

し
て

い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
ま

す
。
こ

の
研

修
で

は
、
企

業
、
大

学
、
金

融
機

関
等

、
地

域
内

に
存

在
す

る
様

々
な

主
体

と
連

携
す

る
こ

と
で

、
よ

り
効

果
的

に
地

方
創

生
を

推
進

し
、

地
域

の
総

合
力

を
上

げ
る

こ
と

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
 

2
8
年

4
月

2
7
日

(水
)－

 

 
 

 
4
月

2
8
日

(
木

) 
2
日

間
 

5
0 

 

新
し

い
自

治
体

の
広

域
連

携

【
新

規
】

 

人
口

減
少

や
職

員
定

数
の

削
減

等
に

よ
り

、
単

独
で

全
て

の
事

業
・
施

策
等

を
行

う
こ

と
や

生
活

機
能

を
確

保

す
る

こ
と

が
難

し
い

自
治

体
が

増
え

る
中

、
自

治
体

と
し

て
持

続
可

能
な

形
で

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

く
た

め
に

は
、
他

市
町

村
と

有
機

的
に

連
携

し
、
活

性
化

を
図

る
必

要
か

あ
り

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、
事

務

の
共

同
処

理
の

他
、
定

住
自

立
圏

や
連

携
中

枢
都

市
制

度
、
ま

た
、
よ

り
簡

素
で

効
率

的
な

相
互

協
力

の
仕

組

み
と

し
て

注
目

さ
れ

る
連

携
協

約
に

つ
い

て
も

学
び

、
こ

れ
か

ら
の

広
域

連
携

の
あ

り
方

に
つ

い
て

考
え

ま

す
。

 

2
8
年

11
月

30
日

(水
)－

 

 
 

1
2
月

2
日

(金
)
  

3
日

間
 

5
0 

 

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
で

の

地
域

再
生

【
新

規
】

 

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

も
と

と
な

る
太

陽
、
風

、
水

な
ど

は
、
日

本
各

地
に

存
在

し
て

お
り

、
地

域
の

再
生

へ
の

活
用

が
期

待
さ

れ
ま

す
。
こ

の
研

修
で

は
、
専

心
自

治
体

の
事

例
か

ら
、
持

続
可

能
な

地
域

づ
く

り
に

つ

な
げ

る
こ

と
が

で
き

る
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
利

活
用

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

1
日

(月
)－

 

 
 

 
8
月

3
日

(水
)
  

3
日

間
 

3
0 

 

生
涯

学
習

に
よ

る
ま

ち
づ

く

り
を

考
え

る
 

成
熟

し
た

今
日

の
社

会
に

お
い

て
、
生

涯
学

習
施

策
は

、
住

民
に

い
か

に
学

習
環

境
を

提
供

す
る

か
だ

け
で

な

く
、
住

民
が

公
に

対
し

て
い

か
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

な
る

か
、
と

い
う

と
こ

ろ
ま

で
見

据
え

た
内

容
が

求
め

ら
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、
企

画
・
協

働
担

当
課

や
教

育
委

員
会

な
ど

の
職

員
を

対
象

に
、
講

義
、
演

習
等

に
よ

り
、

今
後

求
め

ら
れ

る
生

涯
学

習
施

策
に

つ
い

て
企

画
立

案
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。
 

2
8
年

2
月

8
日

(月
) 

2
8
年

2
月

1
0
日

(水
)
  

3
日

間
 

3
0 

 

地
域

に
と

っ
て

魅
力

あ
る

公

立
大

学
づ

く
り

【
新

規
】

 

公
立

大
学

職
員

及
び

公
立

大
学

に
関

わ
る

職
員

等
を

主
な

対
象

と
し

ま
す

。
 

大
学

を
取

り
巻

く
環

境
は

め
ま

ぐ
る

し
く

変
わ

っ
て

お
り

、
特

に
公

立
大

学
は

、
地

域
の

活
力

向
上

や
若

者
の

地
域

へ
の

定
着

な
ど

、
地

域
の

課
題

解
決

に
積

極
的

に
取

り
組

む
こ

と
が

求
め

ら
れ

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、

公
立

大
学

が
地

域
と

い
か

に
連

携
を

図
り

、
地

域
に

と
っ

て
よ

り
魅

力
あ

る
公

立
大

学
と

し
て

い
く

の
か

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

1
日

(月
)－

 

 
 

 
 

8
月

3
日

(水
) 

3
日

間
 

3
0 
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区
分
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

区
分
 

企 画 ・ 協 働 ・

 

ま ち づ く り

 

全
国
地
域

づ
く
り
人

財
塾
 

地
域
活
性

化
の
た
め

に
、
様
々

な
知
識
・
経
験
を

持
っ
た

人
が
、
そ

の
知
識
・
経
験
と

ア
イ
デ

ア
を
活

か
し
な

が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
活

動
に
取

り
組
み
、
地
域
で

様
々
な
活

動
が
展

開
さ
れ
て

い
る
状

況
が
大
切

で
す
。
こ
の

研

修
で
は

、
そ
の

よ
う

な
状
況

を
生
み
出

す
た
め

に
必
要
と

な
る
、
地
域

づ
く

り
活
動

を
自
ら
の

手
で
企

画
し
実

践
で
き
る

人
材
（
人

財
）
の

育
成
を
目

指
し
ま

す
。
 

2
8
年

5
月

1
1
日

(水
)－

 

 
 
 

5
月

1
3
日
(
金

) 
 

3
日

間
 

5
0 

総
務
省
と
の
共

催
を
予

定
し
て
い
ま
す
 

地
域
お
こ

し
協
力
隊

員
及
び

集
落
支
援

員
の
初
任

者
を
対

象
と
し
た

研
修
会
 

地
域
お
こ

し
協
力
隊

員
及
び

集
落
支
援

員
を
対

象
と
し
ま

す
。
 

地
域
お
こ

し
協
力
隊

の
地
域

協
力
活
動

や
集
落

支
援
員
の

集
落
対

策
支
援
の

取
り
組

み
を
推
進

す
る
た

め
に

必
要
と
な

る
知
識
を

学
び
、

実
務
能
力

の
向
上

を
図
り
ま

す
。
 

2
8
年

4
月

2
0
日

(火
)－

 

 
 

4
月

2
2
日

(金
) 

3
日

間
 

1
0
0 

総
務
省
と
の
共

催
を
予

定
し
て
い
ま
す
 

産

 

業

 

振

 

興

 

地
域
経
済

分
析
シ
ス

テ
ム

（
リ
ー
サ

ス
）
等
を

活
用
し

た
地
域
産

業
支
援
【

新
規
】
 

ま
ち
・
ひ

と
・
し
ご

と
創
生

本
部
よ
り

地
方
創

生
の
切
り

札
と
し

て
提
供
さ

れ
て
い

る
「
地
域

経
済
分

析
シ

ス

テ
ム
（
リ

ー
サ
ス

）」
を
捜
査

す
る
中
で

リ
ー
サ

ス
を
使
い

こ
な
す

コ
ツ
や
勘

所
な
ど

を
学
び
ま

す
。
 

2
8
年

1
0
月

3
日

(月
)－

 

 
 
 

1
0
月

5
日
(
水

) 
3
日

間
 

5
0 

 

地
域
産

業
の

イ
ノ
ベ

ー
シ

ョ

ン
 

【
改
定

】（
旧

：
５
日

間
）
 

地
域
経
済

に
活
力
を

取
り
戻

し
、
地
域

に
安
定

し
た
雇
用

機
会
を

提
供
す
る

た
め
に

は
、
市
町

村
に
お

い
て

、

社
会
や
産

業
構
造
の

変
化
に

敏
感
に
反

応
し
、
新
た
な
産

業
の
創

出
や
商
品

開
発
、
既
存
産
業

の
再
構

築
、
さ

ら
に
は
、
人
材
育
成

等
の
対

策
を
講
じ

る
必
要

が
あ
り
ま

す
。
こ

の
研
修
で

は
、
多

様
な
機
関

や
事
業

者
と

連

携
し
、
協

働
す
る
こ

と
な
ど

に
よ
り
、
現
状
か

ら
一
歩
進

み
、
各

地
域
の
特

性
を
生

か
し
た
産

業
の
新

機
軸

を

探
る
方
策

に
つ
い
て

考
え
ま

す
。
 

2
9
年

1
月

1
6
日

(月
)－

 

 
 

1
月

1
8
日

(金
)
  

3
日

間
 

3
0 

 

地
域
の
活

力
創
造
 

～
攻
め

の
農

林
水
産

業
の

展

開
～
 

 

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協

定
に
よ
る

一
層
の

グ
ロ
ー
バ

ル
化
や

人
口
減
少

等
、
農
林
水

産
業

を
取
り

巻
く
状
況

は
厳
し

く
、
課

題
も
山
積

し
て
い
ま

す
。
そ
の
よ

う
な

中
で
農

林
水
産
業

の
競
争

力
を
強
化

し
、
若
者
に

魅
力

あ
る
成

長
産
業

と
す
る
こ

と
は
、
地

域
の
活

力
を
創
造

す
る
た

め
に
も
不

可
欠
で

す
。
こ
の

研
修
で

は
、
市
町

村
の
農

林
水

産

業
担
当
者

を
対
象
に

、
強
い

農
林
水

産
業

を
創
り

上
げ
る
た

め
に
必

要
と
な
る

六
次
産

業
化
や
国

内
外
に

お
け

る
新
た
な

ニ
ー
ズ
へ

の
対
応

、
企

業
ノ

ウ
ハ
ウ

等
を
活
用

し
た
生

産
現
場
の

競
争
力

強
化
等
に

つ
い
て
、
講

義

や
事
例
等

に
よ
り
学

び
ま
す

。
 

2
8
年

1
2
月

5
日

(月
)－

 

 
 
 

1
2
月

9
日
(
金

) 
 

5
日

間
 

4
0 

 

食
と
農

の
福

祉
の
連

携
に

よ

る
魅
力
的

な
ま
ち
づ

く
り
 

【
新
規
】
 

農
業
に
は

、
農

産
物

の
供
給

と
い
う
役

割
だ
け

で
な
く
、
憩
い

や
癒
し

を
提

供
す
る

と
い
っ
た

福
祉
的

役
割
も

期
待
さ
れ

ま
す
。
と

り
わ
け

、
農
の
資

源
が
豊

富
に
あ
る

農
山
漁

村
地
域
に

お
い
て

、
福
祉
的

価
値
に

着
目

し

て
ビ
ジ
ネ

ス
を
創
出

し
定
住

人
口
や
交

流
人
口

の
増
加

、
社

会
的
困

難
を
抱
え

る
人
と

の
共
生
の

場
を
創

出
す

る
な
ど
様

々
な
展
開

が
考
え

ら
れ
ま
す

。
こ

の
研
修

で
は
、
食

と
農
と

福
祉

が
連
携

す
る
こ
と

で
ど
の

よ
う
な

イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が

お
き
る

か
先
進
事

例
か
ら

学
び
、
魅

力
的
な

ま
ち
づ
く

り
に
つ

い
て
考
え

ま
す
。
 

2
8
年

9
月

2
8
日

(水
)－

 

 
 
 

9
月

3
0
日
(
金

) 
 

3
日

間
 

4
0 

 

ソ
ー
シ

ャ
ル

ビ
ジ
ネ

ス
の

推

進
と
自
治

体
の
役
割
 

地
域
住
民

の
ニ
ー
ズ

が
多
様

化
す
る
中

、
地

域
の
課

題
も
、
環

境
、
福
祉
、
ま
ち

づ
く
り
、
観

光
等
、
多
様

な

分
野
に
お

い
て
様
々

な
形
で

顕
在
化
し

て
き
て

い
ま
す
。
こ
の

研
修
で

は
、
こ

れ
ら
の

課
題
を
ビ

ジ
ネ
ス

の
手

法
で
解
決

し
、
産
業

振
興
に

も
つ
な
が

る
ソ
ー

シ
ャ
ル
ビ

ジ
ネ
ス

に
つ
い
て

学
び
ま

す
。
ま
た

、
自
治

体
が

ソ

ー
シ
ャ
ル

ビ
ジ
ネ
ス

に
関
わ

る
意
味
や

役
割
に

つ
い
て
も

考
え
て

い
き
ま
す

。
 

2
8
年

11
月

16
日
(水

)－
 

2
7
年

1
1
月

1
8
日
(
金

) 
 

3
日

間
 

3
0 

 

海
外
へ
売

り
込
め
！

地
域
資

源
を
活
用

し
た
海
外

販
路
開

拓
 

～
農

林
水

産
物

と
地
場

産
品

～
 

［
（

2）
国

際
文
化
研

修
の
「

海
外
戦
略

等
」
区

分
を
ご
覧

く
だ
さ

い
。
（
54

ペ
ー
ジ
～

5
5
ペ
ー

ジ
］
 

2
8
年

7
月

1
1
日

(月
)－

 

 
 
 

7
月

1
3
日
(
金

) 
 

3
日

間
 

3
0 

 

海
外
へ
売

り
込
め
！

地
域
資

源
を
活
用

し
た
国
際

観
光
戦

略
 

［
（

2）
国

際
文
化
研

修
の
「

海
外
戦
略

等
」
区

分
を
ご
覧

く
だ
さ

い
。
（
54

ペ
ー
ジ
～

5
5
ペ
ー

ジ
］
 

2
8
年

10
月

31
日
(月

)－
 

 
 
 

1
1
月

2
日
(
水

) 
 

3
日

間
 

3
0 
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区
分
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

福

  

祉

 

福
祉

行
政

の
エ

ッ
セ

ン
ス

 

【
改

定
】

 

(
旧

：
自

治
体

福
祉

行
政

入

門
）

 

制
度

が
複

雑
に

絡
み

合
う

市
町

村
の

福
祉

行
政

に
お

い
て

は
、
分

野
ご

と
の

縦
割

り
で

は
な

く
、
横

断
的

な
取

り
組

み
を

行
う

こ
と

が
ま

す
ま

す
必

要
と

な
っ

て
お

り
、
福

祉
分

野
の

職
員

以
外

に
も

福
祉

行
政

を
知

っ
て

お

く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、
こ

の
研

修
で

は
、
社

会
保

障
・
社

会
福

祉
の

基
本

的
な

考
え

方
や

諸
制

度

を
体

系
的

に
整

理
し

、
福

祉
行

政
の

エ
ッ

セ
ン

ス
を

習
得

し
ま

す
。

 

2
8
年

9
月

5
日

(月
)－

 

 
 

 
9
月

9
日

(金
)
  

5
日

間
 

3
0 

 

障
害

の
あ

る
人

へ
の

自
立

支

援
 

障
害

の
あ

る
人

を
め

ぐ
る

法
制

度
的

な
動

向
や

、
社

会
状

況
を

理
解

し
な

が
ら

、
障

が
い

の
あ

る
人

の
自

立
を

支
え

る
た

め
の

相
談

支
援

や
地

域
生

活
支

援
事

業
の

あ
り

方
や

体
制

整
備

、
地

域
協

働
の

進
め

方
等

に
つ

い
て

学
び

、
そ

の
企

画
・
立

案
の

で
き

る
職

員
の

能
力

向
上

を
図

り
ま

す
。
障

害
の

あ
る

人
は

こ
じ

ん
と

し
て

の
尊

厳
を

保
ち

な
が

ら
安

心
し

て
日

常
生

活
を

遅
れ

る
社

会
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

 

2
9
年

1
月

1
6
日

(月
) 

 
 

1
月

2
0
日

(金
)
  

5
日

間
 

5
0 

 

保
育

士
・

幼
稚

園
教

諭
の

た

め
の

保
育

行
政

 

～
子

育
て

支
援

施
策

の
最

新

動
向

～
 

主
に

保
育

士
及

び
幼

稚
園

教
諭

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

保
育

制
度
・
保

育
政

策
や

子
育

て
支

援
の

現
状

や
最

新
の

動
向

、
今

後
の

方
向

性
等

に
つ

い
て

学
び

、
こ

れ
か

ら
の

保
育

に
関

わ
る

人
材

育
成

や
こ

れ
か

ら
の

保
育

園
・

幼
稚

園
の

あ
り

方
等

を
考

え
て

い
き

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

8
日

(月
)－

 

 
 

8
月

1
0
日

(金
) 

3
日

間
 

5
0 

 

児
童

虐
待

へ
の

対
応

 

未
然

防
止

、
早

期
発

見
、
早

期
対

応
が

重
要

と
さ

れ
る

児
童

虐
待

対
応

に
つ

い
て

、
関

係
法

令
等

を
踏

ま
え

て
、

そ
の

対
処

方
法

等
を

学
ん

で
い

き
ま

す
。
発

生
予

防
・
早

期
発

見
の

た
め

の
施

策
や

、
ま

た
、
ハ

イ
リ

ス
ク

家

庭
へ

の
適

切
な

ア
プ

ロ
ー

チ
法

と
具

体
の

支
援

策
、
市

町
村
・
都

道
府

県
・
学

校
・
警

察
・
家

庭
裁

判
所

等
関

係
機

関
の

役
割

と
そ

れ
ぞ

れ
の

課
題

な
ど

を
学

ぶ
講

義
・
演

習
を

実
施

し
ま

す
。
こ

の
研

修
を

通
じ

て
、
関

係

機
関

が
効

果
的

に
連

携
・
協

力
し

な
が

ら
、
児

童
虐

待
を

重
篤

化
さ

せ
な

い
た

め
の

対
応

策
を

立
案
・
実

行
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。
 

2
9
年

1
月

3
0
日

(月
)－

 

 
 

2
月

3
日

(
金

)
  

5
日

間
 

5
0 

 

子
ど

も
の

貧
困

対
策

 

日
本

に
お

け
る

子
ど

も
の

貧
困

率
は

O
E
C
D
加

盟
国

の
平

均
を

上
回

っ
て

い
る

と
い

う
報

告
が

出
さ

れ
て

い
ま

す
。
日

本
の

将
来

の
子

ど
も

の
健

全
な

育
成

の
た

め
、
貧

困
世

代
間

連
鎖

の
解

消
を

目
指

し
て

市
町

村
で

は
ど

の
よ

う
な

取
組

み
う

す
べ

き
か

考
え

ま
す

。
 

2
8
年

1
0
月

5
日

(水
)－

 

 
 

 
1
0
月

7
日

(
金

) 
 

3
日

間
 

4
0 

 

超
高

齢
社

会
に

向
け

た
医

療

と
介

護
の

連
携

の
推

進
【

改

定
】

 

(
旧
：
超

高
齢

社
会

に
む

け
て
 

～
高

齢
者

が
安

心
し

て
暮

ら

せ
る

ま
ち

づ
く

り
～

）
 

団
塊

の
世

代
が

後
期

高
齢

者
と

な
る

2
0
2
5
年

以
降

、
医

療
や

介
護

の
需

要
が

さ
ら

に
増

大
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、
超

高
齢

社
会

に
向

け
て

、
高

齢
者

が
住

み
慣

れ
た

地
域

で
生

き
が

い
を

持

っ
て

、
自

分
ら

し
い

暮
ら

し
を

最
期

ま
で

続
け

ら
れ

る
社

会
の

実
現

を
目

指
し

、
医

療
と

介
護

が
連

携
し

、
地

域
で

高
齢

者
を

見
守

る
制

度
を

ど
の

よ
う

に
構

築
し

て
い

く
か

考
え

ま
す

。
 

－
2
8
年

5
月

2
5
日

(水
)  

 
 

 
5
月

2
7
日

(
金

) 
3
日

間
 

4
0 

 

介
護

保
険

事
務

 

～
制

度
と

運
用

～
 

制
度

発
足

か
ら

既
に

1
0
年

以
上

経
過

す
る

中
、

時
代

の
要

請
に

応
じ

て
改

正
さ

れ
て

き
て

い
る

介
護

保
険

に

つ
い

て
、
そ

の
成

り
立

ち
と

制
度

の
意

義
を

改
め

て
学

ん
だ

上
で

、
制

度
全

般
に

つ
い

て
の

理
解

を
深

め
ま

す
。

ま
た

、
先

進
事

例
紹

介
や

演
習

等
に

よ
り

、
地

域
の

実
情

や
時

代
の

ニ
ー

ズ
に

合
っ

た
介

護
保

険
の

施
策

を
企

画
立

案
で

き
る

能
力

の
養

成
を

図
り

ま
す

。
 

2
8
年

10
月

24
日

(月
)－

 

 
 

1
0
月

2
8
日

(金
) 

5
日

間
 

5
0 

 

認
知

症
に

な
っ

て
も

安
心

し

て
暮

ら
せ

る
ま

ち
づ

く
り

 

【
新

規
】

 

2
0
1
2
年

時
点

で
全

国
で

46
2
万

人
と

推
計

さ
れ

て
い

た
認

知
症

高
齢

者
数

が
、

2
0
2
5
年

に
は

約
7
0
0
万

人
、

6
5
才

以
上

の
高

齢
者

の
約

5
人

に
1
人

に
達

す
る

と
見

込
ま

れ
る

の
か

、
国

で
は
「

認
知

症
施

策
推

進
総

合
戦

略
～

認
知

症
高

齢
者

等
に

や
さ

し
い

地
域

づ
く

り
に

向
け

て
～

」（
新

オ
レ

ン
ジ

プ
ラ

ン
）

を
策

定
し

て
い

ま

す
。

こ
の

研
修

で
は

、「
共

生
ケ

ア
」

の
先

駆
的

な
取

組
み

を
参

考
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
実

情
に

合
わ

せ

て
こ

れ
か

ら
の

地
域

福
祉

を
い

か
に

展
開

し
て

い
く

か
、
ま

た
、
行

政
が

ど
の

よ
う

に
関

わ
っ

て
い

く
か

考
え

ま
す

。
 

2
8
年

9
月

1
2
日

(月
)－

 

 
 

 
9
月

1
4
日

(
水

) 
3
日

間
 

4
0 

 

新
し

い
地

域
福

祉
の

実
践

と

そ
の

支
援

策
～

共
生

ケ
ア

を

考
え

る
～

 

高
齢

者
、
障

が
い

者
、
乳

幼
児

等
、
年

齢
や

障
が

い
の

有
無

を
問

わ
ず

幅
広

く
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る
「

共
生

ケ
ア

」
が

全
国

に
広

ま
り

つ
つ

あ
り

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、
「

共
生

ケ
ア

」
の

先
駆

的
な

取
り

組
み

を
参

考

に
、
そ

れ
ぞ

れ
の

地
域

の
実

情
に

合
わ

せ
て

こ
れ

か
ら

の
地

域
福

祉
を

い
か

に
展

開
し

て
い

く
か

、
ま

た
、
行

政
が

ど
の

よ
う

に
関

わ
っ

て
い

く
か

考
え

て
い

き
ま

す
。

 

2
8
年

7
月

2
7
日

(水
)－

 

 
 

7
月

2
9
日

(金
) 

3
日

間
 

4
0 
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※
 
上
記
に
つ
い
て
は
、
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

※
 
研
修
期
間
の
日
数
は
、
入
寮
日
を
含
ん
で
い
ま
す
。
入
寮
時
間
は
、
受
講
決
定
通
知
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
 

  上
記
の
ほ
か
に
、
以
下
の
研
修
も
実
施
い
た
し
ま
す
。
 

 
詳
細
は
、
対
象
者
へ
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

 

研
修
名
 

研
修
の
目
標
及
び
内
容
（
予
定
）
 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
研
修
 

着
任

2
～

3
年

目
で

、
今

後
の

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
を

考
え

て
い

る
地

域
お

こ
し

協
力

隊
員

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

こ
れ

ま
で

の
活

動
を

振
り

返
り

、
今

後
の

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
に

向
け

て
す

べ
き

こ
と

を
整

理
し

ま
す

。
ま

た
、
次

の
ス

テ
ッ

プ
を

踏
み

出
す

ア
イ

デ
ィ

ア
・
方

策
を

見
つ

け
だ

す
た

め
に

必

要
と

な
る

知
識

を
学

び
、

実
務

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
（

共
催

:
総

務
省

（
予

定
）

）
 

子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

小
学

校
に

お
け

る
農

山
漁

村
で

の
宿

泊
体

験
活

動
を

推
進

す
る
「

子
ど

も
農

山
漁

村
交

流
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
は

、
子

ど
も

た
ち

の
生

き
る

力
を

育
む

と
と

も
に

、
受

入
地

域
の

活
性

化
を

図

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

ま
す

。
本

研
修

で
は

、
実

践
事

例
を

学
ぶ

と
と

も
に

、
学

校
側

と
受

入
側

双
方

の
意

見
交

換
に

よ
り

教
育

効
果

の
高

い
農

山
漁

村
に

お
け

る
宿

泊
体

験
プ

ロ
グ

ラ

ム
案

を
考

え
て

い
き

ま
す

。
 

巡
回
ア
カ
デ
ミ
ー
 

Ｊ
Ｉ

Ａ
Ｍ

で
の

研
修

受
講

が
困

難
な

地
域

の
市

町
村

の
職

員
等

を
対

象
と

し
、
当

該
地

域
に

出
向

き
、
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
と

広
域

研
修

機
関
（

都
道

府
県

、
都

道
府

県
市

町
村

振
興

協
会

等
が

設
置

し
た

、
広

域
的

に
市

町
村

職
員

の
研

修
を

実
施

し
て

い
る

機
関

）
が

連
携

し
て

、
Ｊ

Ｉ
Ａ

Ｍ
に

お
い

て
実

施
し

て
い

る
高

度
で

専
門

的
な

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
短

期
研

修
と

し
て

提
供

し
ま

す
。 

  

(
注

1）
 

【
JA

M
P
共

同
実

施
】

の
研

修
に

つ
い

て
は

、
全

国
市

町
村

国
際

文
化

研
修

所
（

Ｊ
Ｉ

Ａ
Ｍ

）・
市

町
村

職
員

中
央

研
修

所
（

Ｊ
Ａ

Ｍ
Ｐ

）
の

ど
ち

ら
で

も
同

等
の

内
容

の
研

修
が

受
講

で
き

る
よ

う
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

調
整

し
て

い

ま
す

の
で

、
時

期
・

ア
ク

セ
ス

等
に

応
じ

て
選

択
し

、
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
 

 

(
注

2
）
 

ｅ
ラ

ー
ニ

ン
グ

 
の

研
修

に
つ

い
て

は
、
当

該
科

目
受

講
の

前
提

と
な

る
基

礎
的

知
識

の
習

得
を

目
的

と
し

て
、
数

時
間

程
度

の
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

に
よ

る
事

前
学

習
を

実
施

し
ま

す
。
詳

し
く

は
、
受

講
決

定
通

知
に

よ
り

お
知

ら

せ
し

ま
す

。
 

 

   

区
分
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

福

  

祉

 

生
活

困
窮

者
の

自
立

支
援

 

生
活

困
窮

者
が

増
加

す
る

中
、
最

後
の

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

で
あ

る
生

活
保

護
に

至
る

前
の

支
援

が
重

視
さ

れ

て
い

ま
す

。
こ

の
研

修
で

は
、
市

町
村

に
求

め
ら

れ
て

い
る

相
談

支
援

事
業

等
に

つ
い

て
考

え
る

こ
と

に
よ

り
、

生
活

困
窮

者
の

自
立

支
援

に
必

要
と

な
る

施
策

の
企

画
立

案
・

実
施

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
 

2
8
年

7
月

4
日

(月
)－

 

 
 

7
月

6
日

(
水

)
 

3
日

間
 

4
0 

 

海
外

事
例

で
学

ぶ
子

育
て

支

援
の

ま
ち

づ
く

り
 

～
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
の

ネ
ワ

ボ

ラ
～

【
新

規
】

 

[
（

２
）

国
際

文
化

研
修

の
「

海
外

戦
略

等
」

区
分

を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

(5
4
ペ

ー
ジ

～
5
5
ペ

ー
ジ

)
] 

2
8
年

11
月

16
日

(水
)－

 

 
 

 
1
1
月

1
8
日

(金
) 

3
日

間
 

3
0 
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幹
部

職
員

等
研

修
 

（
市
町
村
の
部
課
長
及
び
中
堅
幹
部
職
員
等
を
対
象
と
し
て
、
自
治
体
経
営
や
組
織
運
営
に
関
す
る
最
新
動
向
や
課
題
を
取
り
上
げ
、
実
践
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
 

を
目
的
と
し
た
研
修
を
実
施
す
る
。
）
 

研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

シ
ニ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
研
修

 

 

主
と

し
て

、
シ
ニ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

（
課

長
級

～
部

長
級

）
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

自
治

体
の

幹
部
と

し
て

、
住

民
か

ら
信

頼
さ

れ
る

自
治

体
を

実
現

す
る

た
め

に
、
こ

れ
か

ら
の

自
治

体
経

営
の

あ
り

方
や

組
織

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
、
リ

ス
ク

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

等
に

関
す

る
講

義
等

を
通

じ
て

、
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

を
目

指
し

ま
す
。

 

2
8
年

10
月

31
日

(月
)－

 

 
 
1
1
月

2
日

(水
)
  

3
日

間
 

3
0 

 

女
性
リ

ー
ダ

ー
の

た
め
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

研
修
 

[
実
施

回
数

２
回

] 

女
性

リ
ー

ダ
ー

が
よ

り
意

欲
的

に
職

務
に

取
り

組
ん

で
い

け
る

よ
う

に
、
自

治
体

の
行

政
課

題
に

つ
い

て
幅

広
い

視

点
か

ら
学

ぶ
と

と
も

に
、
職

場
の

活
性

化
や

部
下

の
育

成
に

必
要

と
さ

れ
る

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

能
力

の
向

上
を

目
指

し

ま
す

。
ま

た
、
演

習
で

は
、
女

性
リ

ー
ダ

ー
に

特
有

の
悩

み
や

課
題

等
に

つ
い

て
、
全

国
か

ら
集

ま
る

女
性

リ
ー

ダ

ー
同

士
で

議
論

し
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

第
1
回
 

7
月

11
日
(月

) 

7
月

15
日
(金

)
  

5
日

間
 

5
0 

 

第
2
回
 

11
月

28
日
(月

) 

1
2
月

2
日
(金

) 
5
日

間
 

5
0 

 

事
例
と
ケ
ー
ス
メ
ソ
ッ
ド
で
学
ぶ
組
織
運
営
 

～
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
た
め
の
実
践
・
自
治
体
経
営
～
 

  

主
と

し
て

、
ミ

ド
ル

マ
ネ

ジ
ャ

ー
（

係
長

級
～

課
長

補
佐

級
）

を
対

象
と

し
ま

す
。

 

行
政

の
経

営
環

境
の

変
化

に
伴

い
、
自

治
体

も
、
既

存
の

制
度

や
組

織
運

営
の

仕
組

み
を

再
検

討
す

る
こ

と
が

急
務

と
な

っ
て

い
ま

す
。
こ

の
研

修
で

は
、
こ

れ
か

ら
の

経
営

を
担

っ
て

い
く

ミ
ド

ル
マ

ネ
ジ

ャ
ー

を
対

象
に

、
先

進
事

例
の

紹
介

や
ケ

ー
ス

メ
ソ

ッ
ド
（

事
例

に
よ

る
討

議
手

法
）
を

取
り

入
れ

た
演

習
を

実
施

し
ま

す
。
ケ

ー
ス

メ
ソ

ッ

ド
に

よ
る

演
習

で
は

、
職

務
に

お
い

て
実

際
に

起
こ

り
得

る
出

来
事

を
疑

似
体

験
し

、
ミ

ド
ル

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

し
て

、

自
治

体
の

経
営

課
題

を
解

決
す

る
た

め
の

実
践

力
と

柔
軟

な
思

考
力

、
改

革
視

点
を

養
い

ま
す

。
 

2
8
年

8
月

2
9
日

(月
)－

 

 
 

9
月

2
日

(
金

)
  

5
日

間
 

2
0 
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 首
長

・
議

員
研

修
 

（
首
長

・
市

町
村

議
会

議
員

等
を

対
象

と
し

て
、

今
後

の
市

町
村

運
営

に
役

立
つ

研
修

を
実

施
す

る
。

）
 

○
地

域
経

営
塾

 
 

○
ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

セ
ミ

ナ
ー

 
 
 
○

議
員

研
修

 
 
 
○

議
会

事
務

局
職

員
研

修
 

研
修
名
 

研
修
の
目

標
及
び
内

容
（
予

定
）
 

研
修
期
間

（
予
定
）
 

定
員
 

備
考
 

市
町
村
長

特
別
セ
ミ

ナ
ー
『

地
域
経
営

塾
』
 

市
区
町
村

長
・
副
市

区
町
村

長
及
び
部

長
級
職

員
を
対
象

と
し
ま

す
。
 

短
期
（

1
泊

2
日
）

の
研
修

期
間
で

、「
地
域
経

営
」
に
関

連
す
る

様
々
な
分

野
を
取

り
上
げ
、

創
造
性

豊
か
な
地

域
づ
く
り

な
ど
に

お
け
る
市

町
村
の

役
割
に
つ

い
て
考

え
ま
す
。
 

2
8
年

7
月

2
7
日

(月
)―

 

 
8
月

2
日

(火
) 

2
日

間
 

4
0 

総
務

省
、
内

閣
官

房
地

域
活

性
化

推

進
室

、
一

般
財

団
法

人
地

域
創

造
と

の
共

催
を

予
定

し
て

い
ま

す
。

 

ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
セ
ミ

ナ
ー
テ
ー

マ
：

「
人
口
減

少
社
会
に

対
応
し

た
行
政
運

営
」
 

市
区
町
村

長
・
副
市

区
町
村

長
及
び
部

長
級
職

員
、
議
員

及
び
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
代

表
者
等

を
対
象
と

し
ま
す

。 

「
人
口
減

少
」
問
題

に
関
連

す
る
様
々

な
課
題

を
踏
ま
え

、
そ
れ

ぞ
れ
の
立

場
か
ら

人
口
減
少

社
会
に

対
応
し
た

行
政
運
営

の
あ
り

方
に
つ
い

て
討
議

・
検
討
を

行
い
、

人
口
減
少

社
会
を

取
り
巻
く

諸
問
題

に
つ
い
て

考
え
ま
す

。
 

2
8
年

1
0
月

2
7
日
(
木

)－
 

 
 
1
0
月

2
8
日

(金
) 

2
日

間
 

6
0 

 

ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン

ト
セ
ミ

ナ
ー
 

 
テ
ー
マ

：「
地
域
で

支
え
る

医
療
」
 

市
区
町
村

長
・
副
市

区
町
村

長
及
び
部

長
級
職

員
、
議
員

及
び
Ｎ

Ｐ
Ｏ
の
代

表
者
等

を
対
象
と

し
ま
す

。 

「
企
業
の

地
方
拠
点

強
化
」

に
関
連
す

る
様
々

な
講
義
に

加
え
、

そ
れ
ぞ
れ

の
立
場

か
ら
地
方

創
生
に

お
け
る
地

域
と
企
業

の
連
携

に
つ
い
て

討
議
・

検
討
を
行

い
、
企

業
の
地
方

拠
点
強

化
を
取
り

巻
く
諸

課
題
に
つ

い
て
考
え

ま
す
。
 

2
8
年

7
月

7
日

(木
)－

 

 
 

7
月

8
日
(
金
)
 

2
日

間
 

6
0 

 

市
町
村
議

会
議
員
特

別
セ
ミ

ナ
ー
 

［
実
施
回

数
3
回
］
 

短
期
（

1
泊

2
日
）
の

研
修
期

間
で
、
地

方
行
財

政
・
地
域

活
性
化
・
福
祉
な

ど
、
最
近

の
課
題

と
な
っ

て
い

る
テ

ー
マ

に
関

し
て

集
中

講
義

を
行

い
、

今
後

の
地

方
行

政
の

あ
り

方
や

議
員

に
求

め
ら

れ
る

役

割
に
つ
い

て
考
え
ま

す
。
 

第
一
回
 

2
8
年

4
月

1
4
日

(木
) 

 
 
ー

4
月

1
5
日
(
金

) 
 

2
日

間
 

2
0
0 

 

第
二
回
 

2
8
年

8
月

4
日

(木
)
  

 

 
－

8
月

5
日
(
金
)
  

2
日

間
 

2
0
0 

第
三
回
 

2
8
年

1
1
月

2
1
日
(
月

) 
 

 
 
ー

11
月

22
日
(
金
) 
 

2
日

間
 

2
0
0 

町
村
議
会

議
員
特
別

セ
ミ
ナ

ー
 

短
期
（

1
泊

2
日

）
の

研
修
期

間
で

、
地

域
活
性

化
な
ど
町

村
の
課

題
と
な
っ

て
い
る

テ
ー
マ
に

関
し
て

集
中
講
義

を
行
い
、
地

域
づ
く

り
の
取

組
み
の

中
で
、
議

員
に
求

め
ら
れ
る

役
割
に

つ
い
て
考

え
ま
す

。 

2
8
年

1
0
月

6
日

(木
)－

 

 
 
 

1
0
月

7
日
(
金

) 
2
日

間
 

6
0 

 

市
町
村
議

会
議
員

研
修
 

[
5
日
間

コ
ー
ス

] 

新
人
議
員

の
た
め
の

地

方
自
治
基

本
コ
ー
ス
 

一
期
目
の

議
員
を
対

象
と
し

ま
す
。
 

地
方

自
治

の
仕

組
み

や
議

会
の

役
割

な
ど

、
議

員
と

し
て

理
解

し
て

お
く

べ
き

基
本

的
事

項
に

加
え

、
政

務
法
務

や
自
治
体

制
つ
い

て
基
礎
か

ら
学
び

ま
す
。
 

2
8
年

5
月

1
6
日

(月
)－

 

 
 
 
 

5
月

2
0
日

(金
) 

2
日

間
 

3
5 

全
国

市
議

会
議

長
会

、
全

国
町

村
議

会
議

長
会

と
の

共
催

を
予

定
し

て

い
ま

す
。

 
社

会
保
障

・
社
会
福

祉

コ
ー
ス
 

社
会

保
障

・
社

会
福

祉
の

分
野

に
つ

い
て

最
新

の
動

き
な

ど
を

取
り

上
げ

、
制

度
や

問
題

に
つ

い
て

理
解

を
深
め

な
が
ら
、

現
在
の

地
域
に
お

け
る
福

祉
を
取
り

巻
く
諸

課
題
に
つ

い
て
考

え
ま
す
。
 

2
8
年

1
0
月

1
7
日
(
月

)－
 

 
 
 

1
0
月

2
1
日

(金
) 

5
日

間
 

3
5 

市
町
村
議

会
議
員

研
修
 

[
３
日

間
コ
ー

ス
] 

議
会

改
革

ス
テ

ッ
プ

ア

ッ
プ
研
修
 

平
成

2
6
年
度

以
前
に
「
議
会

改
革
を
考

え
る

」〔
2
日

間
コ

ー
ス
〕
を
受
講
さ

れ
た
方

を
対
象
と

し
ま
す

。 
研

修
受

講
後

の
各

受
講

者
の

そ
れ

ぞ
れ

の
議

会
で

の
取

組
み

を
基

に
話

し
合

い
、

更
な

る
議

会
改

革
を

進
め
て
い

く
た
め
の

方
法
等

に
つ
い
て

考
え
ま

す
。
 

2
8
年

1
月

2
5
日

(月
) 

2
8
年

1
月

2
7
日

(水
) 

3
日

間
 

3
0 

全
国

市
議

会
議

長
会

、
全

国
町

村
議

会
議

長
会

と
の

共
催

を
予

定
し

て

い
ま

す
。
 

地
方

分
権

の
動

向
と

自

治
体
の
行

政
改
革
 

地
方

分
権

や
自

治
体

の
行

政
改

革
等

に
つ

い
て

最
新

の
動

き
な

ど
を

取
り

上
げ

、
制

度
や

問
題

に
つ

い
て

よ
り
深

く
理
解
し

て
い
た

だ
き
、
現

在
の
地

方
行
政
を

取
り
巻

く
諸
課
題

に
つ
い

て
考
え
ま

す
。
 

2
8
年

1
0
月

3
1
日
(
月

)－
 

 
 
 

1
1
月

2
日
(
水

) 
3
日

間
 

6
0 

地
方
議
員

の
た
め
の

政

策
法
務
～

政
策
実
現

の

た
め
の
条

例
提
案
に

向

け
て
～
 

政
策

法
務

に
関

す
る

基
礎

的
な

知
識

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
講

義
に

加
え

、
条

例
立

案
作

成
演

習
等

の

双
方
向
型

研
修
を
実

施
し
、

政
策
提
案

に
必
要

な
能
力
を

養
い
ま

す
。
 

2
8
年

4
月

2
0
日

(水
)－

 

 
 
 

4
月

2
2
日
(
金

) 
3
日

間
 

6
0 

地
方

財
政

制
度

の
基

本

と
自
治
体

財
政
 

地
方

財
政

制
度

や
自

治
体

の
財

政
運

営
に

つ
い

て
最

新
の

動
き

な
ど

を
取

り
上

げ
、

制
度

や
問

題
に

つ
い

て
よ
り

深
く
理
解

し
、
現

在
の
地
方

財
政
を

取
り
巻
く

諸
課
題

に
つ
い
て

考
え
ま

す
。
 

2
8
年

8
月

1
7
日

(水
)－

 

 
 
 

8
月

1
9
日
(
金

) 
3
日

間
 

6
0 
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研
修

名
 

研
修

の
目

標
及

び
内

容
（

予
定

）
 

研
修

期
間

（
予

定
）

 
定

員
 

備
考

 

 市
町

村
議

会
議

員

研
修

 

[
２

日
間

コ
ー

ス
]  

自
治

体
決

算
の

基
本

と

実
践

 

～
行

政
評

価
を

活
用

し

た
決

算
審

査
～

 

【
改

定
】（

旧
：
３

日
間

）
 

[
実

施
回

数
２

回
] 

決
算

審
査

の
意

義
や

重
要

性
を

認
識

し
、

決
算

書
類

の
審

査
の

ポ
イ

ン
ト

や
財

政
指

標
に

よ
る

財
政

分
析

、
行

政
評

価
を

活
用

し
た

決
算

手
法

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
 

第
1
回
 

2
8
年

5
月

2
5
日

(水
) 

－
5
月

2
6
日

(木
) 

2
日
間
 

6
0 

 

第
2
回
 

2
8
年

7
月

1
3
日

(水
) 

－
7
月

1
4
日

(木
) 

2
日
間
 

6
0 

 

自
治

体
財

政
の

見
方

 

～
健

全
化

判
断

比
率

を

中
心

に
～

 

財
政

健
全

化
法

の
概

要
や

健
全

化
判

断
比

率
等

の
各

財
政

指
標

に
つ

い
て

の
講

義
に

加
え

、
演

習
等

の

双
方

向
型

研
修

を
実

施
し

、
財

政
指

標
分

析
の

手
法

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
 

2
9
年

1
月

1
9
日

(木
)－

 

 
 

 
1
月

2
0
日

(
金

)  
2
日
間
 

6
0 

 

議
会

改
革

を
考

え
る

 

～
先

進
事

例
に

学
ぶ

住

民
参

加
・

情
報

公
開

～
 

議
会

改
革

を
進

め
る

た
め

の
基

礎
的

な
事

項
等

に
つ

い
て

学
び

ま
す

。
講

義
に

加
え

演
習

等
の

双
方

向

型
研

修
を

実
施

し
、

財
政

指
標

分
析

の
手

法
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

 

2
8
年

1
1
月

7
日

(月
)－

 

 
 

 
1
1
月

8
日

(
火

) 
2
日
間
 

6
0 

 

防
災

と
議

員
の

役
割

 
平

時
か

ら
の

防
災

の
心

構
え

や
地

域
と

の
連

携
の

重
要

性
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

講
義

に
加

え
演

習
等

の
双

方
向

型
研

修
を

実
施

し
、

現
在

の
防

災
対

策
に

関
連

す
る

諸
課

題
に

つ
い

て
考

え
ま

す
。

 

2
9
年

1
月

1
2
日

(木
)－

 

 
 

 
1
月

1
3
日

(
金

) 
2
日
間
 

6
0 

 

自
治

体
予

算
を

考
え

る
 

自
治

体
予

算
の

原
則

・
制

度
、

歳
入

・
歳

出
予

算
の

基
本

的
事

項
に

つ
い

て
学

び
ま

す
。

予
算

の
的

確

な
審

議
に

向
け

て
、

自
治

体
の

財
政

運
営

に
つ

い
て

考
え

ま
す

。
 

2
8
年

1
0
月

1
1
日

(
火

)－
 

 
 

 
 

1
0
月

13
日

(月
) 

2
日
間
 

6
0 

 

市
町

村
議

会
事

務
局

職
員

研
修

 

市
町

村
議

会
の

事
務

局
職

員
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

議
会

の
改

革
・

運
営

等
に

必
要

な
基

本
的

な
知

識
や

、
条

例
立

案
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
等

に
必

要

な
専

門
的

な
知

識
を

習
得

す
る

と
と

も
に

、
分

権
時

代
の

地
方

議
会

の
あ

り
方

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
、

実
務

遂
行

能
力

の
向

上
を

図
り

ま
す

。
 

2
8
年

1
0
月

1
1
日

(
火

)－
 

 
 

 
 

1
0
月

13
日

(木
) 

3
日
間
 

4
0 

全
国

紙
議

会
議

長
会

、
全

国

町
村

議
会

議
長

会
の

後
援

を

予
定

し
て

い
ま

す
。

 

※
 
上
記
に
つ
い
て
は
、
都
合
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
 

※
 
研
修
期
間
の
日
数
は
、
入
寮
日
を
含
ん
で
い
ま
す
。
入
寮
時
間
は
、
受
講
決
定
通
知
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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研修だより

平
成

2
8
年

度
自

治
大

学
校

研
修

一
覧

表
 

課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

推
 
 
薦
 
 
の
 
 
基
 
 
準
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
科
 
目
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

職
 

年
 
 
 
齢
 

一

  

般

  

研

  

修

  

課

  

程

 

第 １ 部 課 程

 

第
12
6期

 
平
成
28
年
４
月
1
3日

㈬
 

 
 
 
～
９
月
９
日
㈮
 
1
00
名
 

都
道
府
県
、
市
、
一
部
事
務
組
合
等

に
お

け
る

課
長

補
佐

若
し

く
は

係
長

又
は

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

職
に

あ
る
職
員
 

平
成
2
8
年
４
月
1
3
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満
 

平
成
28
年
2月

１
日
㈪
 

～
2月

12
日
㈮
 

1
 総

合
教
養
課
目
 

2
 基

本
法
制
・
経
済
 

3
 地

方
行
財
政
制
度
 

4
 公

共
政
策
総
論
 

5
 公

共
政
策
各
論
 

6
 行

政
経
営
 

7
 演

習
 

8
 そ

の
他
 

計
47
3
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

第
12
7期

 
平
成
28
年
10
月
1
8日

㈫
 

～
平
成
29
年
3月

17
日
㈮
 
1
00
名
 

同
 
 
 
 
上
 

平
成
2
8
年
1
0
月
1
8
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満
 

平
成
28
年
8月

 1
日
㈪
 

～
8月

12
日
㈮
 

第 ２ 部 課 程

 

第
17
6期

 
平
成
28
年
５
月
1
8日

㈬
 

～
７
月
29
日
㈮
 
1
60
名
 
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
等
に
お
け

る
係

長
以

上
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す
る
職
に
あ
る
職
員
 

平
成
2
8
年
５
月
1
8
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満
 

平
成
28
年
３
月
2
2日

㈫
 

～
４
月
１
日
㈮
 

1
 総

合
教
養
課
目
 

2
 基

本
法
制
・
経
済
 

3
 地

方
行
財
政
制
度
 

4
 公

共
政
策
総
論
 

5
 公

共
政
策
各
論
 

6
 行

政
経
営
 

7
 演

習
 

8
 そ

の
他
 
 
 
 
計

24
5
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

第
17
7期

 
平
成
28
年
10
月
７
日
㈮
 

～
12
月
2
2日

㈭
 
1
60
名
 

同
 
 
 
 
上
 

平
成
2
8
年
1
0
月
７
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満
 

平
成
28
年
７
月
1
9日

㈫
 

～
７
月
29
日
㈮
 

第
17
8期

 
平
成
29
年
１
月
1
1日

㈬
 

～
３
月
24
日
㈮
 
1
60
名
 

同
 
 
 
 
上
 

平
成
29
年
１
月
1
1日

現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満

 
平
成
28
年
10
月
2
4日

㈪
 

 
 
 
～
11
月
４
日
㈮
 

第 １ 部 ・ 第 ２ 部 特 別 課 程

 

第
31

期
 

[通
信
研
修
] 

平
成

2
8
年

４
月

下
旬

 
 
 
～
８

月
中

旬
 

 [宿
泊
研
修
] 

平
成
28
年
８
月
2
4日

㈬
 

～
９
月
16
日
㈮
 

1
20
名
 

 地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

係
長

以

上
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
職

に

あ
る
職
員
 

平
成
2
8
年
８
月
2
4
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満

 
平
成
28
年
２
月
1
5日

㈪
 

～
２
月
26
日
㈮
 

○
通
信
研
修
（
e
-ﾗ
ｰ
ﾆﾝ
ｸ
ﾞ）

 
<必

修
課
目
> 

地
方
自
治
制
度
、
地
方
公
務
 

員
制
度
、
地
方
税
財
政
制
度
 

<任
意
課
目
> 

憲
法
他
４
課
目
 

○
宿
泊
研
修
 

1
 総

合
教
養
課
目
 

2
 地

方
行
財
政
制
度
 

3
 公

共
政
策
論
 

4
 行

政
経
営
 

5
 演

習
  

 
 

5
 そ

の
他
 
 
 
 
計

85
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
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研修だより

課
 
程
 

研
修

期
間

 
定
員
 

推
 
 
薦
 
 
の
 
 
基
 
 
準
 

推
薦
受
付
期
間

 
研
 
修
 
科
 
目
 

推
薦
に
必
要
な

書
 
 
 
 
類
 

職
 

年
 
 
 
齢
 

一

 

般

 

研

 

修 課 程

 

第 １ 部 ・ 第 ２ 部 特 別 課 程

 

第
32

期
 

[通
信
研
修
] 

平
成

2
8
年

1
0
月

上
旬
 

～
平

成
2
9
年

１
月

 

 
中

旬
 

 [宿
泊
研
修
] 

平
成
29
年
１
月
1
8日

㈬
 

～
２
月
10
日
㈮
 

1
20
名
 

 地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

係
長

以
上

又
は

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

職
に
あ
る
職
員
 

平
成
29
年
1月

18
日
現
在
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満

 
平
成
28
年
７
月
1
1日

㈪
 

～
７
月
22
日
㈮
 

○
通
信
研
修
（
e
-ﾗ
ｰ
ﾆﾝ
ｸ
ﾞ）

 
<必

修
課
目
> 

地
方
自
治
制
度
、
地
方
公
務
員

制
度
、
地
方
税
財
政
制
度
 

<任
意
課
目
> 

憲
法
他
４
課
目
 

○
宿
泊
研
修
 

1
総
合
教
養
課
目
 

2
 地

方
行
財
政
制
度
 

3
 公

共
政
策
論
 

4
 行

政
経
営
  

 
 

5
 演

習
 
 

6
 そ

の
他
 
 
 
 
計

85
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

一

 

般

 

研

 

修 課 程

 

第 ３ 部 課 程

 

第
10
7期

 
平
成
28
年
７
月
2
0日

㈬
 

～
８
月
12
日
㈮
 

1
40
名
 

都
道
府
県
、
市
町
村
一
部
事
務
組

合
等

に
お

け
る

課
長

又
は

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

職
以

上
の

職
に

あ
る
職
員
 

―
 

平
成
28
年
４
月
1
8日

㈪
 

～
４
月
28
日
㈭
 

1
 総

合
教
養
課
目
 

2
 公

共
政
策
総
論
・
各
論
 

3
 行

政
経
営
論
 

4
 演

習
 

5
 そ

の
他
 
 
 
 
 計

81
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

専

  

門

  

研

  

修

  

課

  

程

 

政

 

策

 

専

 

門

 

課

 

程

 

第
12

期
 

平
成
28
年
６
月
１
日
㈬
 

～
６
月
17
日
㈮
 

1
20
名
 
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
係
長
以
上

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
に
あ
る

職
員
 

―
 

平
成
27
年
３
月
1
6日

㈪
 

～
３
月
27
日
㈮
 

1
 総

合
教
養
課
目
 

2
 地

方
制
度
・
法
制
 

3
 公

共
政
策
総
論
 

4
 公

共
政
策
各
論
 

5
 演

習
 

6
 全

国
地
域
づ
く
り
人
材
塾
  

7
 そ

の
他
 
 
 
 
  計

84
時
限
 

・
推
薦
書
(1

部
) 

・
履
歴
書
(1

部
) 

・
写
真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝

×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
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研修だより

課
 

程
 

研
修

期
間

 
定

員
 

推
 

 
薦
 

 
の

 
 

基
 

 
準

 
推

薦
受

付
期

間
 

研
 

修
 
科

 
目

 
推

薦
に

必
要

な
書

 
 

 
 

類
 

職
 

年
 

 
 
齢
 

専

  

門

  

研

  

修

  

課

  

程

 

税 務 専 門 課 程

 

第 14 期
 

税 務 ・ 徴 収 コ ー ス

 

平
成

28
年

９
月
1
3日
㈫
 

～
10
月
28
日
㈮

 
1
20
名
 

地
方

税
の
賦

課
・
徴

収
事

務
を
管

理
監

督
し

、
か
つ

、
他

の
職
員
を

管
理

監
督
す

る
地

位
に

あ
る

者
。
 

（
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
課

長
補

佐
若

し
く

は
係

長
又

は
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
職

に
あ

る
職

員
で

、
徴

収
事

務
を

含
む

税
務

事
務

の
経

験
が

あ
る

者
）
 

地
方

公
共

団
体

の
実

情
に
応
じ
て
選
考
 

30
歳
以
上

50
歳
未
満
 

平
成

28
年

６
月
2
7日

㈪
 

～
７

月
８
日

㈮
 

1
 総

合
教
養

課
目

  

2
 地

方
税
を

取
り

巻
く

課
第
 

3
 地

方
税
法

総
則

 
4
 関

係
法
規

 
5
 滞

納
処
分
 

6
 演

習
 

7
そ

の
他

 
 
 

 
計

14
4
時
限
 

・
推

薦
書

(1
部
) 

※
徴

収
事

務
コ

ー
ス

を
明
記
 

・
履

歴
書

(1
部
) 

・
写

真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
無

帽
、

推
薦

受
付

開
始

日
前

６
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の
 

税 務 専 門 課 程

 

第 33 期
 

会 計 コ ー ス

 

[
簿

記
会

計
学

通
信

研
修

] 
 平

成
2
8
年

４
月

上
旬

 
 
  
 
  
 
 ～

６
月

中
旬
 

 [税
務

・
会

計
研

修
] 

平
成

28
年

６
月
3
0日

㈭
 

～
９

月
30
日
㈮
 

 
50
名
 

1
 
 
入

校
日

現
在

に
お

け
る

税
務

事
務

経
験

年
数

が
大

学
卒

業
者

に
お

い
て

は
４

年
以

上
、

そ
の

他
の
者
に
お

い
て

は
10

年
以
上

の
者
 

2
 

簿
記

の
知

識
が

日
本

商
工

会
議
所
､
社
団
法
人
全
国
経
理
学
校

協
会

又
は

財
団

法
人

全
国

商
業

高
等

学
校

協
会

主
催

の
簿

記
検

定
試

験
２

級
以

上
(
た

だ
し

､
通

信
研

修
等

に
よ

り
簿

記
２

級
相

当
の

レ
ベ

ル
に

達
す

る
見

込
み

の
者
も
含
む
)の

者
 

平
成
28
年
６
月
30
日
現

在
 

43
歳

未
満
 

平
成

28
年

２
月
１

日
㈪
 

～
２

月
12
日

㈮
 

○
簿

記
会
計

学
通

信
研

修
 

 ・
簿

記
論

、
財

務
諸

表
論
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 回

数
４
回
 

○
税

務
会
計

研
修

 
1
 総

合
教
養

課
目

 
2
 税

法
課
目
 

3
 税

法
関
連

課
目

 
4
 会

計
学
、

簿
記

論
 

5
 経

営
分
析

 
 

6
 公

開
系
関

連
課

目
 

7
 演

習
 

8
 そ

の
他
 

 
 

 
計

28
0
時

限
 

・
推

薦
書

(1
部
) 

※
会

計
コ
ー
ス
を

明
記
 

・
履

歴
書

(1
部
) 

・
写

真
(3

枚
) 

 
4
.
5
㎝
×
3
.
5㎝

 
 

無
帽

、
推

薦
受

付
開

始
日

前
６

か
月

以
内

に
撮

影
し

た
も
の
 

・
簿

記
検

定
合

格
証
書
の
写
し
 

監 査 ・ 内 部 統 制

 

専 門 課 程

 

第
1
6
期
 

[通
信

研
修

] 
平

成
2
8
年

８
月

下
旬
 

 
 

～
1
1
月

下
旬

 
[宿

泊
研

修
] 

平
成

28
年

11
月

1日
㈫
 

～
12
月

6日
㈮

 

5
0名

 
地

方
公
共

団
体
に

お
け
る

課
長
補

佐
、
係
長
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

職
に
あ
る
職
員
 

平
成
28
年
11
月
１
日
現

在
 

3
0
歳

以
上

50
歳

未
満
 

平
成

28
年

６
月
1
3日

㈪
 

～
６

月
24
日

㈮
 

1
 総

合
教
養

課
目

 

2
 会

計
 

3
 監

査
・
内

部
統

制
 

4
 演

習
 

5
 そ

の
他
 

 
 

計
15
3
時

限
 

・
推

薦
書

(1
部
) 

・
履

歴
書

(1
部
) 

・
写

真
(3

枚
) 

4
.
5
㎝
×
3
.
5
㎝
 

 
無

帽
、

推
薦

受
付

開
始

日
前

６
か

月
以

内
に

撮
影

し
た

も
の
 

 
注

１
 

各
課

程
と

も
定

数
の

関
係

上
、

入
校

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
の

で
了

承
願

い
た

い
こ

と
。
 

 
 

２
 
推

薦
受

付
期

間
は

自
治

大
学

校
に

お
け

る
受

付
期

間
で

あ
る
。
町

村
に

お
け

る
研

修
生

の
推

薦
に

当
た

っ
て

は
、
都
道

府
県

町
村

会
で

取
り

ま
と

め
、
全

国
町

村
会

に
提

出
し
て

、
そ

の
あ

っ
せ

ん
に

基
づ

く
も

の
と

す
る

た
め

、
本

会
に

お
け

る
受

付
期

限
を

上
記

表
の

推
薦

受
付

期
間

よ
り

約
２

週
間

前
と

す
る

。
 

 
 
３
 
第

1
部
課
程
に
つ
い
て
、
特
に
希
望
す
る
場
合
に
は
町
村
職
員
も
対
象
と
す
る
。
入
校
希
望
の
場
合
に
は
他
の
課
程
と
同
様
、
期
限
ま
で
に
推
薦
書
類
を
提
出
す
る

こ
と
。
 

４
 
「
第
１
部
・
第
２
部
特
別
課
程
」
及
び
「
税
務
専
門
課
程
会
計
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
、
通
信
研
修
が
実
施
さ
れ
る
の
で
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
税
務
専
門

課
程
税
務
会
計
特
別
コ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
、
修
了
試
験
を
実
施
す
る
。
 

 
 
５
 

推
薦
基

準
の
年

齢
要
件

に
該
当

し
な
い

者
の
推

薦
に
つ

い
て
は

、
自
治

大
学
校

長
が
特

に
必
要

と
認
め

た
場
合

に
限
り

対
象
と

な
り
ま

す
の
で

、
こ
の

場
合
に

は
、

推
薦
書
の
所
定
欄
に
、
そ
の
者
を
推
薦
す
る
理
由
を
簡
潔
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
６
 
写
真
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
用
と
同
規
格
の
も
の
３
枚
と
し
、
裏
面
に
所
属
団
体
名
及
び
氏
名
を
記
入
す
る
。
こ
の
う
ち

1
枚
は
、
履
歴
書
に
の
り
付
け
す
る
こ
と
。
 



91

研修だより

　4月 8日に沖縄県市町村職員センターにおいて、「沖縄県市町村職員研修センター並びに専用駐

車場完成祝賀会」が開催されました。

　同研修センターは、市町村職員の新たな人材育成の場として多いに期待されています。また、同

研修センター内に災害時に備え、食料等の備蓄倉庫が設置され、災害時の緊急避難場所として開放

されるなど、地域住民の安全、安心を確保する役割も兼ね備えております。

【事業の目的】

　沖縄県市町村職員研修センターは、市町村職員への各種研修受講を通して広く市町村民へのサー

ビス向上を図るとともに、災害時に周辺市民や帰宅困難者の避難施設として活用する事業を目的と

します。

【計画の基本理念】

　・旭町の市町村自治会館に隣接し、研修施設との効率化をはかります。

　・研修棟は、都市環境に配慮するともに、災害時避難者受け入れの施設にもなります。

城間理事長と来賓によるテープカット 高良会長

沖縄県市町村職員研修センター並びに専用駐車場が完成しました !!!

情熱の花が咲く
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会務の動き

■	沖縄県町村会
12月 2日	　政調幹事会	 ( 東京都 )
	 	〃　	 災害共済事務連絡会議
	 	 	 		 ( 東京都 )
	 	10日	 九州地区町村会総務・政務事

務研修会 (~11 日 )	 ( 長崎県 )
	 	16日	 九州地区町村会事務局長会議

( 〜 17 日 )	 ( 熊本県 )
	1 月	14日	 市町村長研修会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	〃　	 年始会	 ( 市町村自治会館 )
	 	15日	 第 5 回沖縄振興市町村協議会

作業部会	 ( 市町村自治会館 )
	 	21日	 沖縄県市町村長退職者の会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	〃　	 不発弾安全化処理に係る耐爆

容器の性能・動作確認
	 	 	 		 ( 自衛隊那覇駐屯地 )
	 	22日	 沖縄県全島緑化県民運動推進

会議幹事会	 ( 南部合同庁舎 )
	 	28日	 全国自治協会評議委員会
	 	 	 		 ( 東京都 )
	 	〃　	 都道府県正副会長交流会
	 	 	 		 ( 東京都 )
	2 月	1 日	 沖縄振興会議
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	〃　	 沖縄振興市町村協議会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	7 日	 平成 28 年北方領土返還要求

全国大会	 ( 東京都 )
	 	9 日	 沖縄県町村会理事会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	16日	 九州各県町村会会長・事務局

長会議 ( 〜 17 日 )	 ( 宮崎県 )
	 	17日	 町村長視察研修 ( 〜 19 日 )
	 	 	 		 ( 九州 )
	 	26日	 第 178 回沖縄県町村会定期

総会	 ( 市町村自治会館 )

■	沖縄県町村交通災害共済組合
	1 月	26日	 平成 27 年度交通災害共済事

務担当者説明会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	2 月	9 日	 平成 28 年沖縄県町村交通災

害共済組合第 1回議会定例会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )

■沖縄県市町村職員互助会
	2 月	9 日	 沖縄県市町村職員互助会
	 	 	 平成 27年度第 2回理事会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	25日	 沖縄県市町村職員互助会第 6

回定時総会
	 	 	 沖縄県市町村職員互助会第

16回講演会	
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )

■沖縄県離島振興協議会
12月	10日		 平成 27 年度離島特産品等マ

ーケティング支援事業中間報
告会

	 	 	 		 ( 沖縄産業支援センター )
	 	24日	 離島振興懇談会	 ( 東京都 )
	 	25日	 離島振興関係予算対策本部
	 	 	 		 ( 東京都 )
	1 月	8 日	 沖縄県立離島児童生徒支援セ

ンター開所式典
	 	 	 		( 離島児童生徒支援センター )
	 	12日	 離島生活コスト低減事業あり

方検討委員会
	 	 	 		 ( 南部合同庁舎 )
	2 月	10日	 沖縄地域離島の出張検査実施

に関する連絡会
	 	 	 		 ( 陸運事務所 )
	 	15日	 平成 27 年度離島市町村等職

員研修	 ( 千葉県 )
	 	17日	 第 18 回沖縄県ドクターヘリ

運行調整委員会
	 	 	 		 ( 浦添総合病院 )
	 	17日	 全国離島振興協議会第 4回理

事会	 ( 東京都 )
	 	17日	 日本離島センター設立 50 周

年祝賀会	 ( 東京都 )
	 	18日	 日本離島センター第 2回臨時

評議委員会	 ( 東京都 )

■沖縄県過疎地域振興協議会
	2 月	3 日	 全国過疎地域自立促進連盟第

134 回幹事会	 ( 東京都 )
	 	10日	 全国過疎地域自立促進連盟第

平成27年12月〜平成28年3月

会務の動き
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会務の動き

128 回理事会
	 	 	 		 ( 東京都 )

■沖縄県市町村総合事務組合
	1 月	19日	 平成 27 年度九州地区退職手

当事務研修会
	 	 	 		 ( 鹿児島県鹿児島市内 )
	2 月	4 日	 平成 27 年度定年・勧奨退職

予定者説明会	 ( 浦添市役所 )
	 	10日	 沖縄県市町村総合事務組合出

納検査
	 	 	 		 ( 沖縄県町村会会議室 )
	 	15日	 平成 27 年度第 2回非常勤職

員公務災害認定委員会
	 	 	 		 ( 沖縄県町村会会議室 )
	 	18日	 平成 27 年度定年・勧奨退職

予定者説明会	 ( 石垣市役所 )
	 	26日	 平成 28 年第 1回沖縄県市町

村総合事務組合議会定例会
	 	 	 		 ( 自治会館 3階議場 )

■沖縄県地域振興対策協議会
	2 月	9 日	 第 62 回沖縄県地域振興対策

協議会理事会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	16日	 平成 27 年度第 2回全国簡易

水道協議会事務局長会議
	 	 	 		 ( 東京都 )
	 	25日	 第 48 回水道実務指導者研究
	 〜	26日	 集会	 ( 東京都 )
	 	26日	 	第 62 回沖縄県地域振興対策

協議会定期総会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )

■沖縄県町村土地開発公社
	2 月	9 日	 第 132 回沖縄県町村土地開

発公社幹事会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )
	 	26日	 第 131 回沖縄県町村土地開

発公社理事会
	 	 	 		 ( 市町村自治会館 )

国
頭
村
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